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　本冊子の構成・見方　

本冊子は概ね以下の構成で記載されております。
吹き出し内についてご留意ください。
 (
支払事由・免責事由については、「ご契約のしおり・約款」
の
しおり部分に記載程度を概略記載。約款・特約条項規定文言そのものではない。
)
11．収入保障保険 2004年8月2日以降販売停止

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	―
	―
（注）
	2001年4月2日
～2004年8月1日


（注）11-2.収入保障保険　参照

（２）仕組み
 (
▲
契約日
△
　　
死亡・高度障害
▲
保険期間満了日
保険期間
年金支払期間
保証期間
保証期間
) (
死亡・高度障害保障
　（年金額）
)　

　
　





（３）特長
ａ．保険金は一時金ではなく、年金として毎月支払われるため残された家族は保険期間満了までの間、一定額の収入が保障される。
年金の受取人は、支払事由発生後、将来の年金の支払にかえて、年金現価の一時支払を請求することもできる。

（４）保障内容
ａ．支払事由
	　保険金の種類
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	遺族年金
	被保険者が保険期間中に死亡したとき
	年金月額
	遺族年金受取人



ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	遺族年金
	(1) 責任開始期（または復活日、復旧日）から2年以内（注1）の自殺
(2) 契約者・遺族年金受取人の故意
(3) 戦争その他の変乱（注2）
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第１編

商品ラインアップ





販売商品の変遷
（１）統合前
	実施月
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー

	1996年10月
	旧興亜火災まごころ生命営業開始
取扱商品は下記のとおり
	旧日本火災パートナー生命営業開始
取扱商品は下記のとおり

	
	【主契約】
５年ごと利差配当付終身保険
終身保険
５年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険
定期保険


特定疾病保障定期保険
５年ごと利差配当付養老保険
養老保険
５年ごと利差配当付個人年金保険
５年ごと利差配当付こども保険
	【主契約】

終身保険
特定疾病保障終身保険
定期保険
収入保障保険
生存給付金付定期保険
特定疾病保障定期保険

養老保険

	
	【特約】

平準定期保険特約
生存給付金付定期保険特約（1999年4月販売停止）
逓減定期保険特約
収入保障特約
特定疾病保障定期保険特約
配偶者定期保険特約
こども定期保険特約
災害割増特約
傷害特約
災害入院特約
疾病入院特約
災害退院後療養特約
疾病退院後療養特約
成人病保障特約
女性医療特約
こども医療特約
	【特約】
終身保険特約
定期保険特約
生存給付金付定期保険特約
逓減定期保険特約


家族定期保険特約（配偶者型）
家族定期保険特約（子型）
災害割増特約
傷害特約
災害入院特約
疾病入院特約
通院特約

成人病入院特約
女性疾病入院特約

	1997年6月
	逓増定期保険
	

	1997年10月
	
	５年ごと利差配当付終身保険
５年ごと利差配当付養老保険
５年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険

	1998年4月
	
	５年ごと利差配当付個人年金保険

	1998年6月
	
	逓増定期保険

	1999年4月
	料率改定
	料率改定

	1999年4月
	
	５年ごと利差配当付積立型終身保険
積立型終身保険

	2000年4月
	５年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険
低解約返戻金型終身保険
	

	2000年5月
	
	自殺免責を1年から2年へ

	2001年1月
	医療保険
がん保険
終身保険特約（医療保険・がん保険）
定期保険特約（医療保険・がん保険）
退院後療養特約（医療保険）
無事故給付金特約（医療保険）
成人病保障特約（医療保険）
女性医療特約（医療保険）
特定疾病診断給付金特約（医療保険）
がん入院特約（医療保険）
がん診断給付金特約（医療保険）
がん死亡・高度障害終身保障特約
がん退院後療養特約
がん診断給付金特約
	医療保険
がん保険
終身保険特約（医療保険・がん保険）
定期保険特約（医療保険・がん保険）
退院後療養特約（医療保険）
無事故給付金特約（医療保険）
成人病保障特約（医療保険）
女性医療特約（医療保険）
特定疾病診断給付金特約（医療保険）


がん死亡・高度障害終身保障特約
がん退院後療養特約
がん診断給付金特約



（２）商品統合
	2001年4月
	旧日本興亜生命として営業を開始。販売商品を統合

	
	【主契約】
５年ごと利差配当付終身保険
終身保険
５年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険
低解約返戻金型終身保険
５年ごと利差配当付積立型終身保険
積立型終身保険
５年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険
定期保険
逓増定期保険
収入保障保険
特定疾病保障定期保険
５年ごと利差配当付養老保険
養老保険
５年ごと利差配当付個人年金保険
５年ごと利差配当付こども保険
	【特約】
平準定期保険特約
逓減定期保険特約
収入保障特約
特定疾病保障定期保険特約
配偶者定期保険特約
こども定期保険特約
災害割増特約
傷害特約
災害入院特約
疾病入院特約
災害退院後療養特約
疾病退院後療養特約
成人病保障特約
女性医療特約
こども医療特約

	
	医療保険
がん保険

	終身保険特約（医療保険・がん保険）
定期保険特約（医療保険・がん保険）
退院後療養特約（医療保険）
無事故給付金特約（医療保険）
成人病保障特約（医療保険）
女性医療特約（医療保険）
特定疾病診断給付金特約（医療保険）
がん死亡・高度障害終身保障特約
がん退院後療養特約
がん診断給付金特約



（３）統合後
	実施月
	新たに販売を開始した商品等
	販売を停止した商品等

	2001年4月
	日額増減型医療保険
日額増減型がん保険
	

	2002年1月
	逓増定期保険に中途改変定率型を新設
	

	2002年10月
	金融機関窓口販売専用商品　個人年金保険「レーヴ」
	

	2003年2月
	誰でも終身（健康祝金付低解約返戻金型終身保険（無選択型））
	

	2003年4月
	金融機関窓口販売専用商品「レーヴⅡ（無選択タイプの個人年金保険）」
	

	2004年8月
	新収入保障保険（無解約返戻金型収入保障保険）
	収入保障保険
収入保障特約

	2004年11月
	解約返戻金なしタイプの終身医療保険に無事故給付金を付加した無事故給付金特約付終身医療保険
	

	2005年11月
	個人年金保険を無選択タイプに一本化
	
５年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険
特定疾病保障定期保険
日額増減型医療保険
日額増減型がん保険

	2005年11月
	新災害割増特約
新傷害特約
新災害入院特約
新疾病入院特約
新災害退院後療養特約
新疾病退院後療養特約
新成人病保障特約
新女性医療特約
	災害割増特約
傷害特約
災害入院特約
疾病入院特約
災害退院後療養特約
疾病退院後療養特約
成人病保障特約
女性医療特約

	2006年8月
	新収入保障保険（無解約返戻金型収入保障保険）保険料改定
	

	2006年9月
	低解約返戻金型定期保険
無解約返戻金型定期保険
	

	2007年3月
	
	逓増定期保険

	2007年4月
	予定死亡率の見直し（誰でも終身を除く）
自殺免責を2年から3年へ
指定代理請求人特約
特別条件付保険特約の特別保険料部分の解約返戻金の対象化
対象となる感染症の見直し
	ボーナス併用払込特約


	2007年10月
	
	終身保険
低解約返戻金型終身保険
積立型終身保険
配偶者定期保険特約
こども定期保険特約

	2008年8月
	医療保険（０８）


男性生活習慣病特約（Ｍ０８）
女性医療特約（Ｍ０８）
特定疾病診断給付金特約（Ｍ０８）
先進医療特約（Ｍ０８）
	医療保険
定期保険特約（医療保険・がん保険）
退院後療養特約（医療保険）
成人病保障特約（医療保険）
女性医療特約（医療保険）
特定疾病診断給付金特約（医療保険）
無事故給付金特約（医療保険）

	2009年2月
	新収入保障保険（無解約返戻金型収入保障保険）リビング・ニーズ特約付加対応
がん保険、新災疾系特約の家族型の販売停止
	

	2010年3月
	保険法対応　等
	

	2010年6月
	新収入保障保険（無解約返戻金型収入保障保険）保険料改定・区分料率適用特約取扱変更
	

	2011年10月
	医療保険（０８）、（日額増減型）医療保険、（新）疾病入院特約、こども医療特約に骨髄ドナー給付追加
	

	2015年4月
	骨髄ドナー給付に末梢血幹細胞の採取術を追加
指定代理請求人特約の改定(指定代理請求人の範囲変更)
	

	2017年4月
	特定疾病の支払事由拡大（急性心筋梗塞および脳卒中について手術を追加）
	

	2018年10月
	失効取消制度の導入
	

	2019年10月
	指定代理請求人特約の改定（指定代理請求人の範囲拡大）
	

	2021年10月
	がん（悪性新生物）診断確定の定義変更
感染症の範囲の改定（新型コロナウイルス感染症の追加）
	

	2024年10月
	ドナー給付の回数拡大、病院・入院の定義変更・部位担保に不妊症を追加
	




第1編　商品ラインアップ
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旧日本興亜生命の商品の概要　6

旧日本興亜生命の商品の概要　27
販売商品の変遷（参考）
 (
表の見方
・統合前の営業開始年月は、1996年10月。旧日本興亜生命の営業開始年月は、2001年4月。
・統合前の商品については、いずれかの会社が販売を開始した時期を表示。
)





１．主契約
	番号
	保険種類
	
	販売開始
	販売停止

	1
	５年ごと利差配当付終身保険
	
	1996/10～
	～2011/10

	1-2
	終身保険
	
	1996/10～
	～2007/10

	2
	５年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険
	
	2000/4～
	～2011/10

	2-2
	低解約返戻金型終身
	
	2000/4～
	～2007/10

	3
	５年ごと利差配当付積立型終身保険
	
	1999/4～
	～2011/10

	3-2
	積立型終身保険
	
	1999/4～
	～2007/10

	4
	５年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険
	
	1996/10～
	～2005/11

	4-2
	特定疾病保障終身保険
	
	1996/10～
	～2001/4

	5
	健康祝金付低解約返戻金型終身保険（無選択型）
	
	2003/2～
	～2011/10

	6
	定期保険
	
	1996/10～
	～2011/10

	7
	低解約返戻金型定期保険
	
	2006/9～
	～2011/10

	8
	無解約返戻金型定期保険
	
	2006/9～
	～2011/10

	9
	逓増定期保険
	
	1997/6～
	～2007/3

	10
	無解約返戻金型収入保障保険
	
	2004/8～
	～2011/10

	11
	収入保障保険（旧日本興亜生命）
	
	2001/4～
	～2004/8

	11-2
	収入保障保険（旧日火パートナー）
	
	1996/10～
	～2001/4

	12
	特定疾病保障定期保険
	
	1996/10～
	～2005/11

	13
	生存給付金付定期保険
	
	1996/10～
	～2001/4

	14
	５年ごと利差配当付養老保険
	
	1996/10～
	～2011/10

	14-2
	養老保険
	
	1996/10～
	～2011/10

	15
	５年ごと利差配当付個人年金保険
	
	1996/10～
	～2011/10

	16
	５年ごと利差配当付こども保険
	
	1996/10～
	～2011/10

	17
	医療保険（０８）
	
	2008/8～
	～2011/10

	18
	医療保険
	
	2001/1～
	～2008/8

	19
	日額増減型医療保険
	
	2001/4～
	～2005/11

	20
	がん保険
	
	2001/1～
	～2011/10

	21
	日額増減がん保険
	
	2001/4～
	～2005/11



２．特約
	番号
	特約名称
	
	販売開始
	販売停止

	1
	平準定期保険特約
	
	1996/10～
	

	2
	定期保険特約
	
	1996/10～
	～2001/4

	3
	生存給付金付定期保険特約
	
	1996/10～
	～2001/4

	4
	逓減定期保険特約
	
	1996/10～
	

	5
	収入保障特約
	
	1996/10～
	～2004/8

	6
	特定疾病保障定期保険特約
	
	1996/10～
	

	7
	配偶者定期保険特約
	
	1996/10～
	～2007/10

	8
	こども定期保険特約
	
	1996/10～
	～2007/10

	9
	家族定期保険特約（配偶者型）
	
	1996/10～
	～2001/4

	10
	家族定期保険特約（子型）
	
	1996/10～
	～2001/4

	11
	終身保険特約
	
	1996/10～
	～2001/4

	12
	新災害割増特約
	
	2005/11～
	

	13
	新傷害特約
	
	2005/11～
	

	14
	新災害入院特約
	
	2005/11～
	

	15
	新疾病入院特約
	
	2005/11～
	





	番号
	特約名称
	
	販売開始
	販売停止

	16
	新災害退院後療養特約
	
	2005/11～
	

	17
	新疾病退院後療養特約
	
	2005/11～
	

	18
	新成人病保障特約
	
	2005/11～
	

	19
	新女性医療特約
	
	2005/11～
	

	12-2
	災害割増特約
	
	1996/10～
	～2005/11

	13-2
	傷害特約
	
	1996/10～
	～2005/11

	14-2
	災害入院特約
	
	1996/10～
	～2005/11

	15-2
	疾病入院特約
	
	1996/10～
	～2005/11

	16-2
	災害退院後療養特約
	
	1996/10～
	～2005/11

	17-2
	疾病退院後療養特約
	
	1996/10～
	～2005/11

	18-2
	成人病保障特約
	
	1996/10～
	～2005/11

	19-2
	女性医療特約
	
	1996/10～
	～2005/11

	20
	こども医療特約
	
	1996/10～
	

	21
	通院特約
	
	1996/10～
	～2001/4

	22
	成人病入院特約
	
	1996/10～
	～2001/4

	23
	女性疾病入院特約
	
	1996/10～
	～2001/4

	24
	男性生活習慣病特約（Ｍ０８）
	
	2008/8～
	

	25
	女性医療特約（Ｍ０８）
	
	2008/8～
	

	26
	特定疾病診断給付金特約（Ｍ０８）
	
	2008/8～
	

	27
	先進医療特約（Ｍ０８）
	
	2008/8～
	

	28
	終身保険特約（医療保険・がん保険）
	
	2001/1～
	

	29
	定期保険特約（医療保険・がん保険）
	
	2001/1～
	

	30
	退院後療養特約（医療保険）
	
	2001/1～
	

	31
	無事故給付金特約（医療保険）
	
	2001/1～
	～2008/8

	32
	成人病保障特約（医療保険）
	
	2001/1～
	

	33
	女性医療特約（医療保険）
	
	2001/1～
	

	34
	特定疾病診断給付金特約（医療保険）
	
	2001/1～
	

	35
	がん入院特約（医療保険）
	
	2001/1～
	～2001/4

	36
	がん診断給付金特約（医療保険）
	
	2001/1～
	～2001/4

	37
	がん死亡・高度障害終身保障特約
	
	2001/1～
	

	38
	がん退院後療養特約
	
	2001/1～
	

	39
	がん診断給付金特約
	
	2001/1～
	

	40
	リビング・ニーズ特約
	
	1996/10～
	

	41
	指定代理請求人特約
	
	2007/4～
	

	42
	特別条件付保険特約
	
	1996/10～
	

	43
	区分料率適用特約
	
	2000/5～
	

	44
	個人年金保険料税制適格特約
	
	1996/10～
	

	45
	団体扱特約Ⅰ
	
	1996/10～
	

	46
	団体扱特約Ⅱ
	
	1996/10～
	

	47
	集団扱特約
	
	1996/10～
	

	45-2
	団体扱特約（甲）、団体扱特約（乙）
	
	1996/10～
	～2001/4

	46-2
	準団体扱特約
	
	1996/10～
	～2001/4

	47-2
	定期保険集団扱特約
	
	1996/10～
	～2001/4

	48
	ボーナス併用払込特約
	
	1996/10～
	～2007/4

	49
	保険料払込免除特約
	
	2004/8～
	

	50
	５年ごと利差配当付年金支払移行特約
	
	1996/10～
	

	51
	５年ごと利差配当付年金支払特約
	
	1997/10～
	

	52
	５年ごと利差配当特約
	
	1996/10～
	～2001/4






第２編

主契約
(終身保険)

５年ごと利差配当付終身保険
終身保険
5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険
低解約返戻金型終身保険
5年ごと利差配当付積立型終身保険
積立型終身保険
5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険
特定疾病保障終身保険
健康祝金付低解約返戻金型終身保険（無選択型）



1．５年ごと利差配当付終身保険　2011年10月2日以降販売停止
（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	1996年10月
～2001年4月1日
	1997年10月
～2001年4月1日
	2001年4月2日
～2011年10月1日



（２）仕組み
 (
 
　　　　　
死亡・高度障害保障
5
年ごと積立配当金
契約日　←―　保険料払込期間　―→　歳払込または終身払込
)







（３）特長
ａ．被保険者が死亡または高度障害状態に該当した場合に、一定の保険金額を一生涯にわたり保障する。
ｂ．責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合に、契約後５年ごとに契約者配当金が支払われる。
ｃ．満期保険金はないが、解約返戻金が、その経過年月数（保険料払込中の契約で未払込保険料がある場合には、その払込年月数）に従い増加していくので資産価値がある。
（2010年3月1日以前の契約の解約返戻金は、保険料払込中は払込年月数・経過年月数に従い、その他の契約は経過年月数に従い増加していく）
ｄ．契約者貸付制度を利用できる。
ｅ．一時的に保険料払込の都合がつかないときでも保障が確保できるように保険料の振替貸付制度がある。
ｆ．保険料払込を中止し一定の保障が確保できる払済保険へ変更できる。
（2010年3月1日以前の契約は延長定期保険への変更もできる）
ｇ．保険料の払込みが終了した場合、終身の死亡・高度障害の保障に代えて、責任準備金等に応じて年金への移行の選択もできる。

（４）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の種類
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	死亡保険金
	被保険者が死亡したとき
	
保険金額
	死亡保険金受取人

	高度障害保険金
	被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として高度障害状態（約款別表3）に該当したとき
	
	被保険者
（保険契約者が法人で、死亡保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者である法人）

	保険料払込の免除
	被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故（約款別表2）による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態（約款別表4）に該当したとき




	約款別表2　対象となる不慮の事故（抜粋）
　対象となる不慮の事故とは急激かつ偶発的な外来の事故で、かつ、昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号に定められた分類項目中の下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要、昭和54年版」によるものとします。

	分類項目
	基本分類表番号

	1. 鉄道事故
	E800 ～ 807

	2. 自動車交通事故
	E810 ～ 819

	3. 自動車非交通事故
	E820 ～ 825

	（中略）
	

	20．戦争行為による損傷
	E990 ～ 999



	約款別表3　対象となる高度障害状態
　対象となる高度障害状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
(1) 　両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 　言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3) 　中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4) 　両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(5) 　両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6) 　1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7) 　1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの



	約款別表4　対象となる身体障害の状態
　対象となる身体障害の状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
(1) 　1眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 　両耳の聴力を全く永久に失ったもの
(3) 　脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
(4) 　1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(5) 　1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(6) 　1手の5手指を失ったかまたは第1指（母指）および第2指（示指）を含んで4手指を失ったもの
(7) 　10手指の用を全く永久に失ったもの
(8) 　10足指を失ったもの



ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	死亡保険金
	(1) 責任開始期（または復活日、復旧日）から3年以内（注1）の自殺
(2) 契約者・死亡保険金受取人の故意
(3) 戦争その他の変乱（注2）

	高度障害保険金
	(1) 契約者・被保険者の故意
(2) 戦争その他の変乱（注2）

	保険料払込の免除
	(1) 契約者･被保険者の故意・重大な過失
(2) 被保険者の犯罪行為
(3) 被保険者の精神障害を原因とする事故
(4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(7) 地震・噴火・津波（注3）
(8) 戦争その他の変乱（注3）





（注1）自殺免責に関わる以前の取扱
	
	～2000年5月1日
	2000年5月2日～2001年4月1日
	2001年4月2日～2007 年4月1日
	2007年4月2日～

	旧興亜まごころ
	1年
	1年
	－
	－

	旧日火パートナー
	1年
	2年
	－
	－

	旧日本興亜
	－
	－
	2年
	3年



（注2）被保険者が戦争その他の変乱によって死亡し、または高度障害状態（約款別表3）に該当した場合でも、その原因によって死亡し、または高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、その程度に応じ、死亡保険金または高度障害保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがある。

（注3）(7)(8)の原因によって身体障害の状態（約款別表4）に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、保険料の払込を免除することがある。

（注4）戦争その他の変乱、地震、噴火または津波の場合に関する旧日火パートナーの約款規定
旧日火パートナーの約款においては、（注2）（注3）にある免責事由がない。かわりにそれぞれ以下の特例が規定されていた。
	「戦争その他の変乱の場合の特例」
被保険者が戦争その他の変乱により死亡しまたは高度障害状態に該当した場合で、戦争その他の変乱により死亡しまたは高度障害状態に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすと会社が認めたときは、死亡保険金または高度障害保険金を削減して支払うことがある。

	「戦争その他の変乱、地震、噴火または津波の場合の特例」
被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により身体障害の状態に該当した場合に、これらの事由により身体障害の状態に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすと会社が認めたときは、保険料の全部または一部についてその払込を免除しないことがある。


実質的な取扱いに差異はないことから、戦争その他の変乱、地震、噴火または津波の場合に関する旧日火パートナーの約款規定に関しては、以下において繰り返しの記載を省略する。


１-2．終身保険 2007年10月2日以降販売停止

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	1996年10月
～2001年4月1日
	1996年10月
～2001年4月1日
	2001年4月2日
～2007年10月1日



（２）仕組み
無配当であることのほかは、「1. 5年ごと利差配当付終身保険」と同じ。

５年ごと利差配当付と無配当の違い（旧　募集資料上の表記）
	５年ごと利差配当付
	無　配　当

	· 責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合にご契約後５年ごとに契約者配当金をお支払いします。
· 無配当に比べ、同じ保障内容の場合、保険料は割高となります。
(注)契約者配当金は今後のお支払いをお約束するものではなく、また、運用実績等によって変動(増減)し、お支払いできないこともあります。
	· 契約者配当金はありません。


●５年ごと利差配当付に比べ、同じ保障内容の場合、保険料は割安となります。





2．５年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険
－　販売名称「なっ得終身」－2011年10月2日以降販売停止

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	2000年4月
～2001年4月1日
	―
	2001年4月2日
～2011年10月1日



 (
契約日←―　保険料払込期間　―→　払込期間満了
     
　
 
（＝低解約返戻金期間）
５年ごと積立配当金
解約返戻金
死亡・高度障害保障
)（２）仕組み
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　

・低解約返戻金期間（保険料払込期間）中に解約する場合、解約返戻金は、５年ごと利差配当付終身保険の解約返戻金に低解約返戻金割合70%（2001年4月1日以前契約は75％）を乗じた額となる。
・低解約返戻金期間：契約日から保険料払込期間が満了する日の24時まで

（３）特長
ａ．被保険者が死亡または高度障害状態に該当した場合に、一定の保険金額を一生涯にわたり保障する。
ｂ．低解約返戻金期間中の解約返戻金は、５年ごと利差配当付終身保険の解約返戻金の70％になっており、その分保険料が割安。低解約返戻金期間（保険料払込期間）後の解約返戻金は５年ごと利差配当付終身保険の解約返戻金と同じ。
ｃ．責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合に、契約後５年ごとに契約者配当金が支払われる。
ｄ．満期保険金はないが、解約返戻金が、その経過年月数（保険料払込中の契約で未払込保険料がある場合には、その払込年月数）に従い増加していくので資産価値がある。
（2010年3月1日以前の契約の解約返戻金は、保険料払込中は払込年月数・経過年月数に従い、その他の契約は経過年月数に従い増加していく）
ｅ．契約者貸付制度を利用できる。
ｆ．一時的に保険料払込の都合がつかないときでも保障が確保できるように保険料の振替貸付制度がある。
ｇ．保険料払込を中止し一定の保障が確保できる払済保険へ変更できる。
（2010年3月1日以前の契約は延長定期保険への変更もできる）
ｈ．保険料の払込みが終了した場合、終身の死亡・高度障害の保障に代えて、責任準備金等に応じて年金への移行の選択もできる。

（４）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の種類
	支　払　事　由（注1）
	支払額
	受取人

	死亡保険金
	被保険者が死亡したとき
	保険金額
保険金額
	死亡保険金受取人

	高度障害保険金
	被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として高度障害状態（約款別表3）に該当したとき
	
	被保険者
（保険契約者が法人で、死亡保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者である法人）

	保険料払込の免除
	被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故（約款別表2）による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態（約款別表4）に該当したとき


（注1）別表2、別表3、別表4　は「1．５年ごと利差配当付終身保険」参照

ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	死亡保険金
	(1) 責任開始期（または復活日、復旧日）から3年以内（注1）の自殺
(2) 契約者・死亡保険金受取人の故意
(3) 戦争その他の変乱（注2）

	高度障害保険金
	(1) 契約者・被保険者の故意
(2) 戦争その他の変乱（注2）

	保険料払込の免除
	「1.５年ごと利差配当付終身保険（4）保障内容　ｂ．免責事由」と同じ


（注1）自殺免責に関わる以前の取扱
	
	2000年4月2日～
2001年4月1日
	2001年4月2日～
2007 年4月1日
	2007年4月2日～

	旧興亜まごころ
	1年
	－
	－

	旧日本興亜
	－
	2年
	3年


（注2）「1.５年ごと利差配当付終身保険（4）保障内容　ｂ．免責事由」参照

（５）契約取扱上の留意点
低解約返戻金期間中の解約、減額、失効の場合、解約返戻金は、低解約返戻金型ではない５年ごと利差配当付終身保険の解約返戻金の70％となる旨を「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」で説明し、申込書の了知欄に自署押印いただく。

５年ごと利差配当付終身保険との違い（募集資料上の表記）
	 (
制度
低解約返戻金期間中のお取扱
契約者貸付
（解約返戻金の一定範囲内で資金をお貸しする制度）
お貸しできる金額・お立替えできる金額
保険料の振替貸付
（保険料のお払込が困難になった場合、保険料をお立替えする制度）
が少なくなります
払済保険への変更
変更後の払済保険の保険金額は少なくなります
)低解約返戻金型について
～ご契約に際してご注意いただきたいこと～

（1）低解約返戻金期間（保険料払込期間に同じ）中にご契約の解約（ご契約日の失効日が低解約返戻金期間に属する場合を含みます）または保険金額の減額をされますと、解約返戻金は低解約返戻金型ではない５年ごと利差配当付終身保険の解約返戻金の70％となります。
（2）低解約返戻金期間（保険料払込期間に同じ）中については、解約返戻金の水準が低いことに伴い、以下のお取り扱いとなります。












2-2．低解約返戻金型終身保険2007年10月2日以降販売停止

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	2000年4月
～2001年4月1日
	―
	2001年4月2日
～2007年10月1日



 (２) 仕組み
無配当であることのほかは、「2. 5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険」と同じ。

５年ごと利差配当付と無配当の違い（旧　募集資料上の表記）
	５年ごと利差配当付
	無　配　当

	· 責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合にご契約後５年ごとに契約者配当金をお支払いします。
· 無配当に比べ、同じ保障内容の場合、保険料は割高となります。
(注)契約者配当金は今後のお支払いをお約束するものではなく、また、運用実績等によって変動(増減)し、お支払いできないこともあります。
	· 契約者配当金はありません。


●５年ごと利差配当付に比べ、同じ保障内容の場合、保険料は割安となります。




3.５年ごと利差配当付積立型終身保険2011年10月2日以降販売停止

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	―
	1999年4月
～2001年4月1日
	2001年4月2日
～2011年10月1日



（２）仕組み
〈　Ａ型　の場合 〉
 (
５年ごと積立配当金
)
　 　　　　災害死亡・      　 　　　    死亡・高度障害保障
　　 　　　　災害高度障害保障　　   　　（基本保険金額）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
       契約日  ←　保険料払込期間　→  払込期間満了

　〈　Ｂ型　の場合 〉 (
５年ごと積立配当金
)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　死亡・高度障害保障
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（基本保険金額）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

       契約日  ← 保険料払込期間  →  払込期間満了

（３）特長
ａ．保険料払込期間中の保障を低く抑えることで積立型ではない終身保険より割安な保険料で生涯の保障を確保できる。
ｂ．保険料払込期間中の保障内容が異なるＡ型とＢ型から選択可能。
	Ａ型
	保険料払込期間中でも災害による死亡・高度障害保障額は、保険料払込期間満了後の保障額と同じ。

	Ｂ型
	保険料払込期間中の災害による死亡・高度障害保障を抑えているため、Ａ型と比べて保険料が割安。


ｃ．責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合に、契約後５年ごとに契約者配当金が支払われる。
ｄ．満期保険金はないが、解約返戻金が、その経過年月数（保険料払込中の契約で未払込保険料がある場合には、その払込年月数）に従い増加していくので資産価値がある。
（2010年3月1日以前の契約の解約返戻金は、保険料払込中は払込年月数・経過年月数に従い、その他の契約は経過年月数に従い増加していく）
ｅ．契約者貸付制度を利用できる。
ｆ．一時的に保険料払込の都合がつかないときでも保障が確保できるように保険料の振替貸付制度がある。
ｇ．保険料払込を中止し一定の保障が確保できる払済保険へ変更できる（延長定期保険へは変更できない）。
ｈ．保険料の払込みが終了した場合、終身の死亡・高度障害の保障に代えて、責任準備金等に応じて年金への移行の選択もできる。

（４）保障内容
ａ．支払事由
	型
	給付の種類
	支払事由（注1）
	支払額
	受取人
	

	 (
保険料払込期間満了後の保障
)
Ａ
	
Ｂ
	死亡保険金
	保険料払込期間の満了日の翌日以後に被保険者が死亡したとき
	基本保険金額
	死亡保険金受取人
	

	
型
	
型
	高度障害保険金
	被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険料払込期間の満了日の翌日以後に高度障害状態（約款別表3）に該当したとき
	基本保険金額
	被保険者
（保険契約者が法人で、死亡保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者である法人）
	

	
	
	死亡給付金
	被保険者が保険料払込期間の満了日以前に死亡したとき
	死亡給付金額（約款別表5）（注2）
	死亡保険金受取人
	

	 (
保険料払込期間中の保障
)
	
	高度障害給付金
	被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険料払込期間の満了日以前に高度障害状態（約款別表3）に該当したとき
	死亡給付金額（約款別表5）（注2）
	被保険者
（保険契約者が法人で、死亡保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者である法人）
	

	
	
	保険料払込の免除
	被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故（約款別表2）による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態（約款別表4）に該当したとき
	

	
	
	災害死亡給付金
	被保険者が保険料払込期間の満了日以前に、責任開始期以後に発生した不慮の事故（約款別表2）による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内に死亡したとき、または責任開始期以後に発病した所定の感染症（注3）を直接の原因として死亡したとき
	基本保険金額から死亡給付金額を差し引いた金額
	死亡保険金受取人
	

	
	
	災害高度障害給付金
	被保険者が保険料払込期間の満了日以前に、責任開始期以後に発生した不慮の事故（約款別表2）による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内に所定の高度障害状態（約款別表3）に該当したとき、または責任開始期以後に発病した所定の感染症（注3）を直接の原因として所定の高度障害状態（約款別表3）に該当したとき
	基本保険金額から死亡給付金額を差し引いた金額
	被保険者
（保険契約者が法人で、死亡保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者である法人）
	


（注1）別表2、別表3、別表4　は「1．５年ごと利差配当付終身保険」参照
（注2）別表5　
	死亡給付金額の計算方法
1. 死亡給付金額および高度障害給付金額は、つぎの式によって計算される金額とします。なお、計算の過程にて会社所定の端数処理　※　を行ないます。
　　（基本保険金額）×（係数率）×（保険年度）／（保険料払込期間）


※　会社所定の端数処理
・（保険年度）／（保険料払込期間）は、小数点第５位を四捨五入し小数点第４位とする。
・（係数率）×{（保険年度）／（保険料払込期間）} の結果も、小数点第５位を四捨五入し小数点第４位とする。
・上記の式により得られた計算結果は、100円未満を切り上げ1,000円単位にする。
係数率は、契約時期（予定利率）により異なるので、保険金額は下記画面で確認する。
	
	NKL-Online
	ひまわりオンライン
契約照会（旧日本興亜契約）

	各年度の死亡給付金額
	契約内容画面　　7040
	生保機能　契約内容

	基本保険金額
	契約担保内容照会7041
	生保機能　契約担保内容


（注3）対象となる感染症は、「16.５年ごと利差配当付こども保険（4）保障内容 ａ支払事由（注2）」と同じ。

ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	死亡保険金
死亡給付金
	(1) 責任開始期（または復活日、復旧日）から３年以内（注1）の自殺
(2) 契約者・死亡保険金受取人の故意
(3) 戦争その他の変乱（注2）

	高度障害保険金
高度障害給付金
	(1) 契約者・被保険者の故意
(2) 戦争その他の変乱（注2）

	災害死亡給付金
	(1) 契約者・被保険者の故意・重大な過失
(2) 死亡保険金受取人の故意・重大な過失
(3) 被保険者の犯罪行為
(4) 被保険者の精神障害を原因とする事故
(5) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(6) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(7) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(8) 地震・噴火・津波（注3）
(9) 戦争その他の変乱（注3）

	災害高度障害給付金
	上記災害死亡給付金の免責事由(1)および (3)～(9) （注3）

	保険料払込の免除
	「1.５年ごと利差配当付終身保険（4）保障内容　ｂ．免責事由」と同じ


（注1）自殺免責に関わる以前の取扱
	
	1999年4月2日～
2000年5月1日
	2000年5月2日～
2001年4月1日
	2001年4月2日～
2007年4月1日
	2007年4月2日～

	旧日火パートナー
	１年
	２年
	－
	－

	旧日本興亜
	－
	－
	２年
	３年


（注2）「1.５年ごと利差配当付終身保険（4）保障内容　ｂ．免責事由」参照
（注3）(8)(9)の原因によって死亡し、または高度障害状態（別表3）に該当した場合でも、その原因によって死亡し、または高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、その程度に応じ、災害死亡給付金または災害高度障害給付金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがある。

3-2．積立型終身保険 2007年10月2日以降販売停止

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	―
	1999年4月
～2001年4月1日
	2001年4月2日
～2007年10月1日



 (２) 仕組み
無配当であることのほかは、「3. 5年ごと利差配当付積立型終身保険」と同じ。

５年ごと利差配当付と無配当の違い（旧　募集資料上の表記）
	５年ごと利差配当付
	無　配　当

	· 責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合にご契約後５年ごとに契約者配当金をお支払いします。
· 無配当に比べ、同じ保障内容の場合、保険料は割高となります。
(注)契約者配当金は今後のお支払いをお約束するものではなく、また、運用実績等によって変動(増減)し、お支払いできないこともあります。
	· 契約者配当金はありません。


●５年ごと利差配当付に比べ、同じ保障内容の場合、保険料は割安となります。




４．５年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険 2005年11月2日以降販売停止

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	1996年10月
～2001年4月1日
	1997年10月
～2001年4月1日
	2001年4月2日
～2005年11月1日



（２）仕組み
 (
　　死亡・高度障害保障
　　特定疾病保障
5年ごと積立配当金
契約日　←―保険料払込期間―→　歳払込または終身払込
)　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　
　　
　　　

（３）特長
ａ．被保険者が死亡したとき、高度障害状態または3大疾病（悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中）に該当したときの一定の保険金額を一生涯にわたり保障する。
ｂ．責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合に、契約後５年ごとに契約者配当金が支払われる。
ｃ. 満期保険金はないが、解約返戻金が、保険料払込中の契約は払込年月数・経過年月数に従い、その他の契約は経過年月数に従い増加していくので資産価値がある。
ｄ．契約者貸付制度を利用できる。
ｅ．一時的に保険料払込の都合がつかないときでも保障が確保できるように保険料の振替貸付制度がある。
ｆ．保険料払込を中止し一定の保障が確保できる払済保険（保険料払込済の５年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険）・延長定期保険（保険料払込済の５年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険）へ変更できる。

（４）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の種類
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	死亡保険金
	被保険者が死亡したとき
	保険金額
	死亡保険金受取人

	特定疾病保険金
	(1)悪性新生物
被保険者が責任開始期以後、初めて悪性新生物（約款別表3）に罹患し、病理組織学的所見（生検）によって診断確定されたとき（責任開始期の属する日から90日以内の乳房の悪性新生物を除く）
	
	被保険者
（保険契約者が法人で、死亡保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者である法人）

	
	(2) 被保険者が責任開始期以後の疾病を原因として、つぎのいずれかの状態に該当したとき
(ｱ)急性心筋梗塞
被保険者が責任開始期以後の疾病を原因として急性心筋梗塞（約款別表3）を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき

	保険金額
	被保険者
（保険契約者が法人で、死亡保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者である法人）

	
	(ｲ)脳卒中
被保険者が責任開始期以後の疾病を原因として脳卒中（約款別表3）を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき

(ｳ)急性心筋梗塞または脳卒中の治療を直接の目的として、病院または診療所において、次のいずれかの手術を受けたとき（平成29年4月2日以降に受けた手術を対象とします。）
(a) 公的医療保険制度によって保険給付の対象となる医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として定められている手術 
(b) 先進医療に該当する診療行為（診断および検査を目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。）
	
	

	高度障害保険金
	被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として高度障害状態（約款別表4）に該当したとき
	
	

	保険料払込の免除
	被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故（約款別表2）による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態（約款別表5）に該当したとき


（注1）約款別表対照表
	５年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険
特定疾病保障定期保険
	５年ごと利差配当付終身保険

	別表1 請求書類
	別表1 請求書類

	別表2 対象となる不慮の事故
	別表2 対象となる不慮の事故

	別表3 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中
	

	別表4 対象となる高度障害状態
	別表3 対象となる高度障害状態

	別表5 対象となる身体障害の状態
	別表4 対象となる身体障害の状態



（注2）約款別表3　対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中
　対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中とは、表1によって定義づけられる疾病とし、かつ昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号に基づく厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」（昭和54年版）に記載された分類項目中、表2の基本分類表番号に規定される内容によるものをいいます。
表１　対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中の定義
	疾病名
	疾病の定義

	1. 悪性新生物
	悪性腫瘍細胞の存在、組織への無制限かつ浸潤破壊的増殖で特徴付けられる疾病（ただし、上皮内癌、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌を除く）

	2. 急性心筋梗塞
	冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少により、その関連部分の心筋が壊死に陥った疾病であり、原則として以下の3項目を満たす疾病
(1) 典型的な胸部痛の病歴
(2) 新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化
(3) 心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇

	3. 脳卒中
	脳血管の異常（脳組織の梗塞、出血、ならびに頭蓋外部からの塞栓が含まれる）により脳の血液の循環が急激に障害されることによって、24時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こした疾病


表2　対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中の基本分類表番号
	
	分類項目
	基本分類表番号

	1. 悪性新生物
	口唇、口腔および咽頭の悪性新生物
	140～149

	
	消化器および腹膜の悪性新生物
	150～159

	
	呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物
	160～165

	
	骨、結合組織、皮膚および乳房の悪性新生物（170～175）のうち、
	

	
	・	骨および関節軟骨の悪性新生物
	170

	
	・	結合組織およびその他の軟部組織の悪性新生物
	171

	
	・	皮膚の悪性黒色腫
	172

	
	・	女性乳房の悪性新生物
	174

	
	・	男性乳房の悪性新生物
	175

	
	泌尿生殖器の悪性新生物
	179～189

	
	その他および部位不明の悪性新生物
	190～199

	
	リンパ組織および造血組織の悪性新生物
	200～208

	2. 急性心筋梗塞
	虚血性心疾患(410～414)のうち、
	

	
	・	急性心筋梗塞
	410

	3. 脳卒中
	脳血管疾患(430～438)のうち、
	

	
	・	くも膜下出血
	430

	
	・	脳内出血
	431

	
	・	脳動脈の狭塞
	434



ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	死亡保険金
	(1) 責任開始期（または復活日、復旧日）から2年以内（注1）の自殺
(2) 契約者・死亡保険金受取人の故意
(3) 戦争その他の変乱（注2）

	特定疾病保険金
	なし

	高度障害保険金
	(1) 契約者・被保険者の故意
(2) 戦争その他の変乱（注2）

	保険料払込の免除
	「1.５年ごと利差配当付終身保険（4）保障内容　ｂ．免責事由」と同じ


（注1）自殺免責に関わる以前の取扱
	
	～2000年5月1日
	2000年5月2日～
2001年4月1日
	2001年4月2日～
2005年11月1日

	旧興亜まごころ
	１年
	１年
	－

	旧日火パートナー
	１年
	２年
	－

	旧日本興亜
	－
	－
	２年


（注2）「1.５年ごと利差配当付終身保険（4）保障内容　ｂ．免責事由」参照

4-2．特定疾病保障終身保険　2001年4月2日以降販売停止
 旧　日本火災パートナー生命販売商品 

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	－
	1996年10月
～2001年4月1日
	－



（２）仕組み
 (
　　死亡・高度障害保障
　　特定疾病保障
契約日　←―保険料払込期間―→　歳払込または終身払込
)






（３）特長
「4.５年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険」と同じ。ただし無配当である。

（４）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の種類
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	死亡保険金
特定疾病保険金
高度障害保険金
保険料払込の免除
	「4.５年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険」と同じ。



ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	死亡保険金
特定疾病保険金
高度障害保険金
保険料払込の免除
	
「4.５年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険」と同じ。


(注)自殺免責に関わる取扱
	
	～2000年5月1日
	2000年5月2日～
2001年4月1日

	旧日火パートナー
	1年
	2年




5．健康祝金付低解約返戻金型終身保険（無選択型）
－　販売名称「誰でも終身」－　2011年10月2日以降販売停止

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	―
	―
	2003年2月
2011年10月1日



 (
Ｅ
健康祝金
D死亡保険金
5年ごと
▲契約日から２年経過した日の翌日
C 死亡給付金
   A 基本保険金額
 
Ｅ
健康祝金
B 災害死亡保険金 
)（２）仕組み
　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　
　　
　　　

用語の説明（約款第1条参照）
	Ａ「基本保険金額」
	: 保険契約締結時に契約者の申し出によって定めた金額

	Ｂ「災害死亡保険金額」
	: 基本保険金額の4倍（約款記載、固定値）

	Ｃ「死亡給付金額」
	:下記の方法により得られる金額（約款別表3）

	＜2010年3月1日まで＞

	　保険料の払込方法（回数）が月払の保険契約
　（基本保険金額に対する月払保険料）×（保険料の払込回数）
　保険料の払込方法（回数）が半年払の保険契約
　（基本保険金額に対する月払保険料）×（保険料の払込回数）×6
　保険料の払込方法（回数）が年払の保険契約
　（基本保険金額に対する月払保険料）×（保険料の払込回数）×12

	＜2010年3月2日以降＞

	　（基本保険金額に対する月払保険料）×（経過月数※）
※	「経過月数」の計算に際し、１か月未満の端数がある場合は切り上げる。

	Ｄ「死亡保険金額」
	: 基本保険金額に下記の割合を乗じて得られる金額

	　死亡保険金の支払事由に該当した時までの経過期間
	割合

	2年超3年以内
	60％

	3年超4年以内
	80％

	4年超
	100％

	Ｅ「健康祝金額」
	：基本保険金額の10%（約款記載、固定値）



（３）特長
ａ．50歳から80歳までの方であれば、健康状態にかかわらず、契約できる。
ｂ．契約日から5年ごとに健康祝金を一生涯にわたって支払う。
ｃ．不慮の事故または所定の感染症によって死亡した場合は、災害死亡保険金を支払う。
ｄ．契約から2年以内に死亡した場合は、既払込保険料相当額の死亡給付金を、2年経過後に死亡された場合には、経過期間に応じた金額の死亡保険金を支払う。ただし、災害死亡保険金が支払われる場合は、支払わない。
ｅ．契約者貸付制度を利用できる。
ｆ．一時的に保険料払込の都合がつかないときでも保障が確保できるように保険料の振替貸付制度がある。
ｇ．保険料払込を中止し一定の保障が確保できる払済保険へ変更できる（延長定期保険へは変更できない）。払済保険へ変更後、災害死亡保険金、健康祝金の支払いはない。
ｈ．無選択のため、高度障害保障や保険料の払込免除規定がない。

（４）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の種類
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	災害死亡保険金
	（1）責任開始期以後に発生した不慮の事故（約款別表2）による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に死亡したとき
（2）責任開始期以後に発病した所定の感染症（約款別表4）(注3)を直接の原因として死亡したとき
	災害死亡保険金額
	死亡保険金受取人

	死亡給付金
	被保険者が契約日からその日を含めて2年以内に死亡したとき。ただし、災害死亡保険金が支払われる場合を除く。
	死亡給付金額（2）仕組み参照
	

	死亡保険金
	被保険者が契約日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以降に死亡したとき。ただし、災害死亡保険金が支払われる場合を除く。
	死亡保険金額
	

	健康祝金
	被保険者が5年ごとの年単位の契約応当日の前日の満了時に生存しているとき
	健康祝金額
	保険契約者


（注1）高度障害についての保障、保険料の払込の免除規定はない。
（注2）別表2　「1．５年ごと利差配当付終身保険」参照
（注3）対象となる感染症は、「16.５年ごと利差配当付こども保険（4）保障内容 ａ支払事由（注2）」と同じ。

ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	災害死亡保険金
	(1) 契約者・被保険者の故意・重大な過失
(2) 死亡保険金受取人の故意・重大な過失
(3) 被保険者の犯罪行為
(4) 被保険者の精神障害を原因とする事故
(5) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(6) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(7) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(8) 地震・噴火・津波（注3）
(9) 戦争その他の変乱（注3）

	死亡給付金
死亡保険金
	(1) 責任開始期（または復活日、復旧日）から3年以内（注1）の自殺
(2) 契約者・死亡保険金受取人の故意
(3) 戦争その他の変乱（注2）


（注1）自殺免責に関わる以前の取扱
	
	2003年2月2日～
2007年4月1日
	2007年4月2日～

	旧日本興亜
	２年
	３年


（注2）「1.５年ごと利差配当付終身保険（4）保障内容　ｂ．免責事由」参照
（注3） (8)(9)の原因によって死亡した場合でも、その原因によって死亡した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、その程度に応じ、災害死亡保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがある。

（５）契約取扱上の留意点
ａ．説明事項
つぎの事項を説明すること。
(1) この保険のほかに、健康状態について告知・診査を受けることにより、保険料の異なる他の終身保険に契約できる場合があること。
(2) 健康祝金部分を除き解約返戻金割合を70％とした保険商品（低解約返戻金型）であって、保険料払込期間中に解約、減額または失効した場合、解約返戻金は、通常の方法で解約返戻金を計算した解約返戻金よりも少なくなること（申込書の了知欄に自署押印していただく）。
(3) 支払保険金額は、保険料合計額を下回る場合があること。

ｂ．契約者・被保険者・口座名義人の範囲
	契約者
	被保険者
	口座名義人

	個人に限る（注１）
	契約者本人
	契約者本人の口座に限る（注２）


（注１）個人事業主、法人契約は取り扱わない。
（注２）個人商店等の屋号付の口座は指定できない。

ｃ．５年ごと利差配当付終身保険との違い　（募集資料上から抜粋）

この保険は、満50歳から満80歳までの方であれば、健康に不安のある方でも、告知なしでご契約いただけるように設計された無選択型の保険です。このため、保険料は無選択型でない他の終身保険に比べ割高となっています。

（ご参考）5年ごと利差配当付終身保険の場合　（2008年10月2日現在）
	
	健康祝金付低解約返戻金型終身保険（無選択型）
	5年ごと利差配当付
終身保険

	被保険者の健康状態による選択
	被保険者の健康状態によって、お申込みをお断りすることはありません。
	被保険者の健康状態によっては、お申込みをお断りすることがあります。

	ご契約年齢
	50歳～80歳
	6歳～80歳

	保険金額の範囲
	50万円～300万円
	100万円～5億円（※１）

	月払保険料例（保険金額100万円・65歳・男性・終身払）
	8,810円
	4,795円

	契約者配当金
	契約者配当金はありません。
	5年ごと利差配当（※2）

	保障内容の違い
	基本保険金額の4倍の災害死亡保険金があります。
	新災害割増特約を付加する方法があります。

	
	5年ごとに健康祝金があります。
	―

	
	高度障害保障および保険料払込の免除はありません。
	高度障害保障および保険料払込の免除があります。


（※1）年齢によって最高保険金額は異なります。
（※2）責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合、ご契約後5年ごとに契約者配当金をお支払いします。なお、契約者配当金は、今後のお支払いをお約束するものではなく、また、運用実績によって変動(増減)し、お支払いできないこともあります。




第2編　主契約


第2編　主契約



旧日本興亜生命の商品の概要　0

旧日本興亜生命の商品の概要　30



第２編　

主契約
(定期保険)

定期保険
低解約返戻金型定期保険
無解約返戻金型定期保険
逓増定期保険
無解約返戻金型収入保障保険
収入保障保険
特定疾病保障定期保険
生存給付金付定期保険


6.定期保険　2011年10月2日以降販売停止

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	1996年10月
～2001年4月1日
	1996年10月
～2001年4月1日
	2001年4月2日
～2011年10月1日



（２）仕組み

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 (
死亡･高度障害保障
契約日
ne
保険期間
 
満期日
自
動
更
新
)

                                                                           

             
（３）特長
ａ．割安な保険料で一定の期間大きな保障が得られる、無配当で満期保険金のない掛け捨ての保険。
ｂ．保険期間満了後、健康状態にかかわらず、85歳まで自動的に契約を更新できる。
ｃ．喫煙状況や健康状態が所定基準を満たす場合、区分料率適用特約を付加することにより、保険料が割安となる。
ｄ．契約者貸付制度を利用できる。
ｅ．一時的に保険料払込の都合がつかないときでも保障が確保できるように保険料の振替貸付制度がある。
ｆ．保険料払込を中止し一定の保障が確保できる払済保険へ変更できる。
ｇ．保険料の払込みが終了した場合（注）、死亡・高度障害の保障に代えて、責任準備金等（注）に応じて年金への移行の選択もできる。
（注）定期保険の解約返戻金は払込回数につれて増加するが、その後減少に転じて最終的には０となる。したがって、定期保険からの移行は、保険期間が超長期かつ保険料払込が短期払の場合など限定的に可能となる。

（４）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の種類
	支　払　事　由（注1）
	支払額
	受取人

	死亡保険金
	被保険者が保険期間中に死亡したとき
	
保険金額
	死亡保険金受取人

	高度障害保険金
	被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に高度障害状態（約款別表3）に該当したとき
	
	被保険者
（保険契約者が法人で、死亡保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者である法人）

	保険料払込の免除
	被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故（約款別表2）による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態（約款別表4）に該当したとき


（注1）別表2、別表3、別表4　は「1．５年ごと利差配当付終身保険」参照

ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	死亡保険金
	(1) 責任開始期（または復活日、復旧日）から3年以内（注1）の自殺
(2) 契約者・死亡保険金受取人の故意
(3) 戦争その他の変乱（注2）

	高度障害保険金
	(1) 契約者・被保険者の故意
(2) 戦争その他の変乱（注2）

	保険料払込の免除
	「1.５年ごと利差配当付終身保険（4）保障内容　ｂ．免責事由」と同じ


（注1）自殺免責に関わる以前の取扱
	
	～2000年5月1日
	2000年5月2日～
2001年4月1日
	2001年4月2日～
2007年4月1日
	2007年4月2日～

	旧興亜まごころ
	1年
	1年
	－
	－

	旧日火パートナー
	1年
	2年
	－
	－

	旧日本興亜
	－
	－
	2年
	3年


更新後の契約では、更新後の約款が適用される。例えば、自殺免責1 年の契約が更新した場合、更新時の約款により免責期間は、新たに2年あるいは3年となる。更新後の契約において契約が復活した場合は、復活日から2年あるいは3年以内の自殺は免責となる。
（注2）「1.５年ごと利差配当付終身保険（4）保障内容　ｂ．免責事由」参照



7.低解約返戻金型定期保険　2011年10月2日以降販売停止

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	－
	－
	2006年9月
～2011年10月1日




（２）仕組み　　（保険料払込期間　全期払の場合）
 (
死亡・高度障害保障
解約返戻金
契約日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　満期日
　低解約返戻金期間
　保険期間・保険料払込期間
)








低解約返戻金期間中に解約する場合、解約返戻金は、定期保険の解約返戻金に低解約返戻金割合70%を乗じた額となる。
低解約返戻金期間：全期払の場合は、10年以上かつ保険期間以内
 短期払の場合は、保険料払込期間と同一

（３）特長
ａ．割安な保険料で一定の期間大きな保障が得られる、無配当で満期保険金のない掛け捨ての保険。
ｂ．低解約返戻金期間中の解約返戻金は、定期保険の解約返戻金の70％になっており、その分保険料が割安。
ｃ．喫煙状況や健康状態が所定基準を満たす場合、区分料率適用特約を付加することにより、保険料が割安となる。
ｄ．契約者貸付制度を利用できる。
ｅ．一時的に保険料払込の都合がつかないときでも保障が確保できるように保険料の振替貸付が適用される。
ｆ．保険料払込を中止し一定の保障が確保できる払済保険へ変更できる。
ｇ．定期保険の一種であるが、自動更新しない。
ｈ．保険料の払込みが終了した場合（注）、死亡・高度障害の保障に代えて、責任準備金等（注）に応じて年金への移行の選択もできる。
（注）低解約返戻金型定期保険の解約返戻金は払込回数につれて増加するが、その後減少に転じて最終的には０となる。したがって、低解約返戻金型定期保険からの移行は、保険期間が超長期かつ保険料払込が短期払の場合など限定的に可能となる。

（４）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の種類
	支　払　事　由（注1）
	支払額
	受取人

	死亡保険金
	被保険者が保険期間中に死亡したとき
	保険金額
	死亡保険金受取人

	高度障害保険金
	被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に高度障害状態（約款別表3）に該当したとき
	保険金額
	被保険者
（保険契約者が法人で、死亡保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者である法人）

	保険料払込の免除
	被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故（約款別表2）による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態（約款別表4）に該当したとき


（注1）別表2、別表3、別表4　は「1．５年ごと利差配当付終身保険」参照

ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	死亡保険金
	(1) 責任開始期（または復活日、復旧日）から3年以内（注1）の自殺
(2) 契約者・死亡保険金受取人の故意
(3) 戦争その他の変乱（注2）

	高度障害保険金
	(1) 契約者・被保険者の故意
(2) 戦争その他の変乱（注2）

	保険料払込の免除
	「1.５年ごと利差配当付終身保険（4）保障内容　ｂ．免責事由」と同じ


（注1）自殺免責に関わる以前の取扱
	
	2006年9月2日～
2007年4月1日
	2007年4月2日～

	旧日本興亜
	２年
	３年


（注2）「1.５年ごと利差配当付終身保険（4）保障内容　ｂ．免責事由」参照

（５）契約取扱上の留意点
低解約返戻金期間中の解約、減額、失効の場合、解約返戻金は、低解約返戻金型ではない定期保険の解約返戻金の70％となる旨を「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」で説明し、申込書の了知欄に自署押印していただく。

定期保険との違い（募集資料上の表記）
	 (
制度
低解約返戻金期間中のお取扱
契約者貸付
（解約返戻金の一定範囲内で資金をお貸しする制度）
お貸しできる金額・お立替えできる金額が少なくなります
保険料の振替貸付
（保険料のお払込が困難になった場合、保険料をお立替えする制度）
払済保険への変更
変更後の払済保険の保険金額は少なくなります
)低解約返戻金型定期保険について
～ご契約に際してご注意いただきたいこと～

（1）低解約返戻金期間中にご契約の解約（ご契約日の失効日が低解約返戻金期間に属する場合を含みます）または保険金額の減額をされますと、解約返戻金は定期保険（無配当）の70％となります。
（2）低解約返戻金期間（保険料払込期間に同じ）中については、解約返戻金の水準が低いことに伴い、以下のお取扱となります。












8.無解約返戻金型定期保険　2011年10月2日以降販売停止

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	－
	－
	2006年9月
～2011年10月1日




（２）仕組み
 (
契約日
ne
自
 
動
 
更
 
新
保険期間・保険料払込期間
死亡･高度障害保障
) (
 
満期日
)






             保険期間を通じて、解約返戻金はない。

（３）特長
ａ．割安な保険料で一定の期間大きな保障が得られる、無配当で満期保険金のない掛け捨ての保険。
ｂ．解約返戻金を無くした保険で、その分保険料が割安。
ｃ．保険期間満了後、健康状態にかかわらず、80歳まで自動的に契約を更新できる。
ｄ．喫煙状況や健康状態が所定基準を満たす場合、区分料率適用特約を付加することにより、保険料が割安となる。
ｅ．契約者貸付制度はない。
ｆ．保険料の振替貸付はない。
ｇ．延長定期保険・払済保険への変更はできない。

（４）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の種類
	支　払　事　由（注1）
	支払額
	受取人

	死亡保険金
	被保険者が保険期間中に死亡したとき
	
保険金額
	死亡保険金受取人

	高度障害保険金
	被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に高度障害状態（約款別表3）に該当したとき
	
	被保険者
（保険契約者が法人で、死亡保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者である法人）

	保険料払込の免除
	被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故（約款別表2）による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態（約款別表4）に該当したとき


（注1）別表2、別表3、別表4 は「1．５年ごと利差配当付終身保険」参照

ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	死亡保険金
	(1) 責任開始期（または復活日、復旧日）から3年以内（注1）の自殺
(2) 契約者・死亡保険金受取人の故意
(3) 戦争その他の変乱（注2）

	高度障害保険金
	(1) 契約者・被保険者の故意
(2) 戦争その他の変乱（注2）

	保険料払込の免除
	「1.５年ごと利差配当付終身保険（4）保障内容　ｂ．免責事由」と同じ


（注1）自殺免責に関わる以前の取扱
	
	2006年9月2日～
2007年4月1日
	2007年4月2日～

	旧日本興亜
	2年
	3年


更新後の契約では、更新後の約款が適用される。自殺免責2 年の契約が更新した場合、更新時の約款により免責期間は、新たに3年となる。更新後の契約において契約が復活した場合は、復活日から3年以内の自殺は免責となる。
（注2）「1.５年ごと利差配当付終身保険（4）保障内容　ｂ．免責事由」参照

（５）契約取扱上の留意点
保険期間を通じ解約返戻金がない旨を「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」で説明し、申込書の了知欄に自署押印していただく。


9.逓増定期保険　2007年3月26日以降販売停止

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	1997年6月
～2001年4月1日
	1998年5月
～2001年4月1日
	2001年4月2日
～2007年3月25日



（２）仕組み
 (
契約日
ne
保険期間
 
満期日
 
　　
死亡･高度障害保障
基本保険金額
ne
＜定額型・定率型の場合＞
ne
逓増間隔
)








契約時の保険金額（基本保険金額）が、第２保険年度（または第６保険年度）以降、契約日の年単位の応当日（または５年ごとの契約日の年単位の応当日）ごと、契約締結日の保険金額（基本保険金額）の５倍に到達するまで毎年（または５年ごとに）、定額または定率で増加する。

 (
 
死亡･高度障害保障
) (
＜中途改変定率型の場合＞　2002年1月販売開始
ne
)

 (
契約日
ne
前期期間
 
満期日
基本保険金額
ne
※１
 
前期逓増間隔
※２
 
後期逓増間隔
後期逓増率
前期逓増率
※２
※１
保険期間
)







契約時の保険金額（基本保険金額）が、前期期間中は、前保険年度の保険金額に前期逓増率0.1％を乗じた額に相当する額が前期逓増間隔ごとに増加し、前期期間満了後は、基本保険金額の５倍となる。販売パターンは下表（3）ＡＢＣＤＥＦＧのみ。



（３）逓増定期保険の型（逓増方法）と最終保険金額（逓増限度額）
ａ．保険契約の型ごとの前期期間、逓増間隔および逓増率
	
	保険契約の型
	逓増間隔
	逓増率

	①
	定額型
	毎年
	 10 ％

	②
	
	
	  5 ％

	③
	定率型
	毎年
	 10 ％

	④
	
	
	 20 ％

	⑤
	
	
	 30 ％

	⑥
	
	
	 40 ％

	⑦
	定率型
	5年
	 50 ％

	⑧
	
	
	 70 ％

	⑨
	
	
	150 ％


（注）定額型、定率型には、前期期間の設定はない。
	
	保険契約の型
	前期
期間
	前期
逓増間隔
	前期
逓増率
	後期
逓増間隔
	後期
逓増率

	Ａ
	
	6年
	3年
	0.1％
	4年
	400％

	Ｂ
	
	8年
	4年
	0.1％
	4年
	400％

	Ｃ
	
	10年
	5年
	0.1％
	4年
	400％

	Ｄ
	中途改変定率型
	15年
	5年
	0.1％
	4年
	400％

	Ｅ
	
	20年
	5年
	0.1％
	4年
	400％

	Ｆ
	
	25年
	5年
	0.1％
	4年
	400％

	Ｇ
	
	30年
	5年
	0.1％
	4年
	400％


ｂ．最終保険金額は、基本保険金額の5倍を限度とする。

（４）特長
ａ．割安な保険料で一定の期間逓増していく大きな保障が得られる無配当で満期保険金のない掛け捨ての保険。
ｂ．保険契約の型は定額型、定率型または中途改変定率型から選択できる。
ｃ．保険期間の満了後、健康状態にかかわらず当社所定の要件を満たせば85歳まで自動的に定期保険として契約を更新することができる。
（注）旧日火パートナーの契約は自動更新しない。
ｄ．契約者貸付制度を利用できる。
ｅ．一時的に保険料払込の都合がつかないときでも保障が確保できるように保険料の振替貸付制度がある。
ｆ．保険料払込を中止し一定の保障が確保できる払済保険（保険料払込済の定期保険）へ変更できる。

（５）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の種類
	支　払　事　由（注1）
	支払額
	受取人

	死亡保険金
	被保険者が保険期間中に死亡したとき
	保険金の支払事由が生
	死亡保険金受取人

	高度障害保険金
	被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に高度障害状態（約款別表3）に該当したとき
	じたときにおける保険金額（注2 ）
	被保険者
（保険契約者が法人で、死亡保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者である法人）

	保険料払込の免除
	被保険者が責任開始期以後に発生した不慮（約款別表2）の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態（約款別表4）に該当したとき


（注1）別表2、別表3、別表4　は「1．５年ごと利差配当付終身保険」参照
（注2）保険金額は下記画面で確認できる。
	
	NKL-Online
	ひまわりオンライン
契約照会（旧日本興亜契約）

	各年度の保険金額
	契約内容画面　　7040
	生保機能　契約内容

	基本保険金額
	契約担保内容照会7041
	生保機能　契約担保内容



ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	死亡保険金
	(1) 責任開始期（または復活日、復旧日）から3年以内（注1）の自殺
(2) 契約者・死亡保険金受取人の故意
(3) 戦争その他の変乱（注2）

	高度障害保険金
	(1) 契約者・被保険者の故意
(2) 戦争その他の変乱（注2）

	保険料払込の免除
	「1.５年ごと利差配当付終身保険（4）保障内容　ｂ．免責事由」と同じ


（注1）自殺免責に関わる以前の取扱
	
	～2000年5月1年
	2000年5月2日～
2001年4月1日
	2001年4月2日～
2007年3月25日

	旧興亜まごころ
	1年
	1年
	－

	旧日火パートナー
	1年
	2年
	－

	旧日本興亜
	－
	－
	2年


更新後の契約では、更新後の定期保険の約款が適用される。例えば、自殺免責1 年の契約が更新した場合、更新時の約款により免責期間は、新たに2年あるいは3年となる。更新後の契約において契約が復活した場合は、復活日から2年あるいは3年以内の自殺は免責となる。
（注2）「1.５年ごと利差配当付終身保険（4）保障内容　ｂ．免責事由」参照


10.無解約返戻金型収入保障保険　2011年10月2日以降販売停止
－　販売名称「新収入保障保険」－


（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	－
	－
	2004年8月2日
～2011年10月1日




（２）仕組み
①年金支払満了日と保険期間満了日が同じタイプ（スタンダードタイプ）
死亡・高度障害により年金支払事由が発生したときから保険期間満了日までの期間が最低支払保証期間（下図では「保証期間」と表示）より短い場合でも最低支払保証期間は毎月年金が支払われる。

 (
▲
契約日
△
　　
死亡・高度障害
▲
保険期間満了日
保険期間
保証期間
保証期間
年金支払期間
死亡・高度障害保障
（年金月額）
)









②保険期間満了日を超えて年金支払満了日を設定し、年金支払満了日までの期間、遺族年金・高度障害年金を支払うタイプ（年金受取プラスタイプ）
最低支払保証期間は０年（なし）となる。
 (
死亡・高度障害保障
（年金月額）
▲
契約日
△
死亡・高度障害
▲
　　年金支払満了日
▲
保険期間満了日
保険期間
) (
年金支払期間
)








（３）特長
ａ．保険金は一時金ではなく、年金として毎月支払われる。残された家族は年金支払期間満了までの間、一定額の収入が保障される。
年金の受取人は、支払事由発生後、将来の年金の支払にかえて、年金現価の一時支払を請求することもできる。
ｂ．保険料払込期間中の解約返戻金がないことにより、割安な保険料で一定の期間保障が得られる、無配当で満期保険金のない掛け捨ての保険。
解約返戻金の仕組
①全期払　保険期間を通じて解約返戻金はない
②短期払　保険料払込期間中は解約返戻金がない
（保険料払込期間満了後は通常の解約返戻金）

　　短期払の場合の解約返戻金と払込保険料累計額

 (
（
 
→
 
経過年数
 
）
) (
保険料払込期間
保険期間
) (
（↑金額）
) (
払込保険料累計
)






 (
解約返戻金
)






ｃ．契約時に年金支払満了日を2つのタイプから選択できる。（（2）仕組み①②参照）
ｄ．保険料払込免除特約を付加することで所定の3大疾病、要介護状態、身体障害状態に該当した場合、以後の保険料が免除される。
ｅ．喫煙状況や健康状態が所定基準を満たす場合、区分料率適用特約を付加することにより、保険料が割安となる。
ｆ．契約者貸付制度はない。
ｇ．保険料の振替貸付はない。
ｈ．延長定期保険・払済保険への変更はできない。
ｆ．自動更新しない。

（４）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の種類
	支　払　事　由（注1）
	支払額
	受取人

	遺族年金
	被保険者が保険期間中に死亡したとき
	年金月額（注2）
	遺族年金受取人

	高度障害年金
	被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に高度障害状態（約款別表3）に該当したとき
	
	被保険者
（保険契約者が法人で、遺族年金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者である法人）

	保険料払込の免除（注3）
	被保険者が責任開始期以降に発生した不慮の事故（約款別表2）による障害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態（約款別表4）に該当したとき


（注1）別表2、別表3、別表4　は「1．５年ごと利差配当付終身保険」参照
（注2）年金を一括受け取りする場合の年金現価は下記画面で確認できる。
	
	NKL-Online
	ひまわりオンライン
契約照会（旧日本興亜契約）

	各年度の年金現価
	契約内容画面　　7040
	生保機能　契約内容

	（参考）年金月額
	契約担保内容照会7041
	生保機能　契約担保内容



（注3）無解約返戻金型収入保障保険には「保険料払込免除特約」（詳細は、「第3編特約　49．保険料払込免除特約」参照）を付加できる。この特約を付加した場合、保険料払込期間中に3大疾病、所定の身体障害状態、所定の要介護状態に該当したときに、その後の保険料の払込は免除される。

ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	遺族年金
	(1) 責任開始期（または復活日）から3年以内（注1）の自殺
(2) 契約者・遺族年金受取人の故意
(3) 戦争その他の変乱（注2）

	高度障害年金
	(1) 契約者・被保険者の故意
(2) 戦争その他の変乱（注2）

	保険料払込の免除
	「1.５年ごと利差配当付終身保険（4）保障内容　ｂ．免責事由」と同じ


（注1）自殺免責に関わる以前の取扱
	
	2004年8月2日～
2007年4月1日
	2007年4月2日～

	旧日本興亜
	2年
	3年


（注2）「1.５年ごと利差配当付終身保険（4）保障内容　ｂ．免責事由」参照

（５）従前商品との違い
	販売会社
	旧日火パートナー
	旧日本興亜
	旧日本興亜

	正式名称
	収入保障保険
	収入保障保険
	無解約返戻金型収入保障保険

	販売時期
	1996年10月 ～
2001年4月1日
	2001年4月2日～
2004年8月1日
	2004年8月2日～

	年金額の設定単位
	年金年額（注）
	年金月額
	年金月額

	解返金の有無
	通常
	通常
	なし（払込満了後通常）

	最低支払保証期間
	5年
	2･5･10年
	1･2･5･10年
年金受取プラスタイプ新設

	年金の型
	定額型
逓増型（3%）
	定額型
逓増型（3%）
	（定額型のみ）
－

	保険料払込免除特約
	－
	－
	付加可能

	保険期間満了時年齢
	～90歳
	～85歳
	～80歳


（注）日火パートナー社の収入保障保険の年金額は年額で設定しており、ＮＫＬオンライン画面上、保険種類の前に「S」表示がある。年金額が年単位か月単位かの区別は、この統合画面での「Ｓ」表示または契約日で確認可能。

（６）契約取扱上の留意点
保険料払込期間中は、解約返戻金がない旨、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」で説明し、申込書の了知欄に自署押印していただく。

11.収入保障保険　2004年8月2日以降販売停止

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	－
	－
（注）
	2001年4月2日
～2004年8月1日


（注）11-2.収入保障保険　参照

（２）仕組み
 (
▲
契約日
△
　　
死亡・高度障害
▲
保険期間満了日
保険期間
保証期間
保証期間
死亡・高度障害保障
（年金額）
年金支払期間
)








（３）特長
ａ．保険金は一時金ではなく、年金として毎月支払われるため残された家族は保険期間満了までの間、一定額の収入が保障される。
年金の受取人は、支払事由発生後、将来の年金の支払にかえて、年金現価の一時支払を請求することもできる。
ｂ．割安な保険料で一定の期間大きな保障が得られる、無配当で満期保険金のない掛け捨ての保険。
ｃ．保険期間満了までの期間が短い場合に、死亡（高度障害）したときでも最低支払保証期間分は毎月遺族（高度障害）年金が支払われる。（仕組図上「保証期間」と表示）
ｄ．年金月額は、定額型と逓増型から選択できる。
	定額型
	基本年金月額

	逓増型
	基本年金月額×（１＋0.03×経過年数）


ｅ．喫煙状況や健康状態が所定基準を満たす場合、区分料率適用特約を付加することにより、保険料が割安となる。
ｆ．一時的に保険料払込の都合がつかないときでも保障が確保できるように保険料の振替貸付制度がある。
ｇ．契約者貸付制度はない。
ｈ．延長定期保険・払済保険への変更はできない。
ｉ．自動更新しない。

（４）保障内容
ａ．支払事由
	　保険金の種類
	支　払　事　由（注1）
	支払額
	受取人

	遺族年金
	被保険者が保険期間中に死亡したとき
	年金月額
	遺族年金受取人

	高度障害年金
	被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に高度障害状態（約款別表3）に該当したとき
	（注2）
	被保険者
（保険契約者が法人で、遺族年金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者である法人）

	保険料払込の免除
	被保険者が責任開始期以降に発生した不慮の事故（約款別表2）による障害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態（約款別表4）に該当したとき


（注1）別表2、別表3、別表4　は「1．５年ごと利差配当付終身保険」参照
（注2）年金を一括受け取りする場合の年金現価は下記画面で確認できる。
	
	NKL-Online
	ひまわりオンライン
契約照会（旧日本興亜契約）

	各年度の年金現価
	契約内容画面　　7040
	生保機能　契約内容

	（参考）年金月額
	契約担保内容照会7041
	生保機能　契約担保内容



ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	遺族年金
	(1) 責任開始期（または復活日、復旧日）から2年以内（注1）の自殺
(2) 契約者・遺族年金受取人の故意
(3) 戦争その他の変乱（注2）

	高度障害年金
	(1) 契約者・被保険者の故意
(2) 戦争その他の変乱（注2）

	保険料払込の免除
	「1.５年ごと利差配当付終身保険（4）保障内容　ｂ．免責事由」と同じ


（注1）自殺免責に関わる以前の取扱
	
	2001年4月2日～
2004年8月1日

	旧日本興亜
	2年


（注2）「1.５年ごと利差配当付終身保険（4）保障内容　ｂ．免責事由」参照

（５）現行商品との違い
「10.無解約返戻金型収入保障保険（5）従前商品との違い」参照

11-2.収入保障保険　2001年4月2日以降販売停止
 旧　日本火災パートナー生命販売商品 

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	－
	1996年10月
～2001年4月1日
	－



（２）仕組み
「11.収入保障保険」と同じ

（３）特長
原則的に「11.収入保障保険」と同じ。
ただし、年金額は年単位で設定すること、保険料の振替貸付がないこと（申し出あれば取り扱う）、および逓増型は基本年金額の３倍までであることが異なる。

（４）保障内容
ａ．支払事由
	　保険金の種類
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	収入保障年金
	「11.収入保障保険」と同じ
	
	

	高度障害年金
	
	
	

	保険料払込の免除
	



ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	収入保障年金
	自殺免責に関わる取扱（注１）を除き

	高度障害年金
	「11.収入保障保険（4）保障内容　ｂ．免責事由」と同じ。

	保険料払込の免除
	


（注1）自殺免責に関わる取扱
	
	～2000年5月1日
	2000年5月2日～
2001年4月1日

	旧日火パートナー
	1年
	2年



（５）現行商品との違い
「10.無解約返戻金型収入保障保険（5）従前商品との違い」参照

12.特定疾病保障定期保険　2005年11月2日以降販売停止

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	1996年10月
～2001年4月1日
	1996年10月
～2001年4月1日
	2001年4月2日
～2005年11月1日



（２）仕組み

 (
契約日
ne
 
満期日
保険期間
自
動
更
新
死亡･高度障害保障
特定疾病保障
)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


                                                                           

             
（３）特長
ａ．被保険者が死亡したとき、高度障害状態または3大疾病（悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中）に該当したときに、割安な保険料で一定の期間の保障が得られる、無配当で満期保険金のない掛け捨ての保険。
ｂ．保険期間満了後、健康状態にかかわらず、85歳まで自動的に契約を更新できる。
ｃ．契約者貸付制度を利用できる。
ｄ．一時的に保険料払込の都合がつかないときでも保障が確保できるように保険料の振替貸付制度がある。
ｅ．保険料払込を中止し一定の保障が確保できる払済保険（保険料払込済の特定疾病保障定期保険）へ変更できる。

（４）保障内容
ａ．支払事由
保障期間を除き、4. ５年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険と同じ。
	保険金の種類
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	死亡保険金
	被保険者が保険期間中に死亡したとき
	保険金額
	死亡保険金受取人

	特定疾病保険金
	(1)悪性新生物
被保険者が責任開始期以後、保険期間中に、初めて悪性新生物（約款別表3）に罹患したと医師によって病理組織学的所見（生検）、細胞学的所見、理学的所見（Ｘ線、内視鏡等）、臨床学的所見、手術所見またはその他の所見のいずれかにより診断確定されたとき。なお、医師が悪性新生物と診断した日をもって、診断確定されたものとみなします。（令和3年10月2日以降に受けた診断確定を対象とします。）
	
	被保険者
（保険契約者が法人で、死亡保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者である法人）

	
	
	
	

	
	(2) 被保険者が責任開始期以後の疾病を原因として、つぎのいずれかの状態に該当したとき
(ｱ)急性心筋梗塞
被保険者が責任開始期以後の疾病を原因として、保険期間中に急性心筋梗塞（約款別表3）を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき
	保険金額
	被保険者
（保険契約者が法人で、死亡保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者である法人）

	
	(ｲ)脳卒中
被保険者が責任開始期以後の疾病を原因として、保険期間中に脳卒中（約款別表3）を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
(ｳ)急性心筋梗塞または脳卒中の治療を直接の目的として、病院または診療所において、次のいずれかの手術を受けたとき（平成29年4月2日以降に受けた手術を対象とします。）
(a) 公的医療保険制度によって保険給付の対象となる医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として定められている手術 
(b) 先進医療に該当する診療行為（診断および検査を目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。）
	
	

	高度障害保険金
	被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に高度障害状態（約款別表4）に該当したとき
	
	

	保険料払込の免除
	被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故（約款別表2）による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態（約款別表5）に該当したとき


（注）約款別表対照表
	５年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険
特定疾病保障定期保険
	定期保険

	別表1 請求書類
	別表1 請求書類

	別表2 対象となる不慮の事故
	別表2 対象となる不慮の事故

	別表3 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中
	

	別表4 対象となる高度障害状態
	別表3 対象となる高度障害状態

	別表5 対象となる身体障害の状態
	別表4 対象となる身体障害の状態


別表3は、4．５年ごと利差配当付疾病保障終身保険（4）保障内容（注2）と同じ


ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	死亡保険金
	(1) 責任開始期（または復活日、復旧日）から2年以内（注1）の自殺
(2) 契約者・死亡保険金受取人の故意
(3) 戦争その他の変乱（注2）

	特定疾病保険金
	なし

	高度障害保険金
	(1) 契約者・被保険者の故意
(2) 戦争その他の変乱（注２）

	保険料払込の免除
	「1.５年ごと利差配当付終身保険（4）保障内容　ｂ．免責事由」と同じ


（注1）自殺免責に関わる以前の取扱
	
	～2000年5月1年
	2000年5月2日～
2001年4月1日
	2001年4月2日～
2005年11月1日

	旧興亜まごころ
	1年
	1年
	－

	旧日火パートナー
	1年
	2年
	－

	旧日本興亜
	－
	－
	2年


更新後の契約では、更新後の約款が適用される。例えば、自殺免責1 年の契約が更新した場合、更新時の約款により免責期間は、新たに2年あるいは3年となる。更新後の契約において契約が復活した場合は、復活日から2年あるいは3年以内の自殺は免責となる。
（注2）「1.５年ごと利差配当付終身保険（4）保障内容　ｂ．免責事由」参照

13.生存給付金付定期保険　2001年4月2日以降販売停止
 旧　日本火災パートナー生命販売商品 

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	－
	1996年10月
～2001年4月1日
	－



（２）仕組み
　
 (
契約日　←－
 
保険期間・保険料払込期間（
15
年）－→　満期（更新なし）
死亡・高度障害保障
生存給付金
)　
　
　
　
　
（３）特長
ａ．被保険者が第3、第5、第7、第9、第11、第13保険年度の満了時に生存しているときに基本保険金額の20%を、保険期間の満了時に生存しているときに基本保険金額の30％を生存給付金として支払う。
ｂ．被保険者が保険期間中に死亡し、または所定の高度障害状態になった場合に、死亡保険金または高度障害保険金を支払う。
ｃ．死亡保険金額および高度障害保険金額は同額。

（４）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の名称
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	死亡保険金
	被保険者が保険期間中に死亡したとき
	死亡保険金額
	死亡保険金受取人

	高度障害保険金
	被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に所定の高度障害状態に該当したとき
	死亡保険金額と同額
	被保険者
（保険契約者が法人で、死亡保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者である法人）

	生存給付金
	被保険者が第3、第5、第7、第9、第11、第13保険年度および保険期間の満了時に生存しているとき（注）
	(1)第13保険年度満了時まで
基本保険金額の 20％相当額
(2)保険期間満了時
基本保険金額の30％相当額
	保険契約者

	保険料払込の免除
	被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態に該当したとき


（注）満了時以外の生存給付金は自動据え置き

ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	死亡保険金
	(1) 責任開始期（または復活日、復旧日）から2年以内（注1）の自殺
(2) 契約者・死亡保険金受取人の故意
(3) 戦争その他の変乱（注2）

	高度障害保険金
	(1) 契約者・被保険者の故意
(2) 戦争その他の変乱（注2）

	生存給付金
	なし

	保険料払込の免除
	「1.５年ごと利差配当付終身保険（4）保障内容　ｂ．免責事由」と同じ


（注1）自殺免責に関わる取扱
	
	～2000年5月1
	2000年5月2日～
2001年4月1日

	日火パートナー
	1年
	2年


（注2）「1.５年ごと利差配当付終身保険（4）保障内容　ｂ．免責事由」参照


定期保険を理解するポイント

１．定期保険で解約返戻金が発生するしくみ

定期保険に満期保険金はないが、保険期間が長くなると、一般的に、解約したときに解約返戻金が発生する。解約返戻金が発生する仕組は下図のとおり。

 (
平準保険料＞自然
保険料
平準保険料
＜
自然保
険料
年齢とともに高くなる自然保険料に対して平準保険料は一定
)



 (
平準保険料：
毎年の保険料を同一額として、各年の保険料収入が保険金支払に見合わなくとも、保険期間が満了した際に全体の収支がつりあうように計算された保険料
自然保険料：
毎年の保険料収入と保険金支出が相等しくなるように定めた保険料
)






縦軸は各年齢での保険料を、横軸は年齢をイメージ。
保険期間が長いと、契約直後と保険期間満了時の自然保険料の差が大きくなる。
自然保険料に見合う保険料とするためには、保険料を年々高くする必要性があるが、生命保険契約では、保険期間を通じて同じ保険料（「平準保険料」）とするため、自然保険料の低い保険期間前半では実際の自然保険料よりも多く保険料を収受し、自然保険料の高くなる後半では少ない保険料を収受している。
前半で多く収受した保険料を積み立て、後半の保険料に充当していき、保険期間が満了した際に全体の収支がつりあう。この前半に多く収受している保険料を積み立てた部分が解約返戻金の原資となる。

２．無解約返戻金型収入保障保険や逓減定期保険特約で引受けできない範囲が生じる仕組み

　上記１のように、保険料払込期間中、保険料は一定のものとして契約範囲を定めるのであるが、無解返金型収入保障保険に代表されるような契約当初の保障額が大きい商品では自然保険料が年齢とともに減少する契約期間・保険料払込期間が生じてくる。平準保険料を収受しても、その年の保障に必要なファンドが賄えず将来の平準保険料を収受しなければ帳尻が合わないケースがある。
この場合、全保険期間・保険料払込期間を通じて保険料収支が相当するとしても、一時的に不足する保険料を保険会社がいわば立て替えて保険契約を維持する状態に陥る。この状態は、保険会社としては不健全であるため原則として取り扱わないこととしている。
 (
契約日　　　　　保険期間　　　　　　　満期
　年金月額の原資
)





３．更新

（１）仕組み
定期保険など、約款・特約条項上、自動更新の条項が含まれている保険種類については、保険期間満了日の2か月前までに契約者から申し出がない限り、被保険者の健康状態にかかわらず、保険期間満了日の翌日に自動的に更新される。

（２）更新の条件
ａ．主契約共通
①保険契約が、保険期間満了日現在有効であること。
②更新後の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が85歳（無解約返戻金型定期保険・医療保険・医療保険（０８）は、80歳）以下であること
③更新後の契約の保険期間が会社の定める範囲内であること。
④更新前の保険契約の保険料払込方法が一時払ではないこと。
⑤更新前の保険契約の保険料払込期間が保険期間と同じ（全期払込）であること。
⑥更新前の保険契約に特別条件(特別保険料領収法を適用した場合)が付加されていないこと。
※　５年ごと利差配当付養老保険、養老保険には別途規定あり

ｂ．特約共通
①更新後の特約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が会社の定める範囲内であること。
②更新後の特約の保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間をこえないこと。
③主契約の保険料払込方法が一時払ではないこと。
④更新前の特約に、特別条件(特別保険料領収法が適用された場合)が付加されていないこと。
※　生存給付金付定期保険特約、無事故給付金特約（医療保険）には別途規定あり

（３）更新後の取扱
①保険金額、保険期間は更新前と同一。ただし、保険期間については、更新後契約の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が85歳をこえるときには、満了日の翌日が85歳となる日までの期間となる。（無解約返戻金型定期保険、医療保険、医療保険（０８）は80歳）
②更新後の契約の保険料は、更新日現在の被保険者の年齢および保険料率により新たに定める。
③入院系特約が更新される場合、既に給付があれば支払限度日数は通算される。
④保険期間・保険料払込期間の指定は、｢年｣、｢歳｣のいずれの場合も自動更新される。
※　区分料率適用特約には別途規定あり
⑤更新後の契約では、更新後の約款および特約条項が適用される。例えば、自殺免責1 年の契約が更新した場合、更新時の約款および特約条項により免責期間は、新たに2年あるいは3年となる。更新後の契約において契約が復活した場合は、復活日から2年あるいは3年以内の自殺は免責となる。

【 更新の具体例 】
約款規定により特殊な更新をする主契約・特約を強調波下線、

主契約
	更新前
	更新後

	定期保険
	定期保険

	逓増定期保険
	定期保険

	無解約返戻金型定期保険
	無解約返戻金型定期保険

	5年ごと利差配当付養老保険
	5年ごと利差配当付養老保険

	養老保険
	養老保険

	特定疾病保障定期保険
	特定疾病保障定期保険

	医療保険
	医療保険

	医療保険（０８）
	医療保険（０８）



特約
	更新前
	更新後

	平準定期保険特約
	平準定期保険特約

	逓減定期保険特約
	逓減定期保険特約または平準定期保険特約
（特約の型が60％型の場合、原則として逓減定期保険特約として更新。特約の型が20％型または40％型の場合、平準定期保険特約に変更して更新。逓減定期保険特約の型が20％型または40％型の場合に、主契約が定期保険で同時に更新されるときは、更新前の保険契約の保険金額にそれらの特約の保険期間満了日の特約保険金額を加えた定期保険として更新。）

	特定疾病保障定期保険特約
	特定疾病保障定期保険特約

	配偶者定期保険特約
	配偶者定期保険特約

	こども定期保険特約
	こども定期保険特約

	災害割増特約
	災害割増特約

	傷害特約
	傷害特約

	災害入院特約
	災害入院特約

	疾病入院特約
	疾病入院特約

	災害退院後療養特約
	災害退院後療養特約

	疾病退院後療養特約
	疾病退院後療養特約

	成人病保障特約
	成人病保障特約

	女性医療特約
	女性医療特約

	新災害割増特約
	新災害割増特約

	新傷害特約
	新傷害特約

	新災害入院特約
	新災害入院特約

	新疾病入院特約
	新疾病入院特約

	新災害退院後療養特約
	新災害退院後療養特約

	新疾病退院後療養特約
	新疾病退院後療養特約

	新成人病保障特約
	新成人病保障特約

	新女性医療特約
	新女性医療特約

	定期保険特約（医療保険・がん保険）
	定期保険特約（医療保険・がん保険）

	退院後療養特約（医療保険）
	退院後療養特約（医療保険）

	成人病保障特約（医療保険）
	成人病保障特約（医療保険）

	女性医療特約（医療保険）
	女性医療特約（医療保険）

	特定疾病診断給付金特約（医療保険）
	特定疾病診断給付金特約（医療保険）

	無事故給付金特約（医療保険）
	無事故給付金特約（医療保険）

	がん入院特約（医療保険）
	がん入院特約（医療保険）

	がん診断給付金特約（医療保険）
	がん診断給付金特約（医療保険）

	がん退院後療養特約
	がん退院後療養特約

	がん診断給付金特約
	がん診断給付金特約

	男性生活習慣病特約（M０８）
	男性生活習慣病特約（M０８）

	女性医療特約（M０８）
	女性医療特約（M０８）

	特定疾病診断給付金特約（M０８）
	特定疾病診断給付金特約（M０８）

	先進医療特約（M０８）
	先進医療特約（M０８）





異なる特約で更新される特約
	更新前
	更新後

	定期保険特約
	平準定期保険特約

	家族定期保険特約（配偶者型）
	配偶者定期保険特約

	家族定期保険特約（子型）
	こども定期保険特約

	通院特約
	災害退院後療養特約
疾病退院後療養特約

	成人病入院特約
	成人病保障特約
成人病入院特約では支払対象となる手術給付金、長期入院給付金（所定の成人病により継続して270日以上入院したときに成人病入院給付日額の100倍を給付）は成人病保障特約では支払いの対象とならない。

	女性疾病入院特約
	女性医療特約
女性疾病入院特約では支払対象となる手術給付金が女性医療特約では支払いの対象とならない。
女性医療特約では、女性疾病入院特約では支払いの対象とならなかった糖尿病、心疾患、高血圧性疾患、脳血管疾患および下肢の静脈瘤による入院が支払対象となる

	生存給付金付定期保険特約
	平準定期保険特約
（主契約が定期保険で主契約とともに更新される場合には主契約の保険金額と合算して定期保険）として自動更新される。




４．定期後加入

（１）仕組み
定期後加入とは、定期保険等（前契約）の被保険者が、保険期間満了日、解約日または減額日の翌日から起算して１ヵ月以内に限り、一定の条件のもと、無診査・無告知で前契約以外の保険種類の個人保険新契約（後契約）に加入できる制度。前契約と後契約の保険期間が重複しないことが前提。
　
（２）後契約取扱上の注意点
後契約の引受基準は、無告知・無診査であることを除き新契約の取扱と同じ。
過去に告知義務違反による解除があった等、モラルリスクの恐れのある方のお申込みは断る場合がある。

	「利用できる保険種類」、「定期後加入の条件」等は、新契約取扱マニュアル等でご確認ください
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旧日本興亜生命の商品の概要　32
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主契約
(養老・こども・年金)

５年ごと利差配当付養老保険
養老保険
５年ごと利差配当付こども保険
５年ごと利差配当付個人年金保険








14.５年ごと利差配当付養老保険　2011年10月2日以降販売停止

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	1996年10月
～2001年4月1日
	1997年10月
～2001年4月1日
	2001年4月2日
～2011年10月1日



（２）仕組み
 (
保険期間
満期
保険金
死亡・高度障害保障
５
年ごと積立配当金
契約日
満期日
５年ごと
積立配当金
自
動
更
新
)







（３）特長
ａ．死亡保障と生存保障を同時に準備でき、保険金を必ず受け取れる。
ｂ．責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合に、契約後５年ごとに契約者配当金が支払われる。
ｃ．解約返戻金が、その経過年月数（保険料払込中の契約で未払込保険料がある場合には、その払込年月数）に従い増加していくので資産価値がある。
（2010年3月1日以前の契約の解約返戻金は、保険料払込中は払込年月数・経過年月数に従い、その他の契約は経過年月数に従い増加していく）
ｄ. 保険期間満了後、保険料払込が免除となっている契約を除いては、健康状態にかかわらず、85歳まで自動的に契約を更新できる。（更新後の保険期間は更新前と同一期間のみ。）
（注）旧日火パートナーの契約は自動更新しない。
ｅ．契約者貸付制度を利用できる。
ｆ．一時的に保険料払込の都合がつかないときでも保障が確保できるように保険料の振替貸付制度がある。
ｇ．保険料払込を中止し一定の保障が確保できる払済保険へ変更できる。
（2010年3月1日以前の契約は延長定期保険への変更もできる）
ｈ．保険料の払込みが終了した場合（注）、死亡・高度障害の保障に代えて、責任準備金等に応じて年金への移行の選択もできる。
（注）保険料払込が短期払の場合など限定的に可能。

（４）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の種類
	支　払　事　由（注1）
	支払額
	受取人

	満期保険金
	被保険者が保険期間満了時に生存しているとき
	
保険金額

保険金額


	満期保険金受取人

	死亡保険金
	被保険者が保険期間中に死亡したとき
	
	死亡保険金受取人

	高度障害保険金
	被保険者が保険期間中に責任開始期以後の傷害または疾病を原因として高度障害状態（約款別表3）に該当したとき
	
	被保険者
（保険契約者が法人で、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者である法人）

	保険料払込の免除
	被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故（約款別表2）による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に身体障害（約款別表4）の状態に該当したとき


（注1）別表2、別表3、別表4　は「1．５年ごと利差配当付終身保険」参照

ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	満期保険金
	なし

	死亡保険金
	(1) 責任開始期（または復活日、復旧日）から3年以内（注1）の自殺
(2) 契約者・死亡保険金受取人の故意
(3) 戦争その他の変乱（注2）

	高度障害保険金
	(1) 契約者・被保険者の故意
(2) 戦争その他の変乱（注2）

	保険料払込の免除
	「1.５年ごと利差配当付終身保険（4）保障内容　ｂ．免責事由」と同じ


（注1）自殺免責に関わる以前の取扱
	
	～2000年5月1日
	2000年5月2日～
2001年4月1日
	2001年4月2日～
2007年4月1日
	2007年4月2日～

	旧興亜まごころ
	1年
	1年
	－
	－

	旧日火パートナー
	1年
	2年
	－
	－

	旧日本興亜
	－
	－
	2年
	3年


更新後の契約では、更新後の約款が適用される。例えば、自殺免責1 年の契約が更新した場合、更新時の約款により免責期間は、新たに2年あるいは3年となる。更新後の契約において契約が復活した場合は、復活日から2年あるいは3年以内の自殺は免責となる。
（注2）「1. ５年ごと利差配当付終身保険（4）保障内容　ｂ．免責事由」参照



14-2．養老保険 2011年10月2日以降販売停止

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	1996年10月
～2001年4月1日
	1996年10月
～2001年4月1日
	2001年4月2日
～2011年10月1日



 (２) 仕組み
無配当であることのほかは、「14． 5年ごと利差配当付養老保険」と同じ。

５年ごと利差配当付と無配当の違い（募集資料上の表記）
	５年ごと利差配当付
	無　配　当

	· 責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合にご契約後５年ごとに契約者配当金をお支払いします。
· 無配当に比べ、同じ保障内容の場合、保険料は割高となります。
(注)契約者配当金は今後のお支払いをお約束するものではなく、また、運用実績等によって変動(増減)し、お支払いできないこともあります。
	· 契約者配当金はありません。


●５年ごと利差配当付に比べ、同じ保障内容の場合、保険料は割安となります。






15.５年ごと利差配当付個人年金保険　2011年10月2日以降販売停止

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	1996年10月
～2001年4月1日
	1998年4月
～2001年4月1日
	2001年4月2日
～2011年10月1日



（２）仕組み
〈確定年金の場合（10年）〉
 (
 
年
 
金
 
原
 
資
契約日
満了日
保険料払込期間
年金支払期間
（
10
年）
５
年ごと積立配当金
増額基本年金
増加年金
死亡給付金
基本年金
)






〈10年保証期間付終身年金の場合〉
 (
 
年
 
金
 
原
 
資
契約日
満了日
保険料払込期間
死亡給付金
保証期間
（
10
年）
５
年ごと積立配当金
基本年金
増加年金
増額基本年金
終身支払
（生存中）
)






（３）特長
ａ．老後の生活資金の一部として役立てることができる。
ｂ．年金支払開始日前の死亡保障を抑えることにより、年金額が多くなるように設計されている。
ｃ．年金支払開始日前に死亡した場合、死亡給付金を支払う。
ｄ．確定年金（定額型５・10・15年）または保証期間付終身年金（定額型　保証期間10年）から選択することができる。
	
	年金支払期間
	保証期間

	確定年金
	５・10・15年から選択
	－

	保証期間付終身年金
	終身
	10年


ｅ．希望により、一時金（年金の一括払）での受け取りができる。年金受取期間中でも、支払残期間（終身年金の場合、保証残期間）分の年金現価を一括で受け取ることができる。
ｆ．「無選択加入に関する特則」を付加しているので、健康状態にかかわらず契約できる。
ｇ．「個人年金保険料税制適格特約」を付加することによって、個人年金保険料控除として所得控除ができる。
ｈ．契約者貸付制度を利用できる。
ｉ．一時的に保険料払込の都合がつかないときでも保障が確保できるように保険料の振替貸付制度がある。
ｊ．保険料払込を中止し一定の年金が確保できる払済保険へ変更できる。
（４）保障内容
ａ．支払事由
	年金・給付金の種類
	支　払　事　由
	支　払　額
	受　取　人

	年
　
　
金
	確定年金の場合
	被保険者が年金支払期間中の年金支払日（注1）に生存しているとき
	基本年金額と同額
	年金受取人
（＝契約者または被保険者）

	
	
	被保険者が年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき
	年金支払期間中の未払年金の現価（約款別表5）（注5）
	年金受取人
（＝契約者または被保険者の死亡時の法定相続人）

	
	保証期間付終身年金の場合
	被保険者が年金支払日に生存しているとき
	・定額型
基本年金額と同額
	年金受取人
（＝契約者または被保険者）

	
	
	
	・逓増型（注2）
第1回年金額は基本年金額と同額
第2回以後は前回の年金額に基本年金額の5％相当額を加算した金額（5％単利）
	

	
	
	被保険者が年金支払開始日以後、保証期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき
	保証期間中の未払年金の現価（約款別表5）（注5）
	年金受取人
（＝契約者または被保険者の死亡時の法定相続人）

	死亡給付金
	被保険者が年金支払開始日前に死亡したとき
	死亡給付金額（払込保険料相当額）（注6）
	死亡給付金受取人

	保険料払込
の免除
	(1)被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険料払込期間中に高度障害状態（約款別表3）に該当したとき

	（注3）
（注4）
	(2)被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故（約款別表２）による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態（約款別表4）に該当したとき


（注1）年金支払日は、年金支払開始日（被保険者の年齢が年金支払開始年齢に到達する年単位の契約応当日をいう）の年単位の応当日。
（注2）逓増型は、2007年4月2日以降販売を停止。
（注3）2005年11月2日以降の契約は、「無選択加入に関する特則」を付加した無選択タイプとして販売しているため保険料払込免除の取扱はない。（約款第58条第1項第1号）
（注4）別表2、別表3、別表4　は「1．５年ごと利差配当付終身保険」参照
（注5）約款別表5　未払年金の現価　
予定利率により未払年金の現価は異なる。2001年4月2日以降分を例示
（基本年金額 1,000円について）　単位円
	被保険者の死亡日
または年金の一括払の請求日
	５年
確定年金
	10年
確定年金
	15年
確定年金
	10年保証期間付終身年金

	
	定額型
	定額型
	定額型
	定額型

	第1回年金支払日以後、 第2回の年金支払前
	3,943
	8,522
	12,741
	8,522

	第2回年金支払日以後、 第3回の年金支払前
	2,981
	7,636
	11,924
	7,636

	第3回年金支払日以後、 第4回の年金支払前
	2,004
	6,735
	11,094
	6,735

	第4回年金支払日以後、 第5回の年金支払前
	1,010
	5,819
	10,251
	5,819

	第5回年金支払日以後、 第6回の年金支払前
	-
	4,889
	9,393
	4,889

	第6回年金支払日以後、 第7回の年金支払前
	-
	3,943
	8,522
	3,943

	第7回年金支払日以後、 第8回の年金支払前
	-
	2,981
	7,636
	2,981

	第8回年金支払日以後、 第9回の年金支払前
	-
	2,004
	6,735
	2,004

	第9回年金支払日以後、 第10回の年金支払前
	-
	1,010
	5,819
	1,010

	第10回年金支払日以後、第11回の年金支払前
	-
	-
	4,889
	-

	第11回年金支払日以後、第12回の年金支払前
	-
	-
	3,943
	-

	第12回年金支払日以後、第13回の年金支払前
	-
	-
	2,981
	-

	第13回年金支払日以後、第14回の年金支払前
	-
	-
	2,004
	-

	第14回年金支払日以後、第15回の年金支払前
	-
	-
	1,010
	-


　注）上表の金額を被保険者の死亡日または年金の一括払の請求日からその直後の年金支払日の前日までの期間について当社所定の利率によって割り引いて計算します。
（表の見方）
10年確定年金の契約で、年金年額60万円の契約につき3回目を受領した後、4回目の年金を受け取る直前に一括受け取りを希望された場合、6,735円×600千円/１千円＝4,041,000円
（注6）死亡給付金額は以下のとおり。（約款別表6）
この「月払保険料」は、割引のない「普通保険料率」による。
＜2010年3月1日まで＞
	保険料払込方法
	死亡給付金額

	月払
	（基本年金額に対する月払保険料）×（保険料の払込回数）

	半年払
	（基本年金額に対する月払保険料）×（保険料の払込回数）×6

	年払
	（基本年金額に対する月払保険料）×（保険料の払込回数）×12


＜2010年3月2日以降＞
	契約の状態
	死亡給付金額

	保険料払込期間中
	（基本年金額に対する月払保険料）×（経過月数※）

	保険料払込期間満了後
	（基本年金額に対する月払保険料）×12×（保険料の払込年数）


※「経過月数」の計算に際し、1か月未満の端数がある場合は切り上げる。

ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	死亡給付金
	(1) 責任開始期（または復活日、復旧日）から3年以内（注1）の自殺
(2) 契約者・死亡給付金受取人の故意
(3) 戦争その他の変乱（注2）

	保険料払込の免除（1）
	(1) 契約者・被保険者の故意
(2) 戦争その他の変乱（注3）

	保険料払込の免除（2）
	(1) 契約者・被保険者の故意・重大な過失
(2) 被保険者の犯罪行為
(3) 被保険者の精神障害を原因とする事故
(4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(7) 地震・噴火・津波（注4）
(8) 戦争その他の変乱（注4）


（注1）自殺免責に関わる以前の取扱
	
	～2000年5月1日
	2000年5月2日～
2001年4月1日
	2001年4月2日～
2007年4月1日
	2007年4月2日～

	旧興亜まごころ
	1年
	1年
	－
	－

	旧日火パートナー
	1年
	2年
	－
	－

	旧日本興亜
	－
	－
	2年
	3年


（注2）被保険者が戦争その他の変乱によって死亡した場合でも、その原因によって死亡した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、その程度に応じ、死亡給付金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがある。
（注3）高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、保険料の払込を免除することがある。
（注4）（7）（8）の原因による身体障害の状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、保険料の払込を免除することがある。


（５）金融機関窓口での販売
金融機関窓口での商品提供は、2002年10月から実施。
	販売時期
	販売名称
	備考

	2002年10月～
	レーヴ
	

	2003年4月～
	レーヴⅡ
	無選択加入に関する特則付


商品内容は一般代理店扱と同じ（2003年4月～2005年11月1日の間は、金融機関窓口でのみ無選択加入に関する特則付を販売）。ただし、金融機関窓口販売において、法人が契約者となることはできない（保険業法施行規則　第212条第1項第2号）。


16.５年ごと利差配当付こども保険　2011年10月2日以降販売停止

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	1996年10月
～2001年4月1日
	－
	2001年4月2日
～2011年10月1日



（２）仕組み
 (
災害死亡保険金
保険期間
保険料払込期間
死亡給付金
0歳
6歳
12歳
15歳
18歳
５年ごと積立配当金
22歳
養育年金
祝金
)







（３）特長
ａ．被保険者（こども）が生存して所定の年齢になったとき祝金を支払うので、教育資金の準備をすることができる。祝金は自動すえ置きで、いつでも引き出すことができる。
ｂ．契約者が死亡・高度障害状態になったとき、養育年金を保険期間満了まで毎年支払うとともに、以後の保険料の払込は免除される。
ｃ．契約者が不慮の事故を原因として所定の身体障害状態になったとき、以後の保険料の払込が免除される。
ｄ．被保険者（こども）が災害や所定の感染症により死亡したとき災害死亡保険金を、その他病気で死亡したとき死亡給付金を支払う。
ｅ．出産予定日140日前から契約できる（出生前加入特則）ので、その間、契約者に万一のことがあった場合でも養育年金・祝金等は支払われ、保険料の払込は免除される。
ｆ．責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合に契約後5年ごとに契約者配当金を支払う。
ｇ．こども医療特約の付加により、こどもの入院・手術に備えることができる。
ｈ．契約者貸付制度を利用できる。
ｉ．一時的に保険料払込の都合がつかないときでも保障が確保できるように保険料の振替貸付制度がある。
ｊ．保険料払込を中止し一定の保障が確保できる払済保険へ変更できる。（18歳払込満了日までを保険期間とする５年ごと利差配当付養老保険となる。祝金、災害死亡保険金、死亡給付金、養育年金の支払に代わり死亡保険金・高度障害保険金または満期保険金が支払われる。）
（４）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の種類
	支　払　事　由（注1）
	支　払　額
	受　取　人

	
祝金
	被保険者がつぎの満年齢に達した日の直後の2月1日に生存しているとき
	基準祝金額×以下の割合

	保険契約者

	
	
	
	

	
	満5歳10ヵ月
	20％（契約時の被保険者年齢が4歳以上の場合は祝金なし）
	

	
	満11歳10ヵ月
	30％
	

	
	満14歳10ヵ月
	50％
	

	
	被保険者が18歳の年単位の契約応当日に生存しているとき
	基準祝金額
（100％）
	

	災害死亡保険金
	被保険者が責任開始期以後に発生した
· 不慮の事故（約款別表2）による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に死亡したとき
· 所定の感染症（注2）による疾病を直接の原因として死亡したとき
	基準祝金額×200％相当額
	保険契約者

	死亡給付金
	被保険者が死亡したとき（災害死亡保険金が支払われる場合を除く）
	被保険者の契約年齢と経過年数によって定められた所定の金額（注3）
	保険契約者

	第1回養育年金
	· 契約者が死亡したとき
· 契約者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として高度障害状態（約款別表3）に該当したとき
	基準祝金額×50％相当額
	被保険者

	第2回以後の養育年金
	契約者の死亡あるいは高度障害状態を原因として第1回養育年金が支払われたとき
	基準祝金額×50％相当額
	被保険者

	保険料払込の免除
	· 養育年金が支払われるとき
· 契約者が責任開始期以後に発生した不慮の事故（約款別表2）による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態（約款別表4）に該当したとき


（注1）別表2、別表3、別表4　は「1．５年ごと利差配当付終身保険」参照
（注2）対象となる感染症は契約日により異なる。○：対象  ×：対象外
2007年4月1日以前は、「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項から第4項に規定する疾病」（下表実線枠囲み部分）または「（旧）伝染病予防法に規定する疾病」（下表実線枠囲みおよび破線枠囲み部分）に準拠して担保する方式であった。（下表は2008年10月2日現在対象の感染症）2007年4月2日以降は、約款記載の感染症に限定する方式に改めた。新型コロナウイルス感染症については、契約日にかかわらず、2020年2月1日以降に新型コロナウイルス感染症を原因として、災害死亡保険金の支払事由に該当した場合、感染症に含めるよう改めた。
	
	
	契約日
	

	対象となる感染症
	～1999年
4月1日
	1999年
4月2日
～2007年
4月1日
	2007年
4月2日～

	コレラ、腸チフス、パラチフスA、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、ペスト、ジフテリア、急性灰白髄炎〈ポリオ〉、ラッサ熱、クリミヤ・コンゴ〈Crimean-C ongo〉出血熱、マールブルグ〈Marrburg〉ウィルス病、エボラ〈Ebola〉ウィルス病、痘瘡、重症急性呼吸器症候群【SARS】（病原体がコロナウィルス属SARSコロナウィルスであるものに限る。）、新型コロナウイルス感染症
	○
	○
	○

	南米出血熱、結核、鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）
	○
	○
	×

	発疹チフス、猩紅熱、流行性脳脊髄膜炎、日本脳炎
	　　○
	×
	×



（注3）約款別表5　死亡給付金額（単位円、基準祝金額1万円について）
	保険年度
	
	被
	保
	険
	者
	の
	契
	約
	年
	齢

	
	0歳
	1歳
	2歳
	3歳
	4歳
	5歳
	6歳
	7歳
	8歳
	9歳

	1年
	1,053
	1,112
	1,177
	1,250
	1,334
	1,429
	1,539
	1,667
	1,819
	2,000

	2年
	2,106
	2,223
	2,353
	2,500
	2,667
	2,858
	3,077
	3,334
	3,637
	4,000

	3年
	3,158
	3,334
	3,530
	3,750
	4,000
	4,286
	4,616
	5,000
	5,455
	6,000

	4年
	4,211
	4,445
	4,706
	5,000
	5,334
	5,715
	6,154
	6,667
	7,273
	8,000

	5年
	5,264
	5,556
	5,883
	6,250
	6,667
	7,143
	7,693
	8,334
	9,091
	10,000

	6年
	6,316
	6,667
	7,059
	7,500
	8,000
	8,572
	9,231
	10,000
	10,910
	12,000

	7年
	7,369
	7,778
	8,236
	8,750
	9,334
	10,000
	10,770
	11,667
	12,728
	14,000

	8年
	8,422
	8,889
	9,412
	10,000
	10,667
	11,429
	12,308
	13,334
	14,546
	16,000

	9年
	9,474
	10,000
	10,589
	11,250
	12,000
	12,858
	13,847
	15,000
	16,364
	18,000

	10年
	10,527
	11,112
	11,765
	12,500
	13,334
	14,286
	15,385
	16,667
	18,182
	20,000

	11年
	11,579
	12,223
	12,942
	13,750
	14,667
	15,715
	16,924
	18,334
	20,000
	20,000

	12年
	12,632
	13,334
	14,118
	15,000
	16,000
	17,143
	18,462
	20,000
	20,000
	20,000

	13年
	13,685
	14,445
	15,295
	16,250
	17,334
	18,572
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000

	14年
	14,737
	15,556
	16,471
	17,500
	18,667
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	

	15年
	15,790
	16,667
	17,648
	18,750
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	
	

	16年
	16,843
	17,778
	18,824
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	
	
	

	17年
	17,895
	18,889
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	
	
	
	

	18年
	18,948
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	
	
	
	
	

	19年
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	
	
	
	
	
	

	20年
	20,000
	20,000
	20,000
	
	
	
	
	
	
	

	21年
	20,000
	20,000
	
	
	
	
	
	
	
	

	22年
	20,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	災害死亡保険金
	(1) 契約者・被保険者の故意・重大な過失
(2) 被保険者の犯罪行為
(3) 被保険者の精神障害を原因とする事故
(4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(7) 地震・噴火・津波（注1）
(8) 戦争その他の変乱（注2）

	死亡給付金
	(1) 契約者の故意
(2) 戦争その他の変乱（注2）

	養育年金

	契約者が死亡したとき
(1) 責任開始期（または復活日、復旧日）から３年以内（注3）の自殺
(2) 被保険者の故意
(3) 戦争その他の変乱（注4）

	
	契約者が高度障害状態に該当したとき
(1) 契約者・被保険者の故意
(2) 戦争その他の変乱（注4）

	保険料払込の免除
	(1) 契約者の故意・重大な過失
(2) 契約者の犯罪行為
(3) 契約者の精神障害を原因とする事故
(4) 契約者の泥酔の状態を原因とする事故
(5) 契約者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(6) 契約者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(7) 地震・噴火・津波（注5）
(8) 戦争その他の変乱（注5）


（注1）被保険者が地震、噴火または津波によって死亡した場合でも、その原因によって死亡した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、その程度に応じ、災害死亡保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがある。
（注2）被保険者が戦争その他の変乱によって死亡した場合でも、その原因によって死亡した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、その程度に応じ、災害死亡保険金または死亡給付金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがある。
（注3）自殺免責に関わる以前の取扱
	
	～2001年4月1日
	2001年4月2日～
2007年4月1日
	2007年4月2日～

	旧興亜まごころ
	1年
	－
	－

	旧日本興亜
	－
	2年
	3年


（注4）契約者が戦争その他の変乱によって死亡し、または高度障害状態（約款別表3）に該当した場合でも、その原因によって死亡し、または高度障害状態に該当した契約者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、その程度に応じ、養育年金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがある。
（注5）(7)(8)の原因によって身体障害の状態（約款別表4）に該当した契約者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、保険料の払込を免除することがある。

（５）契約取扱上の留意点
契約者の範囲は、父母または２親等以内の親族とする。扶養者であること。（父母が健在の場合、祖父母は契約者とはなれない。）





第２編　

主契約
(疾病・医療)

医療保険（０８）
医療保険
日額増減型医療保険
がん保険
日額増減型がん保険







17．医療保険（０８）
－　販売名称「ホッとメディカル」－2011年10月2日以降販売停止
（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	－
	－
	2008年8月2日
～2011年10月1日



 (
契約日
【　終身（終身払）タイプ
 
】
終身保障
終身払込
保険料払込期間
・がん以外疾病入院給付金　・入院サポート給付金
・災害入院給付金　　　　　・手術給付金
・がん入院給付金　　　　　
)（２）仕組み





 (
・解約返戻金　
・死亡給付金
【　終身（短期払）タイプ
 
】
終身保障
契約日
　歳払込
保険料払込期間
・がん以外疾病入院給付金　・入院サポート給付金
・災害入院給付金　　　　　・手術給付金
・がん入院給付金　　　　　
)





 (
【
 
定期タイプ
 
】
ne
契約日
満期日
保険期間（＝保険料払込期間）
・がん以外疾病入院給付金　・入院サポート給付金
・災害入院給付金　　　　　・手術給付金
・がん入院給付金　　　　　
)





（３）特長
ａ．病気やけがにより入院したとき１日目から保障（日帰り入院も対象）。
ｂ．入院給付金の支払限度日数は60日型、120日型、1,095日型から選択でき、病気・けがそれぞれ通算1,095日まで保障。がんの治療を目的とした入院には、1入院についての支払限度、通算の支払限度はない。
ｃ．入院給付金が支払われる入院をしたときは、入院サポート給付金を支払う。
ｄ．公的医療保険制度の給付対象となる手術を保障。
ｅ．終身タイプと定期タイプがあり、いずれも満期保険金はない。
ｆ．定期タイプは、保険期間満了時にどのような健康状態でも、80歳まで自動更新することができ、更新時の年齢が70歳までであれば、保険期間を終身とする更新を選択することもできる。（保険料は、更新時の年齢・保険料率で計算するため、概ね更新前よりも高くなる。）
ｇ．この保険は、解約返戻金を抑制する仕組みで計算しており、保険料払込期間中の解約・減額の場合、解約返戻金はない。
ｈ．終身（短期払）タイプで保険料払込期間満了後に解約された場合または死亡されたときは、入院給付金日額の10倍の解約返戻金または死亡給付金を支払う。
ｉ．契約者貸付、保険料の振替貸付、延長定期保険または払済保険への変更、保険期間および保険料払込期間の変更は取り扱わない。

（４）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の種類
	支　払　事　由（注1）
	支払額
	受取人

	がん以外疾病入院給付金
	被保険者が保険期間中につぎの条件をすべて満たす入院をしたとき（がん入院給付金の支払事由に該当する場合を除く）
(1) 責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因とする入院
(2) 疾病の治療を目的
(3) 約款別表に定める病院または診療所における約款別表に定める入院（以下「病院または診療所における入院」。）（注3）
	入院1回につき、
入院給付金日額×
入院日数
	

	災害入院給付金
	被保険者が保険期間中につぎの条件をすべて満たす入院をしたとき
(1) 責任開始期以後に発生した不慮の事故（約款別表2）を直接の原因とする入院
(2) 傷害の治療を目的
(3) 不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院
(4) 病院または診療所における入院
	同一の不慮の事故による入院1回につき、
入院給付金日額×
入院日数
	被保険者(注２)
)
(注2)

	がん入院給付金
	被保険者が保険期間中につぎの条件をすべて満たす入院をしたとき
(1) 責任開始期以後に発病したがん（約款別表5）を直接の原因とする入院
(2) がんの治療を目的
(3) 病院または診療所における入院
	入院1回につき、
入院給付金日額×
入院日数
	

	入院サポート給付金
	がん以外疾病入院給付金、災害入院給付金またはがん入院給付金の支払われる入院をしたとき
	入院１回につき、
入院給付金日額の3倍
	

	手術給付金
	被保険者が保険期間中につぎの条件のうち(1)から(3)および(5)のすべてを満たす手術、または、(4)および(5)を満たす手術を受けたとき
(1) 責任開始期以後に生じたつぎのいずれかを直接の原因とする手術
①疾病
②不慮の事故による傷害
③不慮の事故以外の外因による傷害
(2) 疾病または傷害の治療を直接の目的
(3) つぎのいずれかに該当する手術
(ｱ) 公的医療保険制度（約款別表6 ）における医科診療報酬点数表（約款別表7 ）に手術料の算定対象として列挙されている診療行為または歯科診療報酬点数表（約款別表8 ）に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為
	支払事由（3）の(ｱ)または(ｲ)に該当し、かつ、がん以外疾病入院給付金、災害入院給付金またはがん入院給付金が支払われる入院中に受けた手術
1回につき、
入院給付金日額の25倍
	

	手術給付金
	 ただし、つぎに該当するものを除く
(a) 創傷処理
(b) 皮膚切開術
(c) デブリードマン
(d) 骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術
(e) 抜歯手術
(ｲ) 約款別表に定める先進医療に該当する診療行為（診断および検査を目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除く。）
(ｳ) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為
(ｴ) 別表に定める先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為
(4)	組織の機能に障害がある者に対して移植することを目的として責任開始期の属する日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術（骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。）（注4）
(5) 病院または診療所における手術
	支払事由（3）の(ｱ)または(ｲ)に該当し、かつ、がん以外疾病入院給付金、災害入院給付金またはがん入院給付金が支払われる入院中以外に受けた手術
1回につき、
入院給付金日額の5倍

支払事由（3）の(ｳ)または(ｴ)に該当する手術
1回につき、
入院給付金日額の10倍

支払事由（4）に該当する手術
1回につき、
入院給付金日額の25倍
	
被保険者(注２)

	死亡給付金
	保険期間が終身の場合で、被保険者が保険料払込期間満了後に死亡したとき
	入院給付金日額の10倍





	死亡給付金受取人

	保険料払込の免除
	16. ５年ごと利差配当付個人年金保険 ※ と同じ
※
(1)被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険料払込期間中に高度障害状態（約款別表3）に該当したとき
(2)被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故（約款別表2）による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態（約款別表4）に該当したとき



（注1）別表2、別表3、別表4　は「1．５年ごと利差配当付終身保険」参照
（注2）保険契約者が法人で保険契約者から申し出があり、会社がその旨証券に記載したときは給付金の受取人は法人。
（注3）「病院または診療所」「入院」は、約款別表に定義されており、「病院または診療所」とは、日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所および会社が認めた日本国外にある医療施設をいい、「入院」とは、「病院または診療所」に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいう。入院の有無は、入院基本料の支払の有無などを参考にして判断する。
（注4）骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術による手術給付金の支払限度は、保険期間を通じて２回。なお、令和6年10月1日以前に受けた採取術については、1回の支払を限度とする。
約款別表5　対象となるがん
対象となるがんとは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要　ICD-10　（2003年版）準拠」によるものとします。
	分類項目
	基本分類コード

	悪性新生物
	C00～C97

	上皮内新生物
	D00～D09



約款別表6　公的医療保険制度
「公的医療保険制度」とは、つぎのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
(1) 健康保険法
(2) 国民健康保険法
(3) 国家公務員共済組合法
(4) 地方公務員等共済組合法
(5) 私立学校教職員共済法
(6) 船員保険法
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律

約款別表7　医科診療報酬点数表
　「医科診療報酬点数表」とは、手術または放射線治療を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。

約款別表8　歯科診療報酬点数表
　「歯科診療報酬点数表」とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。

ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	がん以外疾病入院給付金

手術給付金
	(1) 契約者・被保険者の故意・重大な過失
(2) 被保険者の犯罪行為
(3) 被保険者の精神障害を原因とする事故
(4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転・これに相当する運転をしている間に生じた事故
(7) 被保険者の薬物依存
(8) 地震・噴火・津波(注1)
(9) 戦争その他の変乱(注1)

	災害入院給付金
	上記「がん以外疾病入院給付金　手術給付金」の免責事由(1)～(6)
および(8)(9) (注1)

	がん入院給付金
	なし

	入院サポート給付金
	なし

	死亡給付金
	契約者または死亡給付金受取人の故意

	保険料払込の免除
（1）
	(1) 契約者・被保険者の故意
(2) 戦争その他の変乱(注2)

	保険料払込の免除
（2）
	上記「がん以外疾病入院給付金　手術給付金」の免責事由(1)～(6)
および(8)(9) (注2)


（注1）(8)(9)により給付金の支払事由に該当した場合でも、これらの事由により給付金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、その程度に応じ、給付金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがある。
（注2）被保険者が地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により保険料払込の免除事由に該当した場合でも、これらの事由により保険料払込の免除事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、保険料の払込を免除することがある。




第2編　主契約



旧日本興亜生命の商品の概要　0

旧日本興亜生命の商品の概要　74

旧日本興亜生命の商品の概要　69
（５）解約返戻金に関する了知確認
・保険料払込期間中の解約・減額・失効の場合、解約返戻金がない旨、および保険料払込期間満了後の解約・減額・失効の場合、解約返戻金は入院給付金日額に10を乗じた額となる旨、「契約概要」、「注意喚起情報」および「ご契約のしおり・約款」で説明し申込書の了知欄に自署・押印をしていただきます。

旧日本興亜生命の商品の概要　70
18．医療保険 2008年8月2日以降販売停止

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	2001年1月
～2001年4月1日
	2001年1月
～2001年4月1日
	2001年4月2日
～2008年8月1日



（２）仕組み
　〈終身タイプ〉
 (
終身保障
保険料払込期間
歳払込または終身払込
契約日
疾病入院給付金・災害入院給付金
手術給付金
)




　〈定期タイプ〉
 (
疾病入院給付金・災害入院給付金
手術給付金
満期日
保険期間
契約日
自
動
更
新
)





（３）特長
ａ．病気・けがにより2日以上入院したとき初日から保障。
ｂ．所定の手術を保障。
ｃ．入院給付金の支払限度日数は60日型、120日型、1,095日型から選択でき、病気・けがそれぞれ通算1,095日まで保障。
ｄ．終身タイプと定期タイプがあり、いずれも満期保険金はない。
ｅ．終身タイプは、「解約返戻金に関する特則」を付加することで、解約返戻金を終身にわたってなくすかわりに、保険料を割安にすることができる（解約返戻金のあるタイプもある）。
ｆ．定期タイプは、保険期間満了時にどのような健康状態でも、80歳まで自動更新することができる（保険料は、更新時の年齢・保険料率で計算するため、概ね更新前よりも高くなる。）
ｇ．家族の医療保障も同時に準備できる。本人以外の入院給付金日額は本人の6割。
	型
	被保険者の範囲

	本人型
	主たる被保険者

	
	主たる被保険者

	本人・配偶者・子型
	配偶者（主たる被保険者と同一戸籍にその配偶者として記載されている者（この保険契約の締結後にその戸籍に記載されるに至った者を含む））

	
	子（主たる被保険者と同一戸籍にその子として記載されている満22歳未満の者（保険契約の締結後にその戸籍に記載されるに至った満22歳未満の者を含む。））

	本人・配偶者型
	主たる被保険者、配偶者

	本人・子型
	主たる被保険者、子


ｈ．契約者貸付、保険料の振替貸付、延長定期保険または払済保険への変更は、取り扱わない。


（４）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の種類
	支　払　事　由（注1）
	支払額
	受取人

	疾病入院給付金
	被保険者が保険期間中につぎの条件をすべて満たす入院をしたとき
(1) 責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因とする入院
(2) 疾病の治療が目的
(3) 入院日数が継続して2日以上
(4) 病院または診療所における入院
	入院1回につき、
入院給付金日額×
入院日数
	

	災害入院給付金
	被保険者が保険期間中につぎの条件をすべて満たす入院をしたとき
(1) 責任開始期以後に発生した不慮の事故（約款別表2）を直接の原因とする入院
(2) 傷害の治療が目的
(3) 不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院
(4) 同一の不慮の事故による入院日数が継続して2日以上
(5) 病院または診療所における入院
	同一の不慮の事故による入院1回につき、
入院給付金日額×
入院日数
	主たる被保険者（注２）

	手術給付金
	被保険者が保険期間中につぎの条件のすべてを満たす手術を受けたとき
(1) つぎのいずれかに該当する手術であること
(ア) 責任開始期以後に生じたつぎのいずれかを直接の原因とし、疾病または傷害の治療を直接の目的とする手術
①疾病
②不慮の事故による傷害
③不慮の事故以外の外因による傷害
(イ) 組織の機能に障害がある者に対して移植することを目的として、責任開始期の属する日からその日を含めて1年を経過した日以後に行なわれた骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術（骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。）（注4）
(2) 約款別表5に定める手術
(3) 病院または診療所における手術
	手術1回につき、入院給付金日額に手術の種類に応じて約款別表5に定める給付倍率（10･20･40倍）を乗じた金額
	

	保険料払込の免除
	(1) 主たる被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険料払込期間中に高度障害状態（約款別表3）に該当したとき

	
	(2) 主たる被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故（約款別表2）による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態（約款別表4）に該当したとき


（注1） 別表2、別表3、別表4 は「1．５年ごと利差配当付終身保険」参照
（注2） 保険契約者が法人で保険契約者から申し出があり、会社がその旨証券に記載したときは給付金の受取人は法人。
（注3） 約款別表5
　「手術」とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えること、または、組織の機能に障害がある者に対して移植することを目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術をいい、下表の手術番号1～89を指します。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。
		手術番号	手術の種類
	給付倍率

	§皮膚・乳房の手術
	

		1	植皮術（25cm2未満は除く。）
	20

		2	乳房切断術
	20

	§筋骨の手術（抜釘術は除く。）
	

		3	骨移植術
	20

		4	骨髄炎・骨結核手術（膿瘍の単なる切開は除く。）
	20

		5	頭蓋骨観血手術（鼻骨・鼻中隔を除く。）
	20

		6	鼻骨観血手術（鼻中隔弯曲症手術を除く。）
	10

		7	上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術（歯・歯肉の処置に伴うものを除く。）
	20

		8	脊椎・骨盤観血手術
	20

		9	鎖骨・肩胛骨・肋骨・胸骨観血手術
	10

		10	四肢切断術（手指・足指を除く。）
	20

		11	切断四肢再接合術（骨・関節の離断に伴うもの。）
	20

		12	四肢骨・四肢関節観血手術（手指・足指を除く。）
	10

		13	筋・腱・靱帯観血手術（手指・足指を除く。筋炎・結節腫・粘液腫手術は除く。）
	10

	§呼吸器・胸部の手術
	

		14	慢性副鼻腔炎根本手術
	10

		15	喉頭全摘除術
	20

		16	気管・気管支・肺・胸膜手術（開胸術を伴うもの。）
	20

		17	胸郭形成術
	20

		18	縦隔腫瘍摘出術
	40

	§循環器・脾の手術
	

		19	観血的血管形成術（血液透析用外シャント形成術を除く。）
	20

		20	静脈瘤根本手術
	10

		21	大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術（開胸・開腹術を伴うもの。）
	40

		22	心膜切開・縫合術
	20

		23	直視下心臓内手術
	40

		24	体内用ペースメーカー埋込術
	20

		25	脾摘除術
	20

	§消化器の手術
	

		26	耳下腺腫瘍摘出術
	20

		27	顎下腺腫瘍摘出術
	10

		28	食道離断術
	40

		29	胃切除術
	40

		30	その他の胃・食道手術（開胸・開腹術を伴うもの。）
	20

		31	腹膜炎手術
	20

		32	肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術
	20

		33	ヘルニア根本手術
	10

		34	虫垂切除術・盲腸縫縮術
	10

		35	直腸脱根本手術
	20

		36	その他の腸・腸間膜手術（開腹術を伴うもの。）
	20

		37	痔瘻・脱肛・痔核根本手術（根治を目的としたもので、処置・単なる痔核のみの手術は除く。）
	10

	§尿・性器の手術
	

		38	腎移植手術（受容者に限る。）
	40

		39	腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術（経尿道的操作は除く。）
	20

		40	尿道狭窄観血手術（経尿道的操作は除く。）
	20

		41	尿瘻閉鎖観血手術（経尿道的操作は除く。）
	20

		42	陰茎切断術
	40

		43	睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術
	20

		44	陰嚢水腫根本手術
	10

		45	子宮広汎全摘除術（単純子宮全摘などの子宮全摘除術は除く。）
	40

		46	子宮頸管形成術・子宮頸管縫縮術
	10

		47	帝王切開娩出術
	10

		48	子宮外妊娠手術
	20

		49	子宮脱・膣脱手術
	20

		50	その他の子宮手術（子宮頸管ポリープ切除術・人工妊娠中絶術を除く。）
	20

		51	卵管・卵巣観血手術（経膣的操作は除く。）
	20

		52	その他の卵管・卵巣手術
	10

	§内分泌器の手術
	

		53	下垂体腫瘍摘除術
	40

		54	甲状腺手術
	20

		55	副腎全摘除術
	20

	§神経の手術
	

		56	頭蓋内観血手術
	40

		57	神経観血手術（形成術・移植術・切除術・減圧術・開放術・捻除術。）
	20

		58	観血的脊髄腫瘍摘出手術
	40

		59	脊髄硬膜内外観血手術
	20

	§感覚器・視器の手術
	

		60	眼瞼下垂症手術
	10

		61	涙小管形成術
	10

		62	涙嚢鼻腔吻合術
	10

		63	結膜嚢形成術
	10

		64	角膜移植術
	10

		65	観血的前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去術
	10

		66	虹彩前後癒着剥離術
	10

		67	緑内障観血手術
	20

		68	白内障・水晶体観血手術
	20

		69	硝子体観血手術
	10

		70	網膜剥離症手術
	10

		71	レーザー・冷凍凝固による眼球手術（施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。）
	10

		72	眼球摘除術・組織充填術
	20

		73	眼窩腫瘍摘出術
	20

		74	眼筋移植術
	10

	§感覚器・聴器の手術
	

		75	観血的鼓膜・鼓室形成術
	20

		76	乳様洞削開術
	10

		77	中耳根本手術
	20

		78	内耳観血手術
	20

		79	聴神経腫瘍摘出術
	40

	§悪性新生物の手術
	

		80	悪性新生物根治手術（ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術を除く。）
	40

		81	悪性新生物温熱療法（施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。）
	10

		82	その他の悪性新生物手術（ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術を含む。）
	20

	§上記以外の手術
	

		83	上記以外の開頭術
	20

		84	上記以外の開胸術
	20

		85	上記以外の開腹術
	10

		86	衝撃波による体内結石破砕術（施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。）
	20

		87	ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術（検査・処置は含まない。施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。）
	10

	§新生物根治放射線照射
	

		88	新生物根治放射線照射（ 50グレイ以上の照射で、施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。）
	10

	§骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術
	

		89	組織の機能に障害がある者に対して移植することを目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術（骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。）（注4）
	20


（注4）骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術による手術給付金の支払限度は、保険期間を通じて２回。なお、令和6年10月1日以前に受けた採取術については、1回の支払を限度とする。

ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	疾病入院給付金

手術給付金
	(1) 契約者・主たる被保険者・当該被保険者の故意・重大な過失
(2) 当該被保険者の犯罪行為
(3) 当該被保険者の精神障害を原因とする事故
(4) 当該被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(5) 当該被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(6) 当該被保険者が法令に定める酒気帯び運転・これに相当する運転をしている間に生じた事故
(7) 当該被保険者の薬物依存
(8) 地震・噴火・津波（注1）
(9) 戦争その他の変乱（注1）

	災害入院給付金
	上記「疾病入院給付金  手術給付金」の免責事由(1)～(6)および(8)(9)　
（注1）

	保険料払込の免除（1）
	(1) 契約者・主たる被保険者の故意
(2) 戦争その他の変乱（注2）

	保険料払込の免除（2）
	(1) 契約者または主たる被保険者の故意・重大な過失
(2) 主たる被保険者の犯罪行為
(3) 主たる被保険者の精神障害を原因とする事故
(4) 主たる被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(5) 主たる被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(6) 主たる被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(7) 地震・噴火・津波（注3）
(8) 戦争その他の変乱（注3）


（注1）地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により給付金の支払事由に該当した場合でも、これらの事由により給付金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、その程度に応じ、給付金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがある。
（注2）高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、保険料の払込を免除することがある。
（注3）（7）（8）の原因による身体障害の状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、保険料の払込を免除することがある。

（５）解約返戻金に関する特則を付加した契約の取扱
・保険期間、保険料払込期間がともに終身である契約に限り、「解約返戻金に関する特則」を付加できる。
・終身保険特約（医療保険・がん保険）、定期保険特約（医療保険・がん保険）は付加できない。
・解約返戻金がない旨「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」で説明し申込書の了知欄に自署・押印をしていただく。


19．日額増減型医療保険 2005年11月2日以降販売停止

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	－
	－
	2001年4月2日
～2005年11月1日



（２）仕組み
 (
終身保障
保険料払込期間
60歳払込または終身払込
契約日
疾病入院給付金・災害入院給付金
手術給付金
第一保険期間
第二保険期間
)






（３）特長
ａ．60歳以降、病気・けがによる保障が2倍となる医療保険。
保険期間を第一保険期間と第二保険期間に分け、第二保険期間の入院給付金日額は、第一保険期間の基本入院給付金日額の2倍となる。
ｂ．病気・けがにより2日以上入院した場合、初日から保障。
ｃ．所定の手術を保障。第二保険期間は入院給付金日額が２倍となるので、手術給付金額も入院給付金日額に応じて2倍となる。
ｄ．入院給付金の支払限度日数は60日型、120日型、1,095日型から選択でき、病気・けがそれぞれ通算1,095日まで保障。
ｅ．「解約返戻金に関する特則」を付加することで、解約返戻金を終身にわたってなくすかわりに、保険料を割安にすることができる（解約返戻金のあるタイプもある）。
ｆ．契約者貸付、保険料の振替貸付、延長定期保険または払済保険への変更は、取り扱わない。
ｇ．被保険者は本人のみ（家族型はない）。
ｈ．法人契約は取り扱わない。

（４）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の種類
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	疾病入院給付金
災害入院給付金
	18.医療保険と同じ
	入院1回につき、
入院日における入院給付金日額×入院日数
	被保険者


	手術給付金
	18.医療保険と同じ
	手術1回につき、
手術を開始した日における入院給付金日額に応じて約款別表（注）に定める給付金倍率（10･20･40倍）を乗じた金額
	

	保険料払込の免除
	18.医療保険と同じ（ただし、被保険者は本人のみなので、「主たる被保険者」は「被保険者」と読み替える。）


（注）約款別表5　に定める手術は、「18.医療保険　約款別表5」と同じ


ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	疾病入院給付金
手術給付金
災害入院給付金
保険料払込の免除
	18.医療保険と同じ
（ただし、被保険者は本人のみなので、「主たる被保険者」「当該被保険者」は「被保険者」と読み替える。）



（５）解約返戻金に関する特則を付加した契約の取扱
・保険料払込期間が終身である契約に限り、「解約返戻金に関する特則」を付加できる。
・終身保険特約（医療保険・がん保険）は付加できない。
・解約返戻金がない旨「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」で説明し申込書の了知欄に自署・押印をしていただく。



20．がん保険　2011年10月2日以降販売停止

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	2001年1月
～2001年4月1日
	2001年1月
～2001年4月1日
	2001年4月2日
～2011年10月1日



（２）仕組み
 (
終身保障
保険料払込期間
歳払込または終身払込
契約日
がん入院給付金
がん手術給付金
待機期間
90日
)





（３）特長
ａ．がんによる入院、手術を保障。
ｂ．日帰り入院も保障。
ｃ．上皮内がんも保障対象。
ｄ．入院給付金の支払日数は、１入院あたり・通算とも無制限。
ｅ．「解約返戻金に関する特則」を付加することで、解約返戻金を終身にわたってなくすかわりに、保険料を割安にすることができる（解約返戻金のあるタイプもある）。
ｆ．家族の保障も同時に準備できる（本人・配偶者型、本人・子型、本人・配偶者・子型を選択した場合）。本人以外のがん入院給付金日額は本人の6割。
本人・配偶者型、本人・子型、本人・配偶者・子型は、2009年2月2日以降販売停止（本人型のみ取り扱う）。
ｇ．契約者貸付、保険料の振替貸付、延長定期保険または払済保険への変更は、取り扱わない。

（４）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の種類
	支 払 事 由（注1）
	支払額
	受取人

	がん入院給付金
	被保険者が責任開始期（注3 ）以後の保険期間中につぎの条件をすべて満たす入院をしたとき
(1) 責任開始期以後に初めてがん（約款別表5）と診断確定されたこと
(2) 診断確定されたがんの治療を直接の目的とする入院
(3) 病院または診療所における入院
	入院給付金日額×
入院日数
	主たる被保険者(注２)

	がん手術給付金
	被保険者が責任開始期以後の保険期間中につぎの条件のすべてを満たす手術を受けたとき
(1) 責任開始期以後に初めて診断確定されたがんの治療を直接の目的とする手術
(2) 約款別表6に定める手術
(3) 病院または診療所における手術
	手術1回につき、入院給付金日額に手術の種類に応じて約款別表6に定める給付倍率（10･20･40倍）を乗じた金額
	

	保険料払込の免除
	18. 医療保険　※ と同じ
※
(1)主たる被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険料払込期間中に高度障害状態（約款別表3）に該当したとき
(2)主たる被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故（約款別表2）による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態（約款別表4）に該当したとき



（注1） 別表2、別表3、別表4  は「1．５年ごと利差配当付終身保険」参照
（注2） 保険契約者が法人で保険契約者から申し出があり、会社がその旨証券に記載したときは給付金の受取人は法人。
（注3）「責任開始期」とは、「申込・告知・第一回保険料の領収」が完了した日（＝保険期間の始期）から、その日を含めて90日を経過した日の翌日のことを指す。保険料の払込免除については、保険期間の始期から保険契約上の責任を負う。

約款別表5　対象となる悪性新生物
　対象となる悪性新生物とは、昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要、昭和54年版」によるものとします。
	分類項目
	基本分類表番号

	口唇、口腔および咽頭の悪性新生物
	140～149

	消化器および腹膜の悪性新生物
	150～159

	呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物
	160～165

	骨、結合組織、皮膚、および乳房の悪性新生物
	170～175

	泌尿生殖器の悪性新生物
	179～189

	その他および部位不明の悪性新生物
	190～199

	リンパ組織および造血組織の悪性新生物
	200～208

	上皮内癌
	230～234





約款別表6　対象となる手術および給付倍率表
	手術の種類
	給付倍率

	1. 　悪性新生物根治手術（ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術を除く。）
	40

	2. 　悪性新生物温熱療法（施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。）
	10

	3. 　その他の悪性新生物手術（ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術を含む。）
	20

	4. 　悪性新生物根治放射線照射（悪性新生物の治療を目的とした 50グレイ以上の照射で、施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。）
	10





ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	がん入院給付金
がん手術給付金
	なし

	保険料払込の免除
（1）
	(1) 契約者・主たる被保険者の故意
(2) 戦争その他の変乱（注2）

	保険料払込の免除
（2）
	(1) 契約者または主たる被保険者の故意・重大な過失
(2) 主たる被保険者の犯罪行為
(3) 主たる被保険者の精神障害を原因とする事故
(4) 主たる被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(5) 主たる被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(6) 主たる被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(7) 地震・噴火・津波（注3）
(8) 戦争その他の変乱（注3）


（注1）地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により給付金の支払事由に該当した場合でも、これらの事由により給付金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、その程度に応じ、給付金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがある。
（注2）高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、保険料の払込を免除することがある。
（注3）（7）（8）の原因による身体障害の状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、保険料の払込を免除することがある。

（５）解約返戻金に関する特則を付加した契約の取扱
・保険料払込期間が終身である契約は、「解約返戻金に関する特則」を付加できる。
・終身保険特約（医療保険・がん保険）は付加できない。
・解約返戻金がない旨「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」で説明し申込書の了知欄に自署・押印をしていただく。

21．日額増減型がん保険 2005年11月2日以降販売停止

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	－
	－
	2001年4月2日
～2005年11月1日



（２）仕組み
 (
終身保障
保険料払込期間
60歳払込または終身払込
契約日
がん入院給付金
がん手術給付金
第一保険期間
第二保険期間
待機
期間
90日
)






（３）特長
ａ．60歳以降、保障が2倍となるがん保険。
保険期間を第一保険期間と第二保険期間に分け、第二保険期間の入院給付金日額は、第一保険期間の基本入院給付金日額の２倍となる。
ｂ．日帰り入院も保障。
ｃ．所定の手術を保障。第二保険期間は入院給付金日額が2倍となるので、手術給付金額も入院給付金日額に応じて２倍となる。
ｄ．上皮内がんも保障対象。
ｅ．入院給付金の支払日数は、1入院あたり・通算とも無制限。
ｆ．「解約返戻金に関する特則」を付加することで、解約返戻金を終身にわたってなくすかわりに、保険料を割安にすることができる（解約返戻金のあるタイプもある）。
ｇ．契約者貸付、保険料の振替貸付、延長定期保険または払済保険への変更は、取り扱わない。
ｈ．被保険者は本人のみ（家族型はない）。
ｉ．法人契約は取り扱わない。

（４）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の種類
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	がん入院給付金

	20.がん保険と同じ
	入院１回につき、
入院日における入院給付金日額×入院日数
	被保険者

	がん手術給付金
	20.がん保険と同じ
	手術１回につき、
手術を開始した日における入院給付金日額に応じて約款別表に定める給付金倍率（10･20･40倍）を乗じた金額
	

	保険料払込の免除
	20.がん保険と同じ（ただし、被保険者は本人のみなので、「主たる被保険者」は「被保険者」と読み替える。）




ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	がん入院給付金
がん手術給付金
	なし

	保険料払込の免除
	20.がん保険と同じ（ただし、被保険者は本人のみなので、「主たる被保険者」は「被保険者」と読み替える。）



（５）解約返戻金に関する特則を付加した契約の取扱
・保険料払込期間が終身である契約は、「解約返戻金に関する特則」を付加できる。
・終身保険特約（医療保険・がん保険）は付加できない。
・解約返戻金がない旨「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」で説明し申込書の了知欄に自署・押印をしていただく。




旧日本興亜生命の商品の概要　82
  　　　　　　　　　　　　　　　

旧日本興亜生命の商品の概要　83



第３編

特約













　死亡保障を大きくする特約　
1．平準定期保険特約
（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	1996年10月
～2001年4月1日
	―
（注）
	2001年4月2日～


（注）2.定期保険特約　参照

（２）仕組み
 (
死亡・高度障害保障
契約日　←－　特約の保険期間　－→　特約満了
〈　終身保険に付加した場合　〉
)　
　
　
　
　
　
　


・被保険者が特約の保険期間中に死亡し、または所定の高度障害状態になった場合に、特約死亡保険金または特約高度障害保険金を支払う特約。
・特約死亡保険金額および特約高度障害保険金額は同額。
・主契約の保険料払込期間内で最長85歳まで更新できる。

（３）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の名称
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	特約死亡保険金
	被保険者が特約の保険期間中に死亡したとき
	特約保険金額
	主契約の死亡保険金受取人

	特約高度障害保険金
	被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として特約の保険期間中に所定の高度障害状態（特約条項別表2）に該当したとき
	特約保険金額
	主契約の高度障害保険金の受取人

	特約保険料の払込免除
	主約款の規定により、主契約の保険料払込が免除された場合、同時に特約の保険料払込を免除



ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	特約死亡保険金
	(1) 責任開始期（または復活日、復旧日）から3 年以内(注1)の自殺
(2) 契約者・主契約の死亡保険金受取人の故意
(3) 戦争その他の変乱（注2）

	特約高度障害保険金
	(1) 契約者・被保険者の故意
(2) 戦争その他の変乱（注2）



（注1）自殺免責に関わる以前の取扱
	
	～2001年4月1日
	2001年4月2日～
2007年4月1日
	2007年4月2日～

	旧興亜まごころ
	1年
	－
	－

	旧日本興亜
	－
	2年
	3年


更新後の特約では、更新後の特約条項が適用される。例えば、自殺免責1年の特約が更新した場合、更新時の特約条項により免責期間は、新たに2年あるいは3年となる。更新後の特約において契約が復活した場合は、復活日から2年あるいは3年以内の自殺は免責となる。

（注2）被保険者が戦争その他の変乱によって死亡し、または高度障害状態に該当した場合でも、その原因によって死亡し、または高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、その程度に応じ、特約死亡保険金または特約高度障害保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがある。

2．定期保険特約 　2001年4月2日以降販売停止
 旧　日本火災パートナー生命販売商品 

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	－
	1996年10月
～2001年4月1日
	－



（２）仕組み
 (
死亡・高度障害保障
契約日　←－　特約の保険期間　－→　特約満了
〈　終身保険に付加した場合　〉
)　
　
　
　
　

・被保険者が特約の保険期間中に死亡し、または所定の高度障害状態になった場合に、死亡保険金または高度障害保険金を支払う特約。
・死亡保険金額および高度障害保険金額は同額
· 主契約の保険料払込期間内で更新できる。（（4）更新時の取扱　参照）

（３）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の名称
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	死亡保険金
	被保険者が特約の保険期間中に死亡したとき
	死亡保険金額
	主契約の死亡保険金受取人

	高度障害保険金
	被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として特約の保険期間中に所定の高度障害状態に該当したとき
	死亡保険金額と同額
	主契約の高度障害保険金の受取人

	保険料払込の免除
	主約款の規定により、主契約の保険料払込が免除された場合、同時に特約の保険料払込を免除



ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	死亡保険金
	(1) 責任開始期（または復活日、復旧日）から2年以内（注1）の自殺
(2) 契約者・主契約の死亡保険金受取人の故意
(3) 戦争その他の変乱（注2）

	高度障害保険金
	(1) 契約者の故意・主契約またはこの特約の被保険者の故意
(2) 戦争その他の変乱（注2）


 (注1)自殺免責に関わる以前の取扱
	
	～2000年5月1日
	2000年5月2日～
2001年4月1日

	旧日火パートナー
	1年
	2年


更新後の特約では、更新後の特約条項が適用される。例えば、自殺免責1 年の特約が更新した場合、更新時の特約条項により免責期間は、新たに2年あるいは3年となる。更新後の特約において契約が復活した場合は、復活日から2年あるいは3年以内の自殺は免責となる。
（注2）「1.平準定期保険特約（3）保障内容　ｂ．免責事由」参照
（４）更新時の取扱
平準定期保険特約として主契約の保険料払込期間内で最長85歳まで自動更新。

3.生存給付金付定期保険特約 　2001年4月2日以降販売停止
 旧　興亜火災まごころ生命販売商品 
 旧　日本火災パートナー生命販売商品 

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	1996年10月
～1999年4月1日
	1996年10月
～2001年4月1日
	－



 (
〈　終身保険に付加した場合　〉
契約日　←－　特約の保険期間　－→　特約満了
死亡・高度障害保障
特約生存給付金
)（２）仕組み
　
　

　


　
　

	旧 興亜まごころ
	･被保険者が3年ごとの年単位の契約応当日の前日の満了時に生存しているとき特約保険金額の10%を、特約保険期間満了時に特約保険金額の20%を特約生存給付金として支払う特約

	旧 日火パートナー
	(1)Ⅰ型
 被保険者が3年毎の年単位の契約応当日の前日の満了時または特約保険期間満了時に生存しているとき特約保険金額の10%を生存給付金として支払う特約。
(2)Ⅱ型
 被保険者が5年毎の年単位の契約応当日の前日の満了時または特約保険期間満了時に生存しているとき特約保険金額の10%を生存給付金として支払う特約。

	共通
	･被保険者が特約の保険期間中に死亡し、または所定の高度障害状態になった場合に、死亡保険金または高度障害保険金を支払う。
･特約死亡保険金額および特約高度障害保険金額は同額。
･主契約の保険料払込期間内で更新できる。（ (4) 更新時の取扱参照）



（３）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の名称
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	（旧 興亜まごころ）
特約死亡保険金
	被保険者が特約の保険期間中に死亡したとき
	特約保険金額
	主契約の死亡保険金受取人

	（旧日火パートナー）
死亡保険金
	
	基本保険金額と同額
	

	
	
	
	

	（旧 興亜まごころ）特約高度障害保険金
	被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として特約の保険期間中に所定の高度障害状態に該当したとき
	特約保険金額
	主契約の高度障害保険金の受取人

	（旧日火パートナー）
高度障害保険金
	
	基本保険金額と同額
	

	（旧 興亜まごころ）
特約生存給付金

	被保険者がこの特約の保険期間中に到来する3年ごとの年単位の契約応当日の前日（この特約の保険期間の満了日を除く。）の満了時に生存しているとき。
	特約保険金額の10%

	保険契約者

	
	被保険者がこの特約の保険期間のの満了時に生存しているとき。
	特約保険金額の20%
	

	（旧日火パートナー）
生存給付金
	特約の型に応じて次のとおり
(1)Ⅰ型
被保険者が特約の保険期間中に到来する3年毎の年単位の契約応当日の前日の満了時または特約の保険期間の満了時に生存しているとき
(2)Ⅱ型
被保険者が特約の保険期間中に到来する5年毎の年単位の契約応当日の前日の満了時または特約の保険期間の満了時に生存しているとき
	基本保険金額の10%

	保険契約者

	保険料払込の免除
	主約款の規定により、主契約の保険料払込が免除された場合、同時に特約の保険料払込を免除



ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	特約死亡保険金
	(1) 責任開始期（または復活日、復旧日）から2 年以内（注1）の自殺
(2) 契約者・主契約の死亡保険金受取人の故意
(3) 戦争その他の変乱（注2）

	特約高度障害保険金
	(1) 契約者・被保険者の故意
(2) 戦争その他の変乱（注2）

	特約生存給付金
	なし


（注1）自殺免責に関わる以前の取扱
	
	～1999年4月1日
	1999年4月2日～
2000年5月1日
	2000年5月2日～
2001年4月1日

	旧興亜まごころ
	1年
	－
	－

	旧日火パートナー
	1年
	1年
	2年


更新後の特約では、更新後の特約条項が適用される。例えば、自殺免責1 年の特約が更新した場合、更新時の特約条項により免責期間は、新たに2年あるいは3年となる。更新後の特約において契約が復活した場合は、復活日から2年あるいは3年以内の自殺は免責となる。
（注2）「1.平準定期保険特約（3）保障内容　ｂ．免責事由」参照


（４）更新時の取扱
ａ．主契約と同時に更新する場合
主契約が定期保険で、主契約と同時に更新する場合（主契約の保険期間および保険料払込期間が特約と同一）は、更新前の生存給付金付定期保険特約の死亡保険金額を更新前の定期保険の死亡保険金額に加えて更新する。
〈イメージ図〉
 (
生存給付金付定期保険特約
更新前
定期保険（主契約）
更新後
定期保険（主契約）
生存給付金付定期保険特約
平準定期保険特約
主契約が終身保険の場合
)




ｂ．特約のみ更新する場合
主契約が終身保険、養老保険、または定期保険で、主契約の保険料払込期間が特約の保険期間および保険料払込期間より長く、特約のみ更新する場合、生存給付金付定期保険特約は死亡保険金額が同額の平準定期保険特約として更新する。
〈イメージ図〉








4．逓減定期保険特約

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	1996年10月
～2001年4月1日
	1996年10月
～2001年4月1日
	2001年4月2日～



（２）仕組み
 (
　死亡・高度障害保障
　　（特約保険金額）
契約日　←－　特約の保険期間　－→　特約満了
〈　終身保険に付加した場合　〉
特約基本保険金額
)　　
　
　
　
　
　




・被保険者がこの特約の保険期間中に死亡し、または所定の高度障害状態になった場合に、特約死亡保険金または特約高度障害保険金を支払う特約。
・特約死亡保険金または特約高度障害保険金の支払額である特約保険金額は、保険期間の経過とともに特約の型に応じて契約時の20％・40％・60％となるよう毎年同額ずつ逓減する（旧　日火パートナーは60％のみ取扱い）。
・特約死亡保険金額および特約高度障害保険金額は同額。
・主契約の保険料払込期間内で最長85歳まで更新できる（特約の型が20％型または40％型の場合、平準定期保険特約に変更して更新）。

用語の説明（特約条項第1条参照）
	特約基本保険金額
	特約締結の際の金額。

	特約保険金額
	経過年数に応じてつぎの算式により得られる金額。
1,000円未満の端数が生じたときは、100円の位を切り上げて1,000円単位。
　特約基本保険金額×

	最終保険金額割合
	特約の保険期間の満了保険年度に適用する特約保険金額の特約基本保険金額に対する割合。特約の型に応じてつぎのとおり。
特約の型が20%型の場合	20%
特約の型が40%型の場合	40%
特約の型が60%型の場合	60%

	経過年数
	契約日（更新されたときは更新日）から起算して、主契約の年単位の契約応当日ごとに1年を加えて計算した年数。1年未満の端数は切り捨て。






（３）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の名称
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	特約死亡保険金
	被保険者が特約の保険期間中に死亡したとき
	支払事由が生じたときの特約保険金額（注）
	主契約の死亡保険金受取人

	特約高度障害保険金

	被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として特約の保険期間中に所定の高度障害状態（特約条項別表2）に該当したとき
	支払事由が生じたときの特約保険金額
	主契約の高度障害保険金の受取人

	特約保険料の払込免除
	主約款の規定により、主契約の保険料払込が免除された場合、同時に特約の保険料払込を免除


（注）特約保険金額は下記画面で確認できる。
	
	NKL-Online
	ひまわりオンライン
契約照会（旧日本興亜契約）

	各年度の特約保険金額
	契約内容画面　　7040
	生保機能　契約内容

	特約基本保険金額
	契約担保内容照会7041
	生保機能　契約担保内容



ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	特約死亡保険金
	(1) 責任開始期（または復活日、復旧日）から3 年以内（注1）の自殺
(2) 契約者・主契約の死亡保険金受取人の故意
(3) 戦争その他の変乱（注2）

	特約高度障害保険金
	(1) 契約者・被保険者の故意
(2) 戦争その他の変乱（注2）


（注1）自殺免責に関わる以前の取扱
	
	～2000年5月1日
	2000年5月2日～
2001年4月1日
	2001年4月2日～
2007年4月1日
	2007年4月2日～

	旧興亜まごころ
	1年
	1年
	－
	－

	旧日火パートナー
	1年
	2年
	－
	－

	旧日本興亜
	－
	－
	2年
	3年


更新後の特約では、更新後の特約条項が適用される。例えば、自殺免責1 年の特約が更新した場合、更新時の特約条項により免責期間は、新たに2年あるいは3年となる。更新後の特約において契約が復活した場合は、復活日から2年あるいは3年以内の自殺は免責となる。
（注2）「1.平準定期保険特約（3）保障内容　ｂ．免責事由」参照


5．収入保障保険特約 2004年8月2日以降販売停止

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	1996年10月
～2001年4月1日
	－
	2001年4月2日
～2004年8月1日



（２）仕組み
 (
〈　終身保険に付加した場合　〉　
)　　
 (
契約日　←－　特約の保険期間　－→　特約満了
年金支払期間
年金月額
)　
　
　
 (
　特約年金月額の原資
)　
　








・被保険者がこの特約の保険期間中に死亡、または所定の高度障害状態になった場合に特約遺族年金または特約高度障害年金を支払う特約。
・特約遺族年金額および特約高度障害年金額は同額。
・この特約は、更新しない。

用語の説明（特約条項第1条）
	特約基本年金月額
	特約遺族年金および特約高度障害年金（以下「特約年金」）を支払う場合に基準となる金額として、特約締結の際、定めた金額をいう。

	年金支払期間
	特約年金が支払われる場合に、その支払事由が生じた日から、最終回の特約年金の支払日までの期間をいう。

	特約年金月額
	特約基本年金月額を基準として、特約年金の型と経過年数に応じてつぎの算式により得られる金額をいう。10円未満の端数が生じたときは、１円の位を切り上げて  10円単位とする。
(ｱ) 特約年金の型が定額型の場合　特約基本年金月額
(ｲ) 特約年金の型が逓増型の場合　特約基本年金月額×（１＋0.03×経過年数）

	経過年数
	契約日（更新されたときは更新日）から起算して、主契約の年単位の契約応当日ごとに1年を加えて計算した年数。1年未満の端数は切り捨て。




（３）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の名称
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	特約遺族年金
	被保険者が特約の保険期間中に死亡したとき
	特約年金月額（注）
	主契約の死亡保険金受取人

	特約高度障害年金

	被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として特約の保険期間中に所定の高度障害状態（特約条項別表2）に該当したとき
	特約年金月額
	主契約の高度障害保険金の受取人

	特約保険料の払込免除
	主約款の規定により、主契約の保険料払込が免除された場合、同時に特約の保険料払込を免除


（注）年金を一括受け取りする場合の年金現価は下記画面で確認できる。
	
	NKL-Online
	ひまわりオンライン
契約照会（旧日本興亜契約）

	各年度の年金現価
	契約内容画面　　7040
	生保機能　契約内容

	（参考）年金月額
	契約担保内容照会7041
	生保機能　契約担保内容



ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	特約遺族年金
	(1) 責任開始期（または復活日、復旧日）から2年以内（注1）の自殺
(2) 契約者・主契約の死亡保険金受取人の故意
(3) 戦争その他の変乱（注2）

	特約高度障害年金
	(1) 契約者・被保険者の故意
(2) 戦争その他の変乱（注2）


（注1）自殺免責に関わる以前の取扱
	
	～2001年4月1日
	2001年4月2日～
2004年8月1日

	旧興亜まごころ
	1年
	－

	旧日本興亜
	－
	2年


（注2）被保険者が戦争その他の変乱によって死亡し、または高度障害状態に該当した場合でも、その原因によって死亡し、または高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、その程度に応じ、特約遺族年金または特約高度障害年金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがある。


6．特定疾病保障定期保険特約

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	1996年10月
～2001年4月1日
	－
	2001年4月2日～



 (
死亡・高度障害保障
特定疾病保障
契約日　←－　特約の保険期間　－→　特約満了
〈　終身保険に付加した場合　〉　
)（２）仕組み
　
　
　
　
　
　
　



・被保険者が特約の保険期間中に死亡、特定の疾病により所定の状態または所定の高度障害状態に該当した場合に、特約死亡保険金、特約特定疾病保険金または特約高度障害保険金を支払う特約。
・特約死亡保険金額、特約特定疾病保険金または特約高度障害保険金額は同額。
・主契約の保険料払込期間内で最長85歳まで更新できる。

（３）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の名称
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	特約死亡保険金
	被保険者がこの特約の保険期間中に死亡したとき
	特約保険金額
	主契約の死亡保険金受取人

	特約特定疾病保険金
	(1)悪性新生物（がん）
被保険者がこの特約の責任開始期以後、初めて悪性新生物（特約条項別表2）に罹患し、診断確定されたとき（責任開始期の属する日から90日以内の乳房の悪性新生物を除く）
	特約保険金額
	主契約の高度障害保険金の受取人

	
	(2) 被保険者がこの特約の責任開始期以後の疾病を原因として、この特約の保険期間中につぎのいずれかに該当したとき
(ｱ)急性心筋梗塞
急性心筋梗塞（特約条項別表２）を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき
	
	

	
	(ｲ)脳卒中
脳卒中（特約条項別表2）を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
(ｳ)急性心筋梗塞または脳卒中の治療を直接の目的として、病院または診療所において、次のいずれかの手術を受けたとき（平成29年4月2日以降に受けた手術を対象とします。）
(a) 公的医療保険制度によって保険給付の対象となる医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として定められている手術 
(b) 先進医療に該当する診療行為（診断および検査を目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。）
	
	

	特約高度障害保険金
	被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として特約の保険期間中に所定の高度障害状態（特約条項別表3）に該当したとき
	特約保険金額
	主契約の高度障害保険金の受取人

	特約保険料の払込免除
	主約款の規定により、主契約の保険料払込が免除された場合、同時に特約の保険料払込を免除



（注）約款特約条項　別表対照表
	５年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険、特定疾病保障定期保険
	特定疾病保障定期保険特約
	５年ごと利差配当付終身保険

	別表1 請求書類
	別表1 請求書類
	別表1 請求書類

	別表2 対象となる不慮の事故
	－
	別表2 対象となる不慮の事故

	別表3 対象となる悪性新生物、
　　　急性心筋梗塞、脳卒中
	別表2 対象となる悪性新生物、
　　　急性心筋梗塞、脳卒中
	－

	別表4 対象となる高度障害状態
	別表3 対象となる高度障害状態
	別表3 対象となる高度障害状態

	別表5 対象となる身体障害の状態
	－
	別表4 対象となる身体障害の状態



ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	特約死亡保険金
	(1) 責任開始期（または復活日、復旧日）から3 年以内（注1）の自殺
(2) 契約者・主契約の死亡保険金受取人の故意
(3) 戦争その他の変乱（注2）

	特約特定疾病保険金
	なし

	特約高度障害保険金
	(1) 契約者・被保険者の故意
(2) 戦争その他の変乱（注2）


（注1）自殺免責に関わる以前の取扱
	
	～2001年4月1日
	2001年4月2日～
2007年4月1日
	2007年4月2日～

	旧興亜まごころ
	1年
	－
	－

	旧日本興亜
	－
	2年
	3年


更新後の特約では、更新後の特約条項が適用される。例えば、自殺免責1 年の特約が更新した場合、更新時の特約条項により免責期間は、新たに2年あるいは3年となる。更新後の特約において契約が復活した場合は、復活日から2年あるいは3年以内の自殺は免責となる。
（注2）「1.平準定期保険特約（3）保障内容　ｂ．免責事由」参照



7．配偶者定期保険特約 2007年10月2日以降販売停止
8．こども定期保険特約 2007年10月2日以降販売停止

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	1996年10月
～2001年4月1日
	－
（注）
	2001年4月2日
～2007年10月1日


（注）9.家族定期保険特約（配偶者型）、10.家族定期保険特約（子型）　参照
（２）仕組み
　
　
　
　
　
　
　


・被保険者が特約の保険期間中に死亡し、または所定の高度障害状態になった場合に、特約死亡保険金または特約高度障害保険金を支払う特約。
・特約死亡保険金額および特約高度障害保険金額は同額。
・主契約の保険料払込期間内で最長85歳まで更新できる。ただし、こども定期保険特約の被保険者となれるこどもの年齢範囲は20歳まで。

 (
死亡・高度障害保障
契約日　←－　特約の保険期間　－→　特約満了
〈　終身保険に付加した場合　〉　
)（３）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の名称
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	特約死亡保険金
	被保険者（注3）が特約の保険期間中に死亡したとき
	特約保険金額
	主契約の被保険者

	特約高度障害保険金
	被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として特約の保険期間中に所定の高度障害状態に該当したとき
	特約保険金額
	主契約の被保険者

	特約保険料の払込免除
	主約款の規定により、主契約の保険料払込が免除された場合、同時に特約の保険料払込を免除



ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	特約死亡保険金
	(1) 責任開始期（または復活日、復旧日）から3 年以内（注1）の自殺
(2) 契約者・主契約の被保険者の故意
(3) 戦争その他の変乱（注2）

	特約高度障害保険金
	(1) 契約者の故意・主契約またはこの特約の被保険者の故意
(2) 戦争その他の変乱（注2）




（注1）自殺免責に関わる以前の取扱
	
	～2001年4月1日
	2001年4月2日～
2007年4月1日
	2007年4月2日～
2007年10月1日

	旧興亜まごころ
	1年
	－
	－

	旧日本興亜
	－
	2年
	3年


更新後の特約では、更新後の特約条項が適用される。例えば、自殺免責1 年の特約が更新した場合、更新時の特約条項により免責期間は、新たに2年あるいは3年となる。更新後の特約において契約が復活した場合は、復活日から2年あるいは3年以内の自殺は免責となる。
（注2）「1.平準定期保険特約（3）保障内容　ｂ．免責事由」参照
（注3）
・配偶者定期保険特約における配偶者
	第1条（特約の被保険者の資格の得喪）
1. この特約の被保険者は、特約の締結の際、主契約の被保険者と同一戸籍にその配偶者として記載されている者とし、この特約の締結時にこの特約の被保険者の資格を取得します。
2. この特約の締結後に戸籍上の異動により配偶者に該当しなくなった者については、その異動のあったときから被保険者の資格を喪失します。
3. 前項の場合、配偶者がこの特約の被保険者でなくなったときは、保険契約者は、その事実を証する書類を添えて、すみやかに会社に通知してください。


・こども定期保険特約におけるこども
	第1条（特約の被保険者の資格の得喪）
1. この特約の被保険者は、特約の締結の際、主契約の被保険者と同一戸籍にその子として記載されている出生日から起算して30日以上満年齢20歳未満の者（以下「子」といいます。）とし、この特約の締結時にこの特約の被保険者の資格を取得します。
2. この特約の締結後に子に該当するに至った者については、該当した時にこの特約の被保険者の資格を取得します。
3. この特約の締結後、つぎの各号のいずれかの事由に該当したときからこの特約の被保険者の資格を喪失します。
(1) 戸籍上の異動により子に該当しなくなったとき
(2) 子が満年齢20歳に達した日の直後の主契約の年単位の契約応当日をむかえたとき
(3) 子が高度障害状態（別表2）に該当したとき。ただし、特約高度障害保険金が支払われた場合に限ります。
4. 前項の場合、子がすべてこの特約の被保険者でなくなったときは、保険契約者は、その事実を証する書類を添えて、すみやかに会社に通知してください。




  9．家族定期保険特約（配偶者型） 2001年4月2日以降販売停止
10．家族定期保険特約（子型）     2001年4月2日以降販売停止
 旧　日本火災パートナー生命販売商品 

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	－
	1996年10月
～2001年4月1日
	－


（２）仕組み
 (
死亡・高度障害保障
契約日　←－　特約の保険期間　－→　特約満了
〈　終身保険に付加した場合　〉　
)　
　
　
　
　
　
　
・被保険者が特約の保険期間中に死亡し、または所定の高度障害状態になった場合に、死亡保険金または高度障害保険金を支払う特約。
・死亡保険金額および高度障害保険金額は同額。
· 子型の被保険者は、満20歳未満の子。

（３）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の名称
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	死亡保険金
	被保険者が特約の保険期間中に死亡したとき
	死亡保険金額
	主契約の被保険者

	高度障害保険金
	被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として特約の保険期間中に所定の高度障害状態に該当したとき
	死亡保険金額と同額
	主契約の被保険者

	保険料の払込免除
	主約款の規定により、主契約の保険料払込が免除された場合、同時に特約の保険料払込を免除



ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	死亡保険金
	(1) 責任開始期（または復活日、復旧日）から2年以内（注1）の自殺
(2) 契約者・主契約の死亡保険金受取人の故意
(3) 戦争その他の変乱（注2）

	高度障害保険金
	(1) 契約者の故意・主契約またはこの特約の被保険者の故意
(2) 戦争その他の変乱（注2）


（注1）自殺免責に関わる以前の取扱
	
	～2000年5月1日
	2000年5月2日～
2001年4月1日

	旧日火パートナー
	1年
	2年


更新後の特約では、更新後の特約条項が適用される。例えば、自殺免責1 年の特約が更新した場合、更新時の特約条項により免責期間は、新たに2年あるいは3年となる。更新後の特約において契約が復活した場合は、復活日から2年あるいは3年以内の自殺は免責となる。
（注2）「1.平準定期保険特約（3）保障内容　ｂ．免責事由」参照
（注3）
・家族定期保険特約（配偶者型）における配偶者
	第2条（特約の被保険者）
　この特約の被保険者は、主契約の被保険者と同一戸籍にその夫または妻として記載されている者で、保険契約者が申し出た者とします。


・家族定期保険特約（子型）における子
	第2条（特約の被保険者）
　この特約の被保険者は、次の各号の条件をすべて満たす者のうち、保険契約者が申し出た者とします。
(1) 主契約の被保険者と同一戸籍にその子として記載されている者
(2) この特約の締結日において20歳未満の者



（４）更新時の取扱
家族定期保険特約（配偶者型）は、配偶者定期保険特約として、また
家族定期保険特約（子型）は、こども定期保険特約として自動更新する。

（５）こども定期保険特約と家族定期保険特約（子型）の違い
	
	こども定期保険特約
	家族定期保険特約（子型）

	被保険者範囲
	同一戸籍にその子として記載されている20歳未満の子「全員」
	同一戸籍にその子として記載されている20歳未満の子「のうち契約者が申し出た子」

	子の特定
	無記名式
	記名式

	契約後出生した子の取扱
	契約後に生まれたこどもに関する届け出は不要で自動的に保障される。
	こども単位に契約できる特約であり、契約後に生まれた子の保障はない。個別に契約が必要。

	特約保険期間の満了
	特約解約をしなければ、たとえ被保険者がいなくなっても保険期間満了まで保障は続き、特約保険料は引き落とされる。
（末子登録を行なっていれば末子が20歳となった直後の契約応当日の前に案内を行ない特約解約か末子の再登録を促す。）
	被保険者が20歳に達した日の直後に到来する主契約の契約日の年単位の応当日の前日をもって特約保険期間は満了する。





11．終身保険特約　2001年4月2日以降販売停止
 旧　日本火災パートナー生命販売商品 

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	－
	1996年10月
～2001年4月1日
	－



（２）仕組み
 (
主契約の死亡・高度障害保障
特約の死亡・高度障害保障
)　
　
　
　
・被保険者が死亡し、または所定の高度障害状態になった場合に、死亡保険金または高度障害保険金を支払う特約。
・死亡保険金額および高度障害保険金額は同額。
・頭金として付加可能（現行の一部一時払と同じ機能）

（３）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の名称
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	死亡保険金
	被保険者が死亡したとき
	死亡保険金額
	主契約の死亡保険金受取人

	高度障害保険金
	被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として特約の保険期間中に所定の高度障害状態に該当したとき
	死亡保険金額と同額
	主契約の高度障害保険金の受取人

	保険料払込の免除
	主約款の規定により、主契約の保険料払込が免除された場合、同時に特約の保険料払込を免除



ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	死亡保険金
	(1) 責任開始期（または復活日、復旧日）から 2年以内（注1）の自殺
(2) 契約者・主契約の死亡保険金受取人の故意
(3) 戦争その他の変乱（注2）

	高度障害保険金
	(1) 契約者の故意・主契約またはこの特約の被保険者の故意
(2) 戦争その他の変乱（注2）


（注1）自殺免責に関わる以前の取扱
	
	～2000年5月1日
	2000年5月2日～
2001年4月1日

	旧日火パートナー
	1年
	2年


（注2）「1.平準定期保険特約（3）保障内容　ｂ．免責事由」参照



　災害または疾病を保障する特約　

無解約返戻金期間の設定がある特約の解約返戻金について

共通事項：2005年11月2日、無解約返戻金期間を設定した下記８特約を発売。
従前の８特約は、更新契約のみ対応。

つぎの特約は、特約無解約返戻金期間（特約保険料払込期間）中に解約または減額すると特約の解約返戻金はない
①対象特約
	新災害割増特約　　　　　　　新傷害特約
新災害入院特約　　　　　　　新疾病入院特約
新災害退院後療養特約　　　　新疾病退院後療養特約
新成人病保障特約　　　　　　新女性医療特約



②特約保険料の払込の違いによる解約返戻金の有無
	特約保険料の払込方法
	特約の解約返戻金の有無

	特約保険料の払込期間が特約の保険期間と同じ場合（特約全期払）
	特約の解約返戻金はない

	特約保険料の払込期間が特約の保険期間より短い場合（特約短期払）
	（特約保険料払込期間中）
特約の解約返戻金はない

	

	（特約保険料払込期間満了後）
通常の方法で経過年月数に応じて計算した解約返戻金額の30％



 (
保険料払込期間
保険期間
（→経過期間）
（↑金額）
) (
払込保険料累計
通常の方法で経過年月数に応じて計算した解約返戻金額
解約返戻金
30％
)







12．新災害割増特約

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	－
	－
	2005年11月2日～




（２）仕組み
・被保険者が不慮の事故または所定の感染症によって、死亡または所定の高度障害状態になった場合に、災害死亡保険金または災害高度障害保険金を支払う特約。

・特約無解約返戻金期間（特約保険料払込期間）中の特約の解約返戻金はない。

（３）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の名称
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	災害死亡保険金
	被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故（特約条項別表2）を直接の原因として、特約の保険期間中にその事故の日から180日以内に死亡したとき
または　責任開始期以後に発病した所定の感染症（注）を直接の原因として死亡したとき
	災害死亡保険金額
	主契約の死亡保険金受取人

	災害高度障害保険金
	被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故（特約条項別表2）を直接の原因として、特約の保険期間中にその事故の日から180日以内に所定の高度障害状態（特約条項別表3）に該当したとき
または　責任開始期以後に発病した所定の感染症（注）を直接の原因として所定の高度障害状態に該当したとき
	災害死亡保険金額と同額
	主契約の高度障害保険金の受取人

	特約保険料の払込免除
	主約款の規定により、主契約の保険料払込が免除された場合、同時に特約の保険料払込を免除


（注）対象となる感染症は、「主契約16．５年ごと利差配当付こども保険（4）保障内容　ａ支払事由」と同じ。



ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	災害死亡保険金


	(1) 契約者・被保険者の故意・重大な過失
(2) 災害死亡保険金の受取人の故意・重大な過失
(3) 被保険者の犯罪行為
(4) 被保険者の精神障害を原因とする事故
(5) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(6) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(7) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(8) 地震・噴火・津波（注）
(9) 戦争その他の変乱（注）

	災害高度障害保険金
	上記災害死亡保険金免責事由 (1)および(3)～(9)と同じ。（注）


（注）(8)(9)の原因によって死亡し、または高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、その程度に応じ、災害死亡保険金または災害高度障害保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがある。



12-2．災害割増特約 2005年11月2日以降販売停止

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	1996年10月
～2001年4月1日
	1996年10月
～2001年4月1日
	2001年4月2日
～2005年11月1日



 (２) 仕組み
特約無解約返戻金期間の設定がない（解約返戻金は通常である）ことのほかは、「12．新災害割増特約」と同じ。


13．新傷害特約

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	－
	－
	2005年11月2日～




（２）仕組み
・被保険者が不慮の事故または所定の感染症によって死亡した場合には災害死亡保険金を、不慮の事故によって身体に障害を受けた場合には、所定の障害給付金を支払う特約。
・特約無解約返戻金期間（特約保険料払込期間）中の特約の解約返戻金はない。
・特約の締結の際、被保険者の範囲（本人型、本人・配偶者・子型、本人・配偶者型、本人・子型）を選択することができる。
本人・配偶者型、本人・子型、本人・配偶者・子型は、2009年2月2日以降販売停止（本人型のみ取り扱う）。

（３）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の名称
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	災害死亡保険金
	被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故（特約条項別表2）を直接の原因として、特約の保険期間中にその事故の日から180日以内に死亡したとき
または責任開始期以後に発病した所定の感染症（注1）を直接の原因として死亡したとき
	災害死亡保険金額
	主契約の死亡保険金受取人

	障害給付金


	被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故（特約条項別表2）を直接の原因として、特約の保険期間中にその事故の日から180日以内に所定の身体障害状態（注2）に該当したとき
	災害死亡保険金額の  10％～100％
	主契約の高度障害保険金の受取人

	特約保険料の払込免除
	主約款の規定により、主契約の保険料払込が免除された場合、同時に特約の保険料払込を免除


（注1）対象となる感染症については、「主契約16．５年ごと利差配当付こども保険（4）保障内容　ａ支払事由」参照
（注2）「所定の身体障害状態」とは、新傷害特約条項別表に定める給付割合表に定める身体障害の状態に該当した場合をいう。
	等級
	身体障害
	給付割合

	第１級
	1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3. 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4. 両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5. 両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
	100%

	第２級
	（省略）
	70%

	第３級
	（省略）
	50%

	第４級
	（省略）
	30%

	第５級
	（省略）
	15%

	第６級
	（省略）
	10%


ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	災害死亡保険金


	(1) 契約者・主契約の被保険者・当該被保険者の故意・重大な過失
(2) 災害死亡保険金の受取人の故意・重大な過失
(3) 当該被保険者の犯罪行為
(4) 当該被保険者の精神障害を原因とする事故
(5) 当該被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(6) 当該被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(7) 当該被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(8) 地震・噴火・津波（注）
(9) 戦争その他の変乱（注）

	障害給付金
	上記災害死亡保険金免責事由(1) および(3)～(9)と同じ。 （注）


（注）(8)(9)の原因によって死亡し、または身体障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、その程度に応じ、災害死亡保険金または障害給付金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがある。



13-2．傷害特約 2005年11月2日以降販売停止

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	1996年10月
～2001年4月1日
	1996年10月
～2001年4月1日
	2001年4月2日
～2005年11月1日



 (２) 仕組み
特約無解約返戻金期間の設定がない（解約返戻金は通常である）ことのほかは、「13．新傷害特約」と同じ。


災害疾病特約と医療保険の違い
「14．新災害入院特約」～「19．新女性医療特約」および医療保険の横断まとめ
	
	～2005年11月1日
	2005年11月2日～
	～2008年8月1日
	2008年8月2日～

	
	災害・疾病特約
	新災害・新疾病特約
	
	

	
	災害入院特約
疾病入院特約
成人病保障特約
女性医療特約
（災害退院後療養特約）
（疾病退院後療養特約）
	新災害入院特約
新疾病入院特約
新成人病保障特約
新女性医療特約
（新災害退院後療養特約）
（新疾病退院後療養特約）
	医療保険
	医療保険（０８）

	１入院限度
	120、360、730日
	120、360、1,095日
	60、120、1,095日
	60、120、1,095日

	通算限度
	730日
	1,095日
	1,095日
	1,095日
がん入院給付金は１入院・通算とも無制限

	入院給付金の支払条件
	5日目から支払
（免責4日）
	日帰り入院
	1泊2日以上
（1日目から）
	日帰り入院

	手術給付金（注）
	疾病入院特約
手術の種類に応じて
10・20・40倍
	新疾病入院特約
手術の種類に応じて
10・20・40倍
	主契約で保障
手術の種類に応じて
10・20・40倍
	主契約で保障
入院中の手術25倍
入院中以外の手術5倍
放射線治療10倍
骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術25倍

	退院後療養特約の付加可否
	付加可能

	付加可能

	付加可能

	付加できない

	入院給付金日額の増額
	可
（限度あり。要告知）
	可
（限度あり。要告知）
	不可
	不可

	子を含む型子の年齢上限
	20歳まで
（20歳直後の契約応当日前日）
	20歳まで
（20歳直後の契約応当日前日）
	22歳まで
（22歳直後の契約応当日前日） 
	子を含む型はない

	配偶者・子を含む型の本人死亡時の配偶者子の保障
	主契約の終了とともに消滅
	主契約の終了とともに消滅
	消滅するが、１ヶ月以内は無診査で新契約可能
	配偶者・子を含む型はない

	解約返戻金の有無
	払込月数、既経過月数に応じた支払い（通常）
	払込期間中は解約返戻金なし
保険料払込期間満了後は、通常の30％
	· 解約返戻金に関する特則付の場合は解約返戻金なし
· 解約返戻金に関する特則なしの場合は通常の解約返戻金
	払込期間中は解約返戻金なし
保険料払込期間満了後は、入院給付金日額の10倍


（注）疾病入院特約および新疾病入院特約で保障の対象となる手術は、主契約18.医療保険 （4）保障内容に記載の89種類と同じ。
医療保険（０８）で保障の対象となる手術は、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為、先進医療に該当する診療行為（診断および検査を目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与および局所的薬剤投与による診療行為を除く。）、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術である。

14．新災害入院特約

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	―
	―
	2005年11月2日～




（２）仕組み
・被保険者が不慮の事故による傷害の治療を目的として入院した場合に、入院日数に応じて入院給付金を支払う特約。
・特約無解約返戻金期間（特約保険料払込期間）中の特約の解約返戻金はない。
・特約の締結の際、被保険者の範囲（本人型、本人・配偶者・子型、本人・配偶者型、本人・子型）、１入院の支払限度（120日型、360日型、1,095日型）を選択することができる。
本人・配偶者型、本人・子型、本人・配偶者・子型は、2009年2月2日以降販売停止（本人型のみ取り扱う）。

（３）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の名称
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	入院給付金
	被保険者が保険期間中につぎの条件をすべて満たす入院をしたとき
(1) 責任開始期以後に発生した不慮の事故（特約条項別表2）による傷害の治療を目的とすること
(2) 事故の日から180日以内に開始された病院または診療所における入院
	同一の不慮の事故による入院１回につき、
（入院日数4日以上の場合）
入院給付金日額×入院日数
（入院日数4日未満の場合）
入院給付金日額×4倍

（通算支払限度日数 1,095日）
	主契約の被保険者
（注）

	特約保険料の払込免除
	主約款の規定により、主契約の保険料払込が免除された場合、同時に特約の保険料払込を免除


（注）保険契約者が法人で、主契約の高度障害保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者
ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	入院給付金
	(1) 契約者・主契約の被保険者・当該被保険者の故意・重大な過失
(2) 当該被保険者の犯罪行為
(3) 当該被保険者の精神障害を原因とする事故
(4) 当該被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(5) 当該被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(6) 当該被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(7) 地震・噴火・津波（注）
(8) 戦争その他の変乱（注）


（注）(7)(8)の原因によって入院した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、その程度に応じ、入院給付金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがある。

14-2．災害入院特約 2005年11月2日以降販売停止

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	1996年10月
～2001年4月1日
	1996年10月
～2001年4月1日　
	2001年4月2日
～2005年11月1日



 (２) 仕組み
・被保険者が不慮の事故による傷害の治療を目的として入院した場合に、入院日数に応じて入院給付金を支払う特約。
・特約の締結の際、被保険者の範囲（本人型、本人・配偶者・子型、本人・配偶者型、本人・子型）、１入院の支払限度（120日型、360日型、730日型）を選択することができる。
・ただし、旧日火パートナーの被保険者の範囲は、本人型、本人・妻子型、本人・妻型、本人・子型と称し、１入院の支払限度は一律120日、通算支払限度額は700日であった（統合後、通算支払限度日数は730日と読み替え適用）。

「14．新災害入院特約」との違い
特約無解約返戻金期間の設定がない（解約返戻金は通常である）
４日間の免責がある
1入院の支払限度に730日型があり1,095日型はない
通算支払限度は730日である

（３）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の名称
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	入院給付金
	被保険者が保険期間中につぎの条件をすべて満たす入院をしたとき
(1) 責任開始期以後に発生した不慮の事故（特約条項別表2）による傷害の治療を目的とすること
(2) 事故の日から180日以内に開始された病院または診療所における入院
(3) 入院日数が、特約の保険期間中に継続して5日以上となったこと
	同一の不慮の事故による入院1回につき、
入院給付金日額×(入院日数－入院開始日からその日を含めて4日)

（通算支払限度日数　730日）
	主契約の被保険者
（注）

	特約保険料の払込免除
	主約款の規定により、主契約の保険料払込が免除された場合、同時に特約の保険料払込を免除


（注）保険契約者が法人で、主契約の高度障害保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者

ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	入院給付金
	14．新災害入院特約と同じ




15．新疾病入院特約

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	－
	－
	2005年11月2日～




（２）仕組み
・被保険者が疾病の治療を目的として入院した場合には入院日数に応じて入院給付金を支払うとともに、手術を受けた場合には所定の手術給付金を支払う特約。
・特約無解約返戻金期間（特約保険料払込期間）中の特約の解約返戻金はない。
・特約の締結の際、被保険者の範囲（本人型、本人・配偶者・子型、本人・配偶者型、本人・子型）、1入院の支払限度（120日型、360日型、1,095日型）を選択することができる。
本人・配偶者型、本人・子型、本人・配偶者・子型は、2009年2月2日以降販売停止（本人型のみ取り扱う）。

（３）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の名称
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	入院給付金
	被保険者が保険期間中につぎの条件をすべて満たす入院をしたとき
(1) 責任開始期以後に発病した疾病の治療を目的とすること
(2) 病院または診療所における入院
	入院１回につき、
（入院日数4日以上の場合）
入院給付金日額×入院日数
（入院日数4日未満の場合）
入院給付金日額×4倍

（通算支払限度日数1,095日）
	主契約の被保険者
（注）

	手術給付金
	被保険者が責任開始期以後に生じた
(1)　①疾病　②不慮の事故による傷害　③不慮の事故以外の外因による傷害の治療を直接の目的として
(2) 病院または診療所において特約条項別表に定める手術を受けたこと
	手術１回につき、入院給付金日額に手術の種類に応じて特約条項別表2に定める給付倍率（10･20･40倍）を乗じた金額
	主契約の被保険者
（注）

	特約保険料の払込免除
	主約款の規定により、主契約の保険料払込が免除された場合、同時に特約の保険料払込を免除


（注）保険契約者が法人で、主契約の高度障害保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者



ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	入院給付金
手術給付金
	(1) 契約者・主契約の被保険者・当該被保険者の故意・重大な過失
(2) 当該被保険者の犯罪行為
(3) 当該被保険者の精神障害を原因とする事故
(4) 当該被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(5) 当該被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(6) 当該被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(7) 当該被保険者の薬物依存
(8) 地震・噴火・津波（注）
(9) 戦争その他の変乱（注）


（注）(8)(9)の原因によって入院し、または手術を受けた被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、その程度に応じ、入院給付金または手術給付金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがある。


15-2．疾病入院特約 2005年11月2日以降販売停止

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	1996年10月
～2001年4月1日
	1996年10月
～2001年4月1日　
	2001年4月2日
～2005年11月1日



 (２) 仕組み
・被保険者が疾病の治療を目的として入院した場合には入院日数に応じて入院給付金を支払うとともに、手術を受けた場合には所定の手術給付金を支払う特約。

・特約の締結の際、被保険者の範囲（本人型、本人・配偶者・子型、本人・配偶者型、本人・子型）、１入院の支払限度（120日型、360日型、730日型）を選択することができる。

・旧日火パートナーの被保険者の範囲は、本人型、本人・妻子型、本人・妻型、本人・子型と称し、１入院の支払限度は一律120日、通算支払限度額は700日であった。ただし、統合後、通算支払限度日数は730日と読み替え適用される。

「15．新疾病入院特約」との違い
特約無解約返戻金期間の設定がない（解約返戻金は通常である）
４日間の免責がある
1入院の支払限度に730日型があり1,095日型はない
通算支払限度は730日である

（３）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の名称
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	入院給付金
	被保険者が保険期間中につぎの条件をすべて満たす入院をしたとき
(1) 責任開始期以後に発病した疾病の治療を目的とすること
(2) 病院または診療所における入院
(3) 入院日数が、特約の保険期間中に継続して5日以上となったこと
	入院１回につき、
入院給付金日額×(入院日数－入院開始日からその日を含めて4日)

（通算支払限度日数　730日）
	主契約の被保険者（注）

	手術給付金
	15．新疾病入院特約と同じ

	特約保険料の払込免除
	15．新疾病入院特約と同じ


（注）保険契約者が法人で、主契約の高度障害保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者

ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	入院給付金
手術給付金
	15．新疾病入院特約と同じ





16．新災害退院後療養特約
17．新疾病退院後療養特約

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	－
	－
	2005年11月2日～




（２）仕組み
（新災害退院後療養特約）
主契約に新災害入院特約とあわせて付加し、被保険者が不慮の事故による傷害の治療を目的として新災害入院特約に規定する入院給付金が20日以上支払われる入院した後、生存して退院したときに災害療養給付金を支払う特約

（新疾病退院後療養特約）
主契約に新疾病入院特約とあわせて付加し、被保険者が疾病の治療を目的として新疾病入院特約に規定する入院給付金が20日以上支払われる入院をした後、生存して退院したときに疾病療養給付金を支払う特約

（共通）
・特約無解約返戻金期間（特約保険料払込期間）中の特約の解約返戻金はない。
・本特約における被保険者の範囲（本人型、本人・配偶者・子型、本人・配偶者型、本人・子型）は、新災害入院特約・新疾病入院特約において定めた被保険者の範囲と同一となる。

（３）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の名称
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	災害療養給付金
	被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、新災害入院特約に規定する入院給付金が支払われる入院日数が20日以上となる継続した入院をした後、生存して退院したとき
	入院１回につき、
基本災害療養給付金額×10
	主契約の被保険者（注）

	疾病療養給付金
	被保険者が、責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因として、新疾病入院特約に規定する入院給付金が支払われる入院日数が20日以上となる継続した入院をした後、生存して退院したとき
	入院１回につき、
基本疾病療養給付金額×10
	主契約の被保険者（注）

	特約保険料の払込免除
	主約款の規定により、主契約の保険料払込が免除された場合、同時に特約の保険料払込を免除


（注）保険契約者が法人で、主契約の高度障害保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者

ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	災害療養給付金疾病療養給付金
	なし



16-2．災害退院後療養特約 2005年11月2日以降販売停止 
17-2．疾病退院後療養特約 2005年11月2日以降販売停止 

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	1996年10月
～2001年4月1日
	―
	2001年4月2日
～2005年11月1日



（２）仕組み
（災害退院後療養特約）
主契約に災害入院特約とあわせて付加し、被保険者が不慮の事故による傷害の治療を目的として災害入院特約条項に規定する入院給付金が20日以上支払われる入院をした後、生存して退院したときに災害療養給付金を支払う特約

（疾病退院後療養特約）
主契約に疾病入院特約とあわせて付加し、被保険者が疾病の治療を目的として疾病入院特約条項に規定する入院給付金が20日以上支払われる入院をした後、生存して退院したときに疾病療養給付金を支払う特約

（共通）
「16．新災害退院後療養特約、17. 新疾病退院後療養特約」との違い
特約無解約返戻金期間の設定がない（解約返戻金は通常である）

（３）留意点
新災害退院後療養特約、新疾病退院後療養特約で支払対象となる入院日数
災害退院後療養特約、疾病退院後療養特約で支払対象となる入院日数の違い
	退院後療養特約
	左記支払の前提
	入院開始日から

	新災害退院後療養特約
	新災害入院特約での20日間以上の支払
	20日間

	新疾病退院後療養特約
	新疾病入院特約での20日間以上の支払
	20日間

	　災害退院後療養特約
	　災害入院特約での20日間以上の支払
	24日間（注）

	　疾病退院後療養特約
	　疾病入院特約での20日間以上の支払
	24日間（注）


（注）災害入院給付金または疾病入院給付金は、入院開始日から４日間の入院には支払われないので、継続した24日以上の入院が必要。

18．新成人病保障特約
19．新女性医療特約

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	－
	－
	2005年11月2日～




（２）仕組み
（新成人病保障特約）
男性を被保険者とする主契約に新疾病入院特約とあわせて付加し、被保険者が成人病によって入院した場合に、入院日数に応じて入院給付金を支払う特約

（新女性医療特約）
女性を被保険者とする主契約に新疾病入院特約とあわせて付加し、被保険者が特定疾病によって入院した場合に、入院日数に応じて入院給付金を支払う特約

（共通）
・特約無解約返戻金期間（特約保険料払込期間）中の特約の解約返戻金はない。
・本特約における、１入院の支払限度（120日型、360日型、1,095日型）は、同時に付加する新疾病入院特約と同じ型を適用する。


（３）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の名称
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	（新成人病保障）

入院給付金
	被保険者が保険期間中につぎの条件をすべて満たす入院をしたとき
(1) 責任開始期以後に発病した成人病（注2）の治療を目的とすること
(2) 病院または診療所における入院
	入院１回につき、
（入院日数4日以上の場合）
入院給付金日額×入院日数
（入院日数4日未満の場合）
入院給付金日額×4倍

（通算支払限度日数1,095日）
	被保険者
（注1）

	(新女性医療)

入院給付金
	被保険者が保険期間中につぎの条件をすべて満たす入院をしたとき
(1)  責任開始期以後に発病した特定疾病（注2）の治療を目的とすること
(2) 病院または診療所における入院
	入院１回につき、
（入院日数4日以上の場合）
入院給付金日額×入院日数
（入院日数4日未満の場合）
入院給付金日額×4倍

（通算支払限度日数1,095日）
	被保険者
（注1）

	(共通)特約保険料の払込免除
	主約款の規定により、主契約の保険料払込が免除された場合、同時に特約の保険料払込を免除


（注1）保険契約者が法人で、主契約の高度障害保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者


（注2）新成人病保障特約の対象となる成人病
	対象疾病

	成人病の種類
	分類項目
	基本分類表番号

	悪性新生物
	口唇、口腔および咽頭の悪性新生物
	140～149

	
	消化器および腹膜の悪性新生物
	150～159

	
	呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物
	160～165

	
	骨、結合組織、皮膚および乳房の悪性新生物
	170～175

	
	泌尿生殖器の悪性新生物
	179～189

	
	その他および部位不明の悪性新生物
	190～199

	
	リンパ組織および造血組織の悪性新生物
	200～208

	
	上皮内癌
	230～234

	糖尿病
	その他の内分泌腺の疾患（250～259）中の糖尿病
	250

	心疾患
	慢性リウマチ性心疾患
	393～398

	
	虚血性心疾患
	410～414

	
	肺循環疾患
	415～417

	
	その他の型の心疾患
	420～429

	高血圧性疾患
	高血圧性疾患
	401～405

	脳血管疾患
	脳血管疾患
	430～438





（注3）新女性医療特約の対象となる特定疾病
	特定疾病の種類
	分　類　項　目
	基本分類表番号

	新生物
	○	口唇、口腔および咽頭の悪性新生物
	140～149

	
	○	消化器および腹膜の悪性新生物
	150～159

	
	○	呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物
	160～165

	
	○	骨、結合組織、皮膚および乳房の悪性新生物（170～175）中の
	

	
	・	骨および関節軟骨の悪性新生物
	170

	
	・	結合組織およびその他の軟部組織の悪性新生物
	171

	
	・	皮膚の悪性黒色腫
	172

	
	・	皮膚のその他の悪性新生物
	173

	
	・	女性乳房の悪性新生物
	174

	
	○	泌尿生殖器の悪性新生物（179～189）中の
	

	
	・	子宮の悪性新生物、部位不明
	179

	
	・	子宮頸の悪性新生物
	180

	
	・	胎盤の悪性新生物
	181

	
	・	子宮体の悪性新生物
	182

	
	・	卵巣およびその他の子宮付属器の悪性新生物
	183

	
	・	その他および部位不明の女性生殖器の悪性新生物
	184

	
	・	膀胱の悪性新生物
	188

	
	・	腎ならびにその他および部位不明の泌尿器の悪性新生物
	189

	
	○	その他および部位不明の悪性新生物
	190～199

	
	○	リンパ組織および造血組織の悪性新生物
	200～208

	
	○	良性新生物（210～229）中の
	

	
	・	乳房の良性新生物
	217

	
	・	子宮平滑筋腫
	218

	
	・	子宮のその他の良性新生物
	219

	
	・	卵巣の良性新生物
	220

	
	・	その他の女性生殖器の良性新生物
	221

	
	・	腎およびその他の泌尿器の良性新生物（223）中の
	

	
	・	腎、腎盂を除く
	223.0

	
	・	腎盂
	223.1

	
	・	尿管
	223.2

	
	・	膀胱
	223.3

	
	・	その他の明示された部位
	223.8

	
	・	甲状腺の良性新生物
	226

	
	○	上皮内癌（230～234）中の
	

	
	・	消化器の上皮内癌
	230

	
	・	呼吸系の上皮内癌
	231

	
	・	皮膚の上皮内癌
	232

	
	・	乳房および泌尿生殖系の上皮内癌（233）中の
	

	
	・	乳房
	233.0

	
	・	子宮頸
	233.1

	
	・	その他および部位不明の子宮
	233.2

	
	・	その他および部位不明の女性生殖器
	233.3

	
	・	膀胱
	233.7

	
	・	その他および部位不明の泌尿器
	233.9

	
	・	その他および部位不明の上皮内癌
	234

	
	
	

	新生物
	○	性状不詳の新生物（235～238）中の泌尿生殖器の性状不詳の新生物（236）中の
	

	
	・	子宮
	236.0

	
	・	胎盤
	236.1

	
	・	卵巣
	236.2

	
	・	その他および部位不明の女性生殖器
	236.3

	
	・	膀胱
	236.7

	
	・	その他および部位不明の泌尿器
	236.9

	
	○	その他の部位・組織および部位・組織不明の性状不詳の新生物（238）中の
	

	
	・	乳房
	238.3

	
	○	性質の明示されない新生物（239）中の
	

	
	・	乳房
	239.3

	
	・	膀胱
	239.4

	
	・	その他の泌尿生殖器
	239.5

	内分泌、栄養および代謝疾患ならびに免疫障害
	○	甲状腺の障害（240～246）中の
	

	
	・	単純性および詳細不明の甲状腺腫
	240

	
	・	非中毒性結節性甲状腺腫
	241

	
	・	甲状腺腫をともなうまたはともなわない甲状腺中毒症
	242

	
	・	後天性甲状腺機能低下（症）
	244

	
	・	甲状腺炎
	245

	
	・	甲状腺のその他の障害
	246

	
	○	その他の内分泌腺の疾患（250～259）中の
	

	
	・	副腎の障害（255）中の
	

	
	・	クッシング＜Cushing＞症候群
	255.0

	
	・	卵巣機能障害
	256

	糖尿病
	○	その他内分泌腺の疾患（250～259）中の
	

	
	・	糖尿病
	250

	血液および造血器の疾患
	○	血液および造血器の疾患（280～289）中の
	

	
	・	鉄欠乏性貧血
	280

	
	・	その他の欠乏性貧血
	281

	
	・	後天性溶血性貧血
	283

	
	・	再生不良＜無形成＞性貧血
	284

	
	・	その他および詳細不明の貧血
	285

	
	・	紫斑病およびその他の出血病態（287）中の
	

	
	・	アレルギー性紫斑症
	287.0

	
	・	血小板＜栓球＞機能障害
	287.1

	
	・	その他の血小板＜栓球＞非減少性紫斑病
	287.2

	
	・	原発性＜一次性＞血小板＜栓球＞減少症
	287.3

	
	・	続発性＜二次性＞血小板＜栓球＞減少症
	287.4

	
	・	詳細不明の血小板＜栓球＞減少症
	287.5

	心疾患
	○	慢性リウマチ性心疾患
	393～398

	
	○	虚血性心疾患
	410～414

	
	○	肺循環疾患
	415～417

	
	○	その他の型の心疾患
	420～429

	高血圧性疾患
	○	高血圧性疾患
	401～405

	脳血管疾患
	○	脳血管疾患
	430～438

	循環系の疾患
	○	動脈、細動脈および毛細（血）管の疾患（440～448）中の
	

	
	・	結節性多発（性）動脈炎および類似疾患（446）中の
	

	
	・	大動脈炎症候群
	446.7

	
	○	静脈およびリンパ管の疾患、ならびに循環系のその他の疾患（451～459）中の
	

	
	・	下肢の静脈瘤
	454

	
	・	その他の部位の静脈瘤（456）中の
	

	
	・	外陰静脈瘤
	456.6

	
	・	リンパ管の非感染性障害（457）中の
	

	
	・	乳房切除後リンパ浮腫症候群
	457.0

	
	・	低血圧（症）
	458

	消化系の疾患
	○	消化系のその他の疾患（570～579）中の
	

	
	・	胆石症
	574

	
	・	胆のう＜嚢＞のその他の障害
	575

	
	・	その他の胆道の障害
	576

	泌尿生殖系の疾患
	○	腎炎、ネフローゼ症候群およびネフローゼ（580～589）中の
	

	
	・	急性糸球体腎炎
	580

	
	・	ネフローゼ症候群
	581

	
	・	慢性糸球体腎炎
	582

	
	・	腎炎および腎症＜ネフロパシー＞＜腎障害＞、急性または慢性と明示されないもの
	583

	
	・	慢性腎不全
	585

	
	○	泌尿系のその他の疾患（590～599）中の
	

	
	・	腎の感染（症）
	590

	
	・	水腎症
	591

	
	・	腎および尿管の結石
	592

	
	・	腎および尿管のその他の障害
	593

	
	・	下部尿路の結石
	594

	
	・	膀胱炎
	595

	
	・	膀胱のその他の障害
	596

	
	・	非性交感染性尿道炎および尿道症候群
	597

	
	・	尿道狭窄
	598

	
	・	尿道および尿路のその他の障害
	599

	
	○	乳房の障害
	610～611

	
	○	女性骨盤臓器の炎症性疾患
	614～616

	
	○	女性生殖路のその他の障害
	617～629

	妊娠、分娩および産じょく＜褥＞の合併症
	○	妊娠、流産に終ったもの
	630～639

	
	○	主として妊娠に関連した合併症
	640～648

	
	○	正常分娩および妊娠・分娩における治療のその他の適応症＜完全に正常な状態における分娩（650）は除く＞
	651～659

	
	○	分娩の経過に主として発生する合併症
	660～669

	
	○	産じょく＜褥＞の合併症
	670～676

	筋骨格系および結合組織の疾患
	○	関節症＜疾患＞および関連障害（710～719）中の
	

	
	・	結合組織のびまん性疾患
	710

	
	・	慢性関節リウマチおよびその他の炎症性の多発（性）関節症＜疾患＞
	714

	
	○	リウマチ、背部を除く（725～729）中の
	

	
	・	リウマチ性多発筋痛
	725



ｂ．免責事由
新成人病保障特約、新女性医療特約　共通
	保険金の種類
	免　責　事　由

	入院給付金
	なし




18-2．成人病保障特約 2005年11月2日以降販売停止
19-2．女性医療特約   2005年11月2日以降販売停止

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	1996年10月
～2001年4月1日
	－
（注）
	2001年4月2日
～2005年11月1日


（注）22．成人病入院特約、23．女性疾病入院特約　参照

 (２) 仕組み
（成人病保障特約）
男性を被保険者とする主契約に疾病入院特約とあわせて付加し、被保険者が成人病によって入院した場合に、入院日数に応じて入院給付金を支払う特約

（女性医療特約）
女性を被保険者とする主契約に疾病入院特約とあわせて付加し、被保険者が特定疾病によって入院した場合に、入院日数に応じて入院給付金を支払う特約

「18．新成人病保障特約、19．新女性医療特約」との違い
特約無解約返戻金期間の設定がない（解約返戻金は通常である）
4日間の免責がある
１入院の支払限度（120日型、360日型、730日型）は、同時に付加する疾病入院特約と同じ型を適用する。1入院の支払限度に730日型があり1,095日型はない
通算支払限度は730日である

（３）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の名称
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	（成人病保障特約）
入院給付金
	被保険者が保険期間中につぎの条件をすべて満たす入院をしたとき
(1) 責任開始期以後に発病した成人病（注2）の治療を目的とすること
(2) 病院または診療所における入院
(3) 入院日数が、特約の保険期間中に継続して5日以上となったこと
	入院１回につき、
入院給付金日額×(入院日数－入院開始日からその日を含めて4日)

（通算支払限度日数　730日）
	主契約の被保険者
（注1）

	（女性医療特約）
入院給付金
	被保険者が保険期間中につぎの条件をすべて満たす入院をしたとき
(1) 責任開始期以後に発病した特定疾病（注2）の治療を目的とすること
(2) 病院または診療所における入院
(3) 入院日数が、特約の保険期間中に継続して5日以上となったこと
	入院１回につき、
入院給付金日額×(入院日数－入院開始日からその日を含めて4日)

（通算支払限度日数　730日）
	

	（共通）特約保険料の払込免除
	主約款の規定により、主契約の保険料払込が免除された場合、同時に特約の保険料払込を免除


（注1）保険契約者が法人で、主契約の高度障害保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者
（注2）18-2　成人病保障特約の成人病は、18．新成人病保障特約の成人病と同じ。
 19-2　女性医療特約の特定疾病は、19．新女性医療特約の特定疾病と同じ。


ｂ．免責事由
成人病保障特約、女性医療特約　共通
	保険金の種類
	免　責　事　由

	入院給付金
	なし




20．こども医療特約

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	1996年10月
～2001年4月1日
	－
	2001年4月2日～



（２）仕組み
・５年ごと利差配当付こども保険専用の特約
・被保険者が不慮の事故による傷害または疾病の治療を目的として入院した場合には、入院日数に応じて災害入院給付金または疾病入院給付金を支払うとともに、手術を受けた場合には、所定の手術給付金を支払う特約。

（３）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の名称
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	災害入院給付金
	被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害の治療を目的として、その事故の日から180日以内に開始した病院または診療所における入院の日数が、特約の保険期間中に継続して5日以上となったとき
	入院１回につき、
入院給付金日額×(入院日数－入院開始日からその日を含めて4日)
（１入院120日、通算730日限度）
	保険契約者

	疾病入院給付金
	被保険者が責任開始期以後に発病した疾病の治療を目的として、継続して5日以上入院したとき
	入院１回につき、
入院給付金日額×(入院日数－入院開始日からその日を含めて4日)
（１入院120日、通算730日限度）
	保険契約者

	手術給付金
	被保険者が、つぎのいずれかに該当し、かつ、病院または診療所において特約条項別表に定める手術を受けたとき
(1) 責任開始期以後に生じた①疾病　②不慮の事故による傷害　③不慮の事故以外の外因による傷害の治療を直接の目的とする手術
(2) 組織の機能に障害がある者に対して移植することを目的として、この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて1年を経過した日以後に行なわれた骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術（骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。）
	手術1回につき、入院給付金日額に手術の種類に応じて特約条項別表に定める給付倍率（10･20･40倍）を乗じた金額


（骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術による手術給付金の支払限度は、保険期間を通じて1回）
	保険契約者

	特約保険料の払込免除
	主約款の規定により、主契約の保険料払込が免除された場合、同時に特約の保険料払込を免除




ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	災害入院給付金
	(1) 契約者・被保険者の故意・重大な過失
(2) 被保険者の犯罪行為
(3) 被保険者の精神障害を原因とする事故
(4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(7) 地震・噴火・津波（注）
(8) 戦争その他の変乱（注）

	疾病入院給付金
手術給付金
	災害入院給付金の免責事由のほか、被保険者の薬物依存


（注）(7)(8)の原因によって入院し、または手術を受けた被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、その程度に応じ、災害入院給付金、疾病入院給付金または手術給付金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがある。


旧　日火パートナー生命の災害疾病特約と旧 日本興亜生命の災害疾病特約の違い

「21.通院特約」～「23.女性疾病入院特約」および災害入院・疾病入院特約の横断まとめ

 旧　日本火災パートナー生命販売商品 
旧　日火パートナー生命が販売した災害疾病特約は、更新後は、以下の取扱となる。
	特約名称
	災害入院
	疾病入院
	成人病入院
	女性疾病入院
	通院

	特約の型
	本人型
本人・妻子型
本人・妻型
本人・子型
	本人型
本人・妻子型
本人・妻型
本人・子型
	－
	－
	－

	入院給付金
	あり
	あり
	あり
	あり
	－

	入院給付金の支払条件
	5日目から支払
（免責4日）
	5日目から支払
（免責4日）
	5日目から支払
（免責4日）
	5日目から支払（免責4日）
	災害入院・疾病入院の退院後120日以内の通院

	１回の入院についての支払日数
	120日
	120日
	120日
	120日
	　30日（１回の入院のその通院について）

	通算限度日数
	700日(注)
	700日(注)
	700日(注)
	700日(注)
	700日(注)

	手術給付保障
	－
	手術給付金
	成人病手術給付金
	女性疾病手術給付金
	－

	その他
	
	
	長期入院給付金（270日以上の入院に対し入院給付金日額×100）
	
	


（注）統合後、700日は730日として保障する。以下、730日表記。
　　　　　　　　

旧 日本興亜生命での更新後の取扱
	特約名称
	災害入院
	疾病入院
	成人病保障
	女性医療
	災害退院後療養
	疾病退院後療養

	特約の型
	本人型
本人・配偶者・子型
本人・配偶者型
本人・子型
	本人型
本人・配偶者・子型
本人・配偶者型
本人・子型
	－
	－
	－
	－

	入院給付金
	あり
	あり
	あり
	あり
	－
	

	給付金の支払条件
	5日目から支払
（免責4日）
	5日目から支払
（免責4日）
	5日目から支払
（免責4日）
	5日目から支払
（免責4日）
	災害入院給付金支払20日以上
	疾病入院給付金支払20日以上

	１回の入院についての支払日数
	120日
	120日
	120日
	120日
	－
	－

	通算限度日数
	730日
	730日
	730日
	730日
	－
	－

	手術給付保障
	－
	手術給付金
	－
	－
	－
	－

	退院保障
	－
	－
	－
	－
	基本災害療養給付金額×10
	基本疾病療養給付金額×10




21．通院特約  2001年4月2日以降販売停止
 旧　日本火災パートナー生命販売商品 

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	－
	1996年10月
～2001年4月1日
	－



（２）仕組み
・主契約に災害入院特約および疾病入院特約とあわせて付加し、被保険者が疾病または不慮の事故により入院し、退院後に通院したときに通院給付金を支払う特約。
・本特約における被保険者の範囲（本人型、本人・妻子型、本人・妻型、本人・子型）は、災害入院特約・疾病入院特約において定めた被保険者の範囲と同一となる。
・１回の入院の給付限度日数は、１回の入院のその通院について30日。

（３）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の名称
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	通院給付金
	被保険者が保険期間中につぎの条件をすべて満たす通院をしたとき
(1) つぎの①および②をともに満たす入院の退院日の翌日から起算して120日以内の特約条項別表に定める通院であること
①責任開始期以後に発生した不慮の事故、不慮の事故以外の外因または疾病を直接の原因とする入院
②主契約に付加されている災害入院特約または疾病入院特約で入院給付金が支払われる入院
(2) (1)に定める不慮の事故、不慮の事故以外の外因または疾病の治療を直接の目的とした通院であること
(3) 病院または診療所への通院であること
	通院給付日額
×
通院期間内の通院日数


（通算支払限度日数　日 730日）
	主契約の被保険者(注)

	保険料払込の免除
	主約款の規定により、主契約の保険料払込が免除された場合、同時に特約の保険料払込を免除


（注）保険契約者が法人で、主契約の高度障害保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者

ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	通院給付金
	(1) 契約者、主契約の被保険者またはこの特約のその被保険者の故意・重大な過失
(2) この特約のその被保険者の薬物依存



（４）更新時の取扱
災害退院後療養特約および疾病退院後療養特約として自動更新。
（害退院後療養特約および疾病退院後療養特約の基本災害療養給付金額および基本疾病療養給付金額は、通院特約の通院給付日額と同額。通院特約で支払事由としていた退院後の通院は対象とならない。）

22．成人病入院特約  2001年4月2日以降販売停止
 旧　日本火災パートナー生命販売商品 

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	－
	1996年10月
～2001年4月1日
	－



（２）仕組み
・被保険者が成人病により入院した場合または手術した場合に、入院日数または手術に応じて給付金を支払う特約。
・１入院の支払限度日数は120日。

（３）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の名称
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	成人病入院給付金
	被保険者が特約の保険期間中につぎの条件のすべて満たす入院をしたとき
(1) 責任開始期以後に発病した成人病（注2）を直接の原因とする特約条項別表に定める入院であること
(2) 成人病の治療を目的としている入院であること
(3) 特約の保険期間中に入院の開始があること
(4) 病院または診療所における入院であること
(5) 特約の保険期間中の入院日数が継続して5日以上あること
	入院１回につき、
成人病入院給付日額
×
（入院日数－4日）

（通算支払限度日数　長期入院給付金を含み730日）
	被保険者
（注1）

	長期入院給付金
	被保険者が特約の保険期間中につぎの条件のすべてを満たす入院をしたとき
(1) 責任開始期以後に発病した成人病を直接の原因とする特約条項別表に定める入院であること
(2) 成人病の治療を目的としている入院であること
(3) 特約の保険期間中に入院の開始があること
(4) 病院または診療所における入院であること
(5) 特約の保険期間中の入院日数が継続して270日以上であること
	入院１回につき、
入院開始時から270日目における成人病入院給付日額
×
100

（通算支払限度日数　成人病入院給付金を含み730日）
	被保険者
（注1）

	成人病手術給付金
	被保険者が特約の保険期間中につぎの条件のすべてを満たす手術を受けたとき
(1) 特約の責任開始期以後に発病した成人病を直接の原因とする特約条項別表に定める手術であること
(2) 成人病の治療を直接の目的とした手術であること
(3) 特約の保険期間中に受けた手術であること
(4) 特約条項別表の手術給付割合表(注3)に定める種類の手術であること
(5) 病院または診療所において受けた手術であること
	手術1回につき
成人病入院給付日額
×
手術給付割合表に定める倍率
	被保険者
（注1）

	保険料払込の免除
	主約款の規定により、主契約の保険料払込が免除された場合、同時に特約の保険料払込を免除


（注1）保険契約者が法人で、主契約の高度障害保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者

（注2）対象となる成人病
	成人病の種類
	分類項目
	基本分類表番号

	悪性新生物
	口唇、口腔および咽頭の悪性新生物
	140～149

	
	消化器および腹膜の悪性新生物
	150～159

	
	呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物
	160～165

	
	骨、結合組織、皮膚および乳房の悪性新生物
	170～175

	
	泌尿生殖器の悪性新生物
	179～189

	
	その他および部位不明の悪性新生物
	190～199

	
	リンパ組織および造血組織の悪性新生物
	200～208

	
	上皮内癌
	230～234

	糖尿病
	その他の内分泌腺の疾患（250～259）中の糖尿病
	250

	心疾患
	慢性リウマチ性心疾患
	393～398

	
	虚血性心疾患
	410～414

	
	肺循環疾患
	415～417

	
	その他の型の心疾患
	420～429

	高血圧性疾患
	高血圧性疾患
	401～405

	脳血管疾患
	脳血管疾患
	430～438



（注3）対象となる手術および手術給付割合表
	手術
番号
	手術の種類
	成人病入院給付日額に対する倍率

	1. 四肢切断術（手指・足指を除く。）
	20

	2. 体内用ペースメーカー埋込術
	20

	3. 観血的血管形成術（血液透析用外シャント形成術を除く。）
	20

	4. 大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術（開胸・開腹術を伴うもの。）
	40

	5. 直視下心臓内手術
	40

	6. 心膜切開・縫合術
	20

	7. 副腎全摘除術
	20

	8. 頭蓋内観血手術
	40

	9. 神経観血手術（形成術・移植術・切除術・減圧術・開放術・捻除術。）
	20

	10. 白内障・水晶体観血手術
	20

	11. 網膜剥離症手術
	10

	12. ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術（検査・処置は含まない。施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。）
	10

	13. レーザー・冷凍凝固による眼球手術（施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。）
	10

	14. 悪性新生物根治手術
	40

	15. 悪性新生物温熱療法（施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。）
	10

	16. その他の悪性新生物手術
	20

	17. 新生物根治放射線照射（5000ラド以上の照射で、施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。）
	10





ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	成人病入院給付金
長期入院給付金
成人病手術給付金
	なし



（４）更新時の取扱
成人病入院特約は、成人病保障特約として自動更新。（成人病入院特約では支払い対象となる手術給付金、長期入院給付金は、成人病保障特約では支払いの対象とならない。）

なお、成人病保障特約は、男性を被保険者として販売してきたが、成人病入院特約が更新する場合においては、被保険者が女性であっても成人病保障特約として自動更新する。

23．女性疾病入院特約   2001年4月2日以降販売停止
 旧　日本火災パートナー生命販売商品 

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	－
	1996年10月
～2001年4月1日
	－



（２）仕組み
・被保険者が所定の女性特定疾病により入院した場合または手術した場合に、入院日数または手術に応じて給付金を支払う特約
・１入院の支払限度日数は120日。

（３）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の名称
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	女性疾病入院給付金
	被保険者が特約の保険期間中につぎの条件のすべて満たす入院をしたとき
(1) 責任開始期以後に発病した特定疾病（注2）を直接の原因とする特約条項別表に定める入院であること
(2) 特定疾病の治療を目的としている入院であること
(3) 特約の保険期間中に入院の開始があること
(4) 病院または診療所における入院であること
(5) 特約の保険期間中の入院日数が継続して5日以上あること
	入院１回につき、
女性疾病入院給付日額
×
（入院日数－4日）

（通算支払限度日数　730日）
	被保険者
（注1）

	女性疾病手術給付金
	被保険者が特約の保険期間中につぎの条件のすべてを満たす手術を受けたとき
(1) 特約の責任開始期以後に発病した特定疾病を直接の原因とする特約条項別表に定める手術（注3）であること
(2) 特定疾病の治療を直接の目的とした手術であること
(3) 特約の保険期間中に受けた手術であること
(4) 特約条項別表手術給付割合表に定める種類の手術であること
(5) 病院または診療所において受けた手術であること
	手術1回につき
女性疾病入院給付日額
×
手術給付割合表に定める倍率
	被保険者
（注1）

	保険料払込の免除
	主約款の規定により、主契約の保険料払込が免除された場合、同時に特約の保険料払込を免除


（注1）保険契約者が法人で、主契約の高度障害保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者


（注2）対象となる特定疾病
	特定疾病の種類
	分類項目
	基本分類表番号

	
	口唇、口腔および咽頭の悪性新生物
	140～149

	
	消化器および腹膜の悪性新生物
	150～159

	
	呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物
	160～165

	
	骨、結合組織、皮膚および乳房の悪性新生物（170～175）中の
	

	
	・骨および関節軟骨の悪性新生物
	170

	
	・結合組織およびその他の軟部組織の悪性新生物
	171

	
	・皮膚の悪性黒色腫
	172

	
	・皮膚のその他の悪性新生物
	173

	悪性新生物
	・女性乳房の悪性新生物
	174

	
	泌尿生殖器の悪性新生物（179～189）中の
	

	
	・子宮の悪性新生物、部位不明
	179

	
	・子宮頸の悪性新生物
	180

	
	・胎盤の悪性新生物
	181

	
	・子宮体の悪性新生物
	182

	
	・卵巣およびその他の子宮付属器の悪性新生物
	183

	
	・その他および部位不明の女性生殖器の悪性新生物
	184

	
	・膀胱の悪性新生物
	188

	
	・腎ならびにその他および部位不明の泌尿器の悪性新生物
	189

	
	その他および部位不明の悪性新生物
	190～199

	
	リンパ組織および造血組織の悪性新生物
	200～208

	
	上皮内癌（230～234）中の
	

	
	· 消化器の上皮内癌
	230

	
	· 呼吸器の上皮内癌
	231

	
	· 皮膚の上皮内癌
	232

	
	· 乳房および泌尿生殖系の上皮内癌（233）中の
	

	
	· 乳房
	233.0

	
	· 子宮頸
	233.1

	
	· その他および部位不明の子宮
	233.2

	
	· その他および部位不明の女性生殖器
	233.3

	
	· 膀胱
	233.7

	
	· その他および部位不明の泌尿器
	233.9

	
	· その他および部位不明の上皮内癌
	234

	
	良性新生物（210～229）中の
	

	
	· 乳房の良性新生物
	217

	
	· 子宮平滑筋腫
	218

	
	· 子宮のその他の良性新生物
	219

	乳房、甲状腺、女
	· 卵巣の良性新生物
	220

	性生殖器もしくは
	· その他の女性生殖器の良性新生物
	221

	腎その他の泌尿器
	· 腎およびその他の泌尿器の良性新生物（223）中の
	

	の良性新生物また
	· 腎、腎盂を除く
	223.0

	は性質不詳の新生
	· 腎盂
	223.1

	物
	· 尿管
	223.2

	
	· 膀胱
	223.3

	
	· その他の明示された部位
	223.8

	
	· 甲状腺の良性新生物
	226

	
	性状不詳の新生物（235～238）中の泌尿生殖器の性状不詳の新生物（236）中の
	

	
	· 子宮
	236.0

	
	· 胎盤
	236.1

	
	· 卵巣
	236.2

	
	· その他および部位不明の女性生殖器
	236.3

	
	· 膀胱
	236.7

	
	· その他および部位不明の泌尿器
	236.9

	
	
	

	特定疾病の種類
	分類項目
	基本分類表番号

	
	その他の部位・組織および部位・組織不明の性状不詳の新生物（238）中の
	

	
	· 乳房
	238.3

	
	性質の明示されない新生物(239）中の
	

	
	· 乳房
	239.3

	
	· 膀胱
	239.4

	
	· その他の泌尿生殖器
	239.5

	
	甲状腺の障害（240～246）中の
	

	
	· 単純性および詳細不明の甲状腺腫
	240

	
	· 非中毒性結節性甲状腺腫
	241

	
	· 甲状腺腫を伴うまたは伴わない甲状腺中毒症
	242

	甲状腺の障害およ
	· 後天性甲状腺機能低下（症）
	244

	びその他の内分泌
	· 甲状腺炎
	245

	腺の疾患
	· 甲状腺のその他の障害
	246

	
	その他の内分泌腺の疾患（250～259）中の
	

	
	· 副腎の障害（255）中の
	

	
	· クッシング（Cushing）症候群
	255.0

	
	· 卵巣機能障害
	256

	
	血液および造血器の疾患（280～289）中の
	

	
	· 鉄欠乏性貧血
	280

	
	· その他の欠乏性貧血
	281

	
	· 後天性溶血性貧血
	283

	
	· 再生不良＜無形成＞性貧血
	284

	血液および造血器
	· その他および詳細不明の貧血
	285

	の疾患
	· 紫斑病およびその他の出血病態（287）中の
	

	
	· アレルギー性紫斑病
	287.0

	
	· 血小板＜栓球＞機能障害
	287.1

	
	· その他の血小板＜栓球＞非減少性紫斑病
	287.2

	
	· 原発性＜一次性＞血小板＜栓球＞減少症
	287.3

	
	· 続発性＜二次性＞血小板＜栓球＞減少症
	287.4

	
	· 詳細不明の血小板＜栓球＞減少症
	287.5

	
	慢性リウマチ性心疾患
	393～398

	
	動脈、細動脈および毛細（血）管の疾患（440～448）中の
	

	
	· 結節性多発（性）動脈炎および類似疾患（446）中の
	

	
	· 大動脈炎症候群
	446.7

	循環系の疾患
	静脈およびリンパ管の疾患、ならびに循環系のその他の疾患(451～459）中の
	

	
	· その他の部位の静脈瘤（456）中の
	

	
	· 外陰静脈瘤
	456.6

	
	· リンパ管の非感染性障害（457）中の
	

	
	· 乳房切除後リンパ浮腫症候群
	457.0

	
	· 低血圧（症）
	458

	
	消化系のその他の疾患（570～579）中の
	

	消化系の疾患
	· 胆石症
	574

	
	· 胆のう＜嚢＞のその他の障害
	575

	
	· その他の胆道の障害
	576




	特定疾病の種類
	分類項目
	基本分類表番号

	
	腎炎、ネフローゼ症候群およびネフローゼ（580～589）中の
	

	
	· 急性糸状体腎炎
	580

	
	· ネフローゼ症候群
	581

	
	· 慢性糸状体腎炎
	582

	
	· 腎炎および腎症＜ネフロパシー＞＜腎障害＞、急性または慢性と明示されないもの
	583

	
	· 慢性腎不全
	585

	
	泌尿系のその他の疾患（590～599）中の
	

	
	· 腎の感染（症）
	590

	
	· 水腎症
	591

	泌尿生殖系の疾患
	· 腎および尿管の結石
	592

	
	· 腎および尿管のその他の障害
	593

	
	· 下部尿路の結石
	594

	
	· 膀胱炎
	595

	
	· 膀胱のその他の障害
	596

	
	· 非性交感染性尿道炎および尿道症候群
	597

	
	· 尿道狭窄
	598

	
	· 尿道および尿路のその他の障害
	599

	
	乳房の障害
	610～611

	
	女性骨盤臓器の炎症性疾患
	614～616

	
	女性生殖器のその他の障害
	617～629

	
	妊娠、流産に終わったもの
	630～639

	
	主として妊娠に関連した合併症
	640～648

	妊娠、分娩および産じょく＜褥＞の
	正常分娩、および妊娠・分娩における治療のその他の適応症＜完全に正常な状態における分娩（650）は除く＞
	651～659

	合併症
	分娩の経過に主として発生する合併症
	660～669

	
	産じょく＜褥＞の合併症
	670～676

	
	関節症＜疾患＞および関連障害（710～719）中の
	

	
	· 結合組織のびまん性疾患
	710

	筋骨格系および結合組織の疾患
	· 慢性関節リウマチおよびその他の炎症性の多発（性）関節症＜疾患＞
	714

	
	リウマチ、背部を除く（725～729）中の
	

	
	· リウマチ性多発筋痛
	725



（注3）対象となる手術および手術給付割合表
	手術
番号
	手術の種類
	女性疾病入院給付日額に対する倍率

	1. 乳房切断術
	20

	2. 四肢骨・四肢関節観血手術（手指・足指を除く。）
	10

	3. 筋・腱・靭帯観血手術（手指・足指を除く。筋炎・結筋腫・粘液腫手術は除く。）
	10

	4. 観血的血管形成術（血液透析用外シャント形成術を除く。）
	20

	5. 静脈瘤根本手術
	10

	6. 心膜切開・縫合術
	20

	7. 直視下心臓内手術
	40

	8. 脾摘除術
	20

	9. 腹膜炎手術
	20

	10. 胆嚢・胆道観血手術
	20

	11. 腎移植手術（受容者に限る。）
	40

	12. 腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術（経尿道的操作は除く。）
	20

	13. 尿道狭窄観血手術（経尿道的操作は除く。）
	20

	14. 尿瘻閉鎖観血手術（経尿道的操作は除く。）
	20

	15. 子宮広汎全摘除術（単純子宮全摘などの子宮全摘除術は除く。）
	40

	16. 子宮頸管形成術・子宮頸管縫縮術
	10

	17. 帝王切開娩出術
	10







	手術
番号
	手術の種類
	女性疾病入院給付日額に対する倍率

	18. 子宮外妊娠手術
	20

	19. 子宮脱・膣脱手術
	20

	20. その他の子宮手術（子宮頸管ポリープ切除術・人工妊娠中絶術を除く。）
	20

	21 . 卵管・卵巣観血手術（経膣的操作は除く。）
	20

	22. その他の卵管・卵巣手術
	10

	23. 甲状腺手術
	20

	24. 悪性新生物根治手術
	40

	25. 悪性新生物温熱療法（施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。）
	10

	26. その他の悪性新生物手術
	20

	27. 衝撃波による体内結石破砕術（施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。）
	20

	28. ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術（検査・処置は含まない。施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。）
	10

	29. 新生物根治放射線照射（5000ラド以上の照射で、施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。）
	10



ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	女性疾病入院給付金
女性疾病手術給付金
	なし



（４）更新時の取扱
女性疾病入院特約は、女性医療特約として自動更新。
（女性疾病入院特約では支払対象となる手術給付金が女性医療特約では支払い対象とならない。女性医療特約では、女性疾病入院特約では支払対象とならなかった糖尿病、心疾患、高血圧性疾患、脳血管疾患および下肢の静脈瘤による入院が支払いの対象となる。）
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旧日本興亜生命の商品の概要　87

旧日本興亜生命の商品の概要　88

旧日本興亜生命の商品の概要　134
　医療保険（０８）　専用特約　
24．男性生活習慣病特約（Ｍ０８）
25．女性医療特約（Ｍ０８）

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	－
	－
	2008年8月2日～




（２）仕組み
（男性生活習慣病特約（Ｍ０８））
男性を被保険者とする主契約に付加し、被保険者が所定の疾病によって入院した場合に、疾病および入院日数に応じてがん以外疾病入院給付金またはがん入院給付金を支払う特約。

（女性医療特約（Ｍ０８））
女性を被保険者とする主契約に付加し、被保険者が所定の疾病によって入院した場合に、疾病および入院日数に応じてがん以外疾病入院給付金またはがん入院給付金を支払う特約。

（共通）
１入院の支払限度（120日型、360日型、1,095日型）は主契約と同じ型となる。
がん入院給付金には、１入院の支払限度はない。

（３）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の名称
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	がん以外疾病入院給付金
	被保険者が保険期間中につぎの条件のすべてを満たす入院をしたとき
(1) 責任開始期以後に発病した所定の疾病（注）（特約条項別表2）を直接の原因とする入院であること
(2) 所定の疾病の治療を目的とすること
(3) 病院または診療所における入院であること
	入院１回につき、
入院給付金日額×入院日数

（通算支払限度1,095日）
	主契約のがん以外疾病入院給付金の受取人


	がん入院給付金
	被保険者が保険期間中につぎの条件のすべてを満たす入院をしたとき
(1) 責任開始期以後に発病したがん（特約条項別表3）を直接の原因とする入院であること
(2) がんの治療を目的としていること
(3) 病院または診療所における入院であること
	入院１回につき、
入院給付金日額×入院日数

（通算支払限度なし）
	主契約のがん入院給付金の受取人

	特約保険料の払込免除
	主約款の規定により、主契約の保険料払込が免除された場合には、同時に特約の保険料払込を免除する


（注）対象となる所定の疾病は、男性生活習慣病特約（Ｍ０８）と女性医療特約（Ｍ０８）とでは異なる。



ｂ．免責事由（男性生活習慣病特約（Ｍ０８）、女性医療特約（Ｍ０８））
	保険金の種類
	免　責　事　由

	がん以外疾病入院給付金
がん入院給付金
	なし




　医療保険（０８）　専用特約　
26．特定疾病診断給付金特約（Ｍ０８）

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	－
	－
	2008年8月2日～




（２）仕組み
被保険者が特定の疾病により所定の状態に該当したときに特定疾病診断給付金を支払う特約。

（３）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の名称
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	特定疾病診断給付金
	(1) 被保険者がつぎのいずれか遅い時期以後、特約の保険期間中に、初めて（特約の責任開始期前の期間を通じて初めてとします。）悪性新生物（特約条項別表2）に罹患し、診断確定されたとき
(ア) この特約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日（がん給付の責任開始期）
(イ) 復活の取扱が行なわれた場合の最後の復活の際の責任開始期
 (2) 被保険者がこの特約の責任開始期以後の疾病を原因として、この特約の保険期間中につぎのいずれかの状態に該当したとき（注）
(ア) 急性心筋梗塞（特約条項別表2）を発病し、その治療を目的に、病院または診療所に入院をしたとき
（イ）脳卒中（特約条項別表2）を発病し、その治療を目的に、病院または診療所に入院をしたとき

	給付金額
	主契約のがん以外疾病入院給付金の受取人

	特約保険料の払込免除
	主約款の規定により、主契約の保険料払込が免除された場合には、同時に特約の保険料払込を免除する


（注）急性心筋梗塞または脳卒中を発病した場合の給付金の支払事由は、34.特定疾病診断給付金特約（医療保険）とは異なる。

ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	特定疾病診断給付金
	なし




　医療保険（０８）　専用特約　
27．先進医療特約（Ｍ０８）

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	－
	－
	2008年8月2日～




（２）仕組み
被保険者が厚生労働大臣の定める先進医療により療養を受けた場合に先進医療給付金を支払う特約。
先進医療の種類は、厚生労働省「先進医療の概要について」HP参照
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/index.html

（３）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の名称
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	先進医療給付金
	被保険者がこの特約の保険期間中に、つぎのすべてを満たす特約条項別表3に定める療養（以下「療養」。）を受けたとき
(1) つぎのいずれかを直接の原因とする療養であること
（ア）責任開始期（復活の取扱が行なわれた後は、最後の復活の際の責任開始期。）以後に発病した疾病（特約条項別表別表4に定める異常分娩を含む。）
（イ）責任開始期以後に発生した特約条項別表2に定める不慮の事故による傷害
（ウ）責任開始期以後に発生した不慮の事故以外の外因による傷害
(2) 特約条項別表5に定める先進医療による療養であること
	特約条項別表7に定める給付金額（給付金額は、先進医療にかかる費用の額。この先進医療にかかる費用には、特約条項別表5に定める先進医療にかかる療養に要した費用の額のうち、診査、検査、入院料などの基礎的療養部分に対し公的医療保険制度を定める法令の規定により給付される保険外併用療養費（保険外併用療養費に相当する家族療養費を含みます。）は含まない。
支払限度額（1,500万円）を超えるときは、その額まで。）
	主契約のがん以外疾病入院給付金の受取人

	特約保険料の払込免除
	主約款の規定により、主契約の保険料払込が免除された場合には、同時に特約の保険料払込を免除する



ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	先進医療給付金
	なし




　医療保険・がん保険　専用特約　
28．終身保険特約（医療保険・がん保険）
29．定期保険特約（医療保険・がん保険）

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	2001年1月
～2001年4月1日
	2001年1月
～2001年4月1日
	2001年4月2日～




（２）仕組み
・主契約の主たる被保険者が特約の保険期間中に死亡し、または所定の高度障害状態になった場合に、特約死亡保険金または特約高度障害保険金を支払う特約。
・特約死亡保険金および特約高度障害保険金は同額。
・被保険者は主契約の主たる被保険者

（３）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の名称
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	特約死亡保険金
	被保険者が特約の保険期間中に死亡したとき
	特約保険金額
	特約死亡保険金受取人

	特約高度障害保険金
	被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として特約の保険期間中に所定の高度障害状態（特約条項別表2）に該当したとき
	特約保険金額
	主契約の給付金の受取人

	特約保険料の払込免除
	主約款の規定により、主契約の保険料払込が免除された場合、同時に特約の保険料払込を免除



ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	特約死亡保険金
	(1) 責任開始期（または復活日、復旧日）から3年以内（注1）の自殺
(2) 契約者・特約死亡保険金受取人の故意
(3) 戦争その他の変乱（注2）

	特約高度障害保険金
	(1) 契約者・被保険者の故意
(2) 戦争その他の変乱（注2）


（注1）自殺免責に関わる以前の取扱
	
	2001年1月2日～
2001年4月1日
	2001年4月2日～
2007年4月1日
	2007年4月2日～


	旧興亜まごころ
	2年
	－
	－

	旧日火パートナー
	2年
	－
	－

	旧日本興亜
	－
	2年
	3年


定期保険特約（医療保険・がん保険）において、更新後特約には、更新後の特約条項が適用される。自殺免責2 年の契約が更新した場合の更新後免責期間は3年。更新後に特約が復活した場合、復活日から3年以内の自殺は免責となる。
（注2）「1.平準定期保険特約（3）保障内容　ｂ．免責事由」参照


　医療保険　専用特約　
30．退院後療養特約（医療保険）

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	2001年1月
～2001年4月1日
	2001年1月
～2001年4月1日
	2001年4月2日～




（２）仕組み
・被保険者が疾病または不慮の事故による傷害の治療を目的として入院した後、生存して退院したときに退院療養給付金を支払う特約
・本特約における被保険者の範囲（本人型、本人・配偶者・子型、本人・配偶者型、本人・子型）は、主契約において定めた被保険者の範囲と同一となる。

（３）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の名称
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	退院療養給付金
	被保険者が特約の保険期間中に、特約の責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、主約款に規定する疾病入院給付金または災害入院給付金の支払われる継続した20日以上の入院をした後、生存して退院したとき
	入院１回につき、
基本退院療養給付金額×10
	主契約の給付金の受取人

	特約保険料の払込免除
	主約款の規定により、主契約の保険料払込が免除された場合、同時に特約の保険料払込を免除



ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	退院療養給付金
	なし




　医療保険　専用特約　
31．無事故給付金特約（医療保険）2008年8月2日以降販売停止

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	2001年1月
～2001年4月1日
	2001年1月
～2001年4月1日
	2001年4月2日
～2008年8月1日



（２）仕組み
主契約の主たる被保険者が特約の保険期間の満了時に生存し、かつ、特約の保険期間中に主契約の主たる被保険者に対する疾病入院給付金、災害入院給付金、手術給付金のいずれもが支払われなかったときに無事故給付金として給付を行う。

（３）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の名称
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	無事故給付金
	被保険者が特約の保険期間満了時に生存し、かつ、特約の保険期間中に主約款に定めるこの特約の被保険者の疾病入院給付金、災害入院給付金または手術給付金のいずれもが支払われなかったとき
	無事故給付金額
	契約者



ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	無事故給付金
	なし




　医療保険　専用特約　
32．成人病保障特約（医療保険）
33．女性医療特約（医療保険）  

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	2001年1月
～2001年4月1日
	2001年1月
～2001年4月1日
	2001年4月2日～




（２）仕組み
（成人病保障特約）
男性を主契約の主たる被保険者とする主契約に付加し、主契約の主たる被保険者が成人病によって入院した場合に、入院日数に応じて入院給付金を支払う特約

（女性医療特約）
女性を主契約の主たる被保険者とする主契約に付加し、主契約の主たる被保険者が特定疾病によって入院した場合に、入院日数に応じて入院給付金を支払う特約

（共通）
１入院の支払限度（60日型、120日型、1,095日型）は主契約と同じ型となる。

（３）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の名称
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	（成人病保障）
入院給付金
	被保険者が特約の保険期間中につぎの条件をすべて満たす入院をしたとき
(1) 責任開始期以後に発病した特約条項別表に定める成人病（注）の治療を目的とすること
(2) 病院または診療所における入院
(3) 成人病の治療を目的とした2日以上継続した入院
	入院１回につき、
入院給付金日額×入院日数

（通算支払限度日数　1095日）
	主契約の給付金の受取人

	（女性医療）
入院給付金
	被保険者が特約の保険期間中につぎの条件をすべて満たす入院をしたとき
(1) 責任開始期以後に発病した特約条項別表に定める特定疾病（注）の治療を目的とすること
(2) 病院または診療所における入院
(3) 特定疾病の治療を目的とした2日以上継続した入院
	入院１回につき、
入院給付金日額×入院日数

（通算支払限度日数　1095日）
	主契約の給付金の受取人

	（共通）特約保険料の払込免除
	主約款の規定により、主契約の保険料払込が免除された場合、同時に特約の保険料払込を免除


（注）成人病保障特約（医療保険）の成人病は、18．新成人病保障特約の成人病と同じ。
　　　女性医療特約（医療保険）の特定疾病は、19．新女性医療特約の特定疾病と同じ。　



ｂ．免責事由
成人病保障特約（医療保険）、女性医療特約（医療保険）　共通
	保険金の種類
	免　責　事　由

	入院給付金
	なし




　医療保険　専用特約　
34．特定疾病診断給付金特約（医療保険）

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	2001年1月
～2001年4月1日
	2001年1月
～2001年4月1日
	2001年4月2日～




（２）仕組み
被保険者が特約の保険期間中に特定の疾病により所定の状態に該当したときに特定疾病診断給付金を支払う特約。

（３）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の名称
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	特約疾病診断給付金
	(1) 被保険者が特約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後、特約の保険期間中に、初めて悪性新生物（特約別表2）に罹患したと医師によって病理組織学的所見（生検）、細胞学的所見、理学的所見（Ｘ線、内視鏡等）、臨床学的所見、手術所見またはその他の所見のいずれかにより診断確定されたとき。なお、医師が悪性新生物と診断した日をもって、診断確定されたものとみなします。（令和3年10月2日以降に受けた診断確定を対象とします。）
(2) 被保険者が特約の責任開始期以後の疾病を原因として、特約の保険期間中につぎのいずれかの状態に該当したとき
（ｱ）急性心筋梗塞（特約条項別表2）を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき
（ｲ）脳卒中（特約条項別表2）を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
（ｳ)急性心筋梗塞または脳卒中の治療を直接の目的として、病院または診療所において、次のいずれかの手術を受けたとき（平成29年4月2日以降に受けた手術を対象とします。）
(a) 公的医療保険制度によって保険給付の対象となる医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として定められている手術 
(b) 先進医療に該当する診療行為（診断および検査を目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。）
	給付金額
	主契約の給付金の受取人

	特約保険料の払込免除
	主約款の規定により、主契約の保険料払込が免除された場合、同時に特約の保険料払込を免除


（注） 特約条項別表2については、「主契約　4.５年ごと利差配当付特定疾病終身保険（4）保障内容　（注2）別表3」と同じ

ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	特定疾病診断給付金
	なし




　医療保険　専用特約　
35．がん入院特約(医療保険)       2001年4月2日以降販売停止
36．がん診断給付金特約(医療保険) 2001年4月2日以降販売停止
 旧　興亜火災まごころ生命販売商品 

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	2001年1月
～2001年4月1日
	－
	－



（２）仕組み
（がん入院特約）
・被保険者ががんの治療を目的として入院した場合には、入院日数に応じてがん入院給付金を支払う特約
・特約の締結の際、主契約において被保険者の範囲（本人型、本人・配偶者・子型、本人・配偶者型、本人・子型）を定めた場合、本特約においても被保険者の範囲は同一となる。
・１入院の支払限度（60日型、120日型、1,095日型）は主契約と同じ型となる。

（がん診断給付金特約）
・主契約の主たる被保険者ががんと診断確定されたときに支払う特約

（３）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の名称
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	がん入院給付金
	被保険者が特約の責任開始期以後の特約の保険期間中につぎの条件のすべてを満たす入院をしたとき
(1) この特約の責任開始期以後にがんと診断確定されたこと
(2) 診断確定されたがんの治療を直接の目的とする入院であること
(3) 入院日数が継続して2日以上であること
(4) 病院または診療所における入院であること
	入院給付金日額×入院日数

（通算支払限度日数　1095日）
	主契約の給付金の受取人

	がん診断給付金
	被保険者がこの特約の責任開始期以後のこの特約の保険期間中にがんと診断確定されたとき
	がん診断給付金額
	主契約の給付金の受取人

	特約保険料の払込免除
	主約款の規定により、主契約の保険料払込が免除された場合、同時に特約の保険料払込を免除



ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	がん入院給付金
	なし

	がん診断給付金
	なし


　がん保険　専用特約　
37．がん死亡・高度障害終身保障特約

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	2001年1月
～2001年4月1日
	2001年1月
～2001年4月1日
	2001年4月2日～



（２）仕組み
・主契約の主たる被保険者が、がんにより死亡し、またはがんにより所定の高度障害状態になった場合に、特約がん死亡保険金または特約がん高度障害保険金を支払う特約。
・特約がん死亡保険金額および特約がん高度障害保険金額は同額。

（３）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の名称
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	特約がん死亡保険金
	被保険者が責任開始期以後に診断確定されたがんを直接の原因として死亡したとき
	特約がん保険金額
	特約がん死亡保険金受取人

	特約がん高度障害保険金
	被保険者が責任開始期以後、診断確定されたがんを直接の原因として高度障害状態に該当したとき
	特約がん保険金額
	主契約の給付金の受取人

	特約保険料の払込免除
	主約款の規定により、主契約の保険料払込が免除された場合、同時に特約の保険料払込を免除



ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	特約がん死亡保険金
特約がん高度障害保険金
	なし




　がん保険　専用特約　
38．がん退院後療養特約

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	2001年1月
～2001年4月1日
	2001年1月
～2001年4月1日
	2001年4月2日～



（２）仕組み
・被保険者ががんの治療を目的として入院した後、生存して退院したときにがん退院療養給付金を支払う特約
・特約の締結の際、主契約において被保険者の範囲（本人型、本人・配偶者・子型、本人・配偶者型、本人・子型）を定めた場合、本特約においても被保険者の範囲は同一となる。

（３）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の名称
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	がん退院療養給付金
	被保険者が、特約の保険期間中に、責任開始期以後に発病したがんを直接の原因として、主約款に規定するがん入院給付金の支払われる継続した20日以上の入院をした後、生存して退院したとき
	入院１回につき、
基本がん退院療養給付金額×10
	主契約の給付金の受取人

	特約保険料の払込免除
	主約款の規定により、主契約の保険料払込が免除された場合、同時に特約の保険料払込を免除



ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	がん退院療養給付金
	なし




　がん保険　専用特約　
38．がん診断給付金特約

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	2001年1月
～2001年4月1日
	2001年1月
～2001年4月1日
	2001年4月2日～



（２）仕組み
・被保険者ががんと診断確定され、がんの治療を目的として入院を開始したときに支払う特約。
・特約の締結の際、主契約において被保険者の範囲（本人型、本人・配偶者・子型、本人・配偶者型、本人・子型）を定めた場合、本特約においても被保険者の範囲は同一となる。

（３）保障内容
ａ．支払事由
	保険金の名称
	支　払　事　由
	支払額
	受取人

	がん診断給付金
	被保険者が責任開始期以後の特約の保険期間中にがんと診断確定され、主契約のがん入院給付金の支払われる入院を開始したとき（注）
	がん診断給付金額
	主契約の給付金の受取人

	特約保険料の払込免除
	主約款の規定により、主契約の保険料払込が免除された場合には、同時に特約の保険料払込を免除する


（注）
被保険者ががん診断給付金の支払われることとなった最終の入院の開始日からその日を含めて2年を経過した日の翌日に主契約のがん入院給付金の支払事由に該当する継続入院中の場合には、その日に入院を開始したものとみなして、本条の規定を適用してがん診断給付金を支払う。

	
	1年目
	2年目
	2年経過後

	支払われる
ケース①

	入院開始

診断給付金

	

2年以上の継続入院
	

診断給付金（再）

	支払われる
ケース②
	入院開始　　　　　　　　退院

診断給付金

	再入院

2年以内の再入院～2年超
	

診断給付金（再）

	支払われる
ケース③
	入院開始　　　　　　　　退院

診断給付金

	

2年超の再入院
	再入院

診断給付金（再）


	支払われないケース
	入院開始　　　　　　　　退院

診断給付金

	再入院　　　　　　　退院

2年以内の再入院
	



ｂ．免責事由
	保険金の種類
	免　責　事　由

	がん診断給付金
	なし




　その他の特約　
40．リビング・ニーズ特約

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	1996年10月
～2001年4月1日
	1996年10月
～2001年4月1日
	2001年4月2日～



（２）仕組み
被保険者が余命6か月と判断される場合、本特約を付加した契約の普通死亡保険金の一部または全部を前払する特約
（注1）本特約により支払われる特定状態保険金は「指定保険金額（無解約返戻金型収入保障保険の場合、指定した年金月額に対する６か月後の未払年金現価）－6か月分の利息－6か月分の保険料（現価）」
（注２）対象となる主契約・特約
	主契約
	 ５年ごと利差配当付終身保険
 ５年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険
 ５年ごと利差配当付積立型終身保険　※1
 ５年ごと利差配当付養老保険
 定期保険
 低解約返戻金型定期保険
 健康祝金付低解約返戻金型終身保険（無選択型）※2
	終身保険
低解約返戻金型終身保険
積立型終身保険※1
養老保険
逓増定期保険
無解約返戻金型定期保険
無解約返戻金型収入保障保険

	特　約
	平準定期保険特約
逓減定期保険特約
	特定疾病保障定期保険特約



※　　対象となる主契約・特約は旧日本興亜以降
※１　保険料払込期間満了後がリビング・ニーズ特約の対象。
※２　契約日から2年経過後、リビング・ニーズ特約の対象。

 (
消滅
▲
契約日
▲
請求日
保険料の払込み
)ａ．死亡保険金の全部を支払った場合、契約は消滅する。







 (
▲
契約日
▲
請求日
特定状態保険金が支払われた
後の死亡保険金額
指定保険金額分は消滅する。
)ｂ．死亡保険金の一部を支払った場合、指定保険金額分だけ減額されたものとして契約は継続する。




 (
保険料の払込み
（
) (
継続する部分に対応する保険料の
払込が必要。
)


（３）留意点
・特定状態保険金の受取人は被保険者である。ただし、法人が契約者、かつ、死亡保険金受取人であるときは特定状態保険金の受取人は契約者である法人となる。
・同一被保険者についての請求可能な指定保険金額は、通算して3,000万円が限度。

41． 指定代理請求人特約

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	－
	－
	2007年4月2日～




（２）仕組み
被保険者が保険金等を請求できない「特別な事情（注）」があるときに、あらかじめ指定された指定代理請求人が、被保険者の代理人として保険金等を請求・受領できる特約。

（注）「特別な事情」とは、つぎのいずれかに該当する場合
	①傷害または疾病により、保険金等の請求を行なう意思表示が困難であると当社が認めた場合（例　被保険者が、心神喪失の常況にあるため、保険金等を請求できない）
②傷病名（例　がん（悪性新生物））の告知を受けていない場合
③その他①または②に準じる状態であると当社が認めた場合



（３）指定代理請求人の範囲
指定代理請求人は、契約者が、被保険者の同意を得てつぎの要件を満たす者の中からあらかじめ指定した者で、かつ、ご請求時にこの要件を満たしていることを要する。
	① 被保険者の戸籍上の配偶者
② 被保険者の直系血族
③ 被保険者の3親等内の親族
④ 被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている者（注2）
⑤ 被保険者の療養看護に努め、または、被保険者の財産管理を行っている者（注2）
⑥ その他④および⑤に掲げる者と同等の保険金等を請求すべき適当な理由がある者として会社が認めた者（注2）


（注1）指定代理請求人は、成人に限る。
（注2）当社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、保険金・給付金などの受取人のために保険金・給付金などを請求すべき適当な理由があると当社が認めた者に限ります。

（４）留意点
法人が契約者、かつ、死亡保険金受取人であるときは保険金等の受取人は契約者である法人となるため指定代理請求人特約を付加することができない。

（５）対象となる保険金等
	保険種類
	対象となる保険金等

	終身保険
５年ごと利差配当付終身保険
低解約返戻金型終身保険
５年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険
定期保険
逓増定期保険
低解約返戻金型定期保険
無解約返戻金型定期保険
	①高度障害保険金
②保険料払込の免除

	積立型終身保険
５年ごと利差配当付積立型終身保険
	①高度障害保険金
②高度障害給付金
③災害高度障害給付金
④保険料払込の免除

	特定疾病保障定期保険
５年ごと利差配当付特定疾病終身保険
	①特定疾病保険金
②高度障害保険金
③保険料払込の免除

	収入保障保険
無解約返戻金型収入保障保険
	①高度障害年金
②保険料払込の免除

	養老保険
５年ごと利差配当付養老保険
	1 満期保険金（被保険者と満期保険金受取人が同一の場合）
②高度障害保険金
③保険料払込の免除

	５年ごと利差配当付個人年金保険
	1 年金（被保険者と年金受取人が同一の場合）
②保険料払込の免除

	５年ごと利差配当付こども保険
	①祝金
③災害死亡保険金
③死亡給付金
④養育年金
⑤保険料払込の免除

	医療保険（０８）
	①がん以外疾病入院給付金
②災害入院給付金
③がん入院給付金
④入院サポート給付金
⑤手術給付金
⑥保険料払込の免除

	医療保険
日額増減型医療保険
	①疾病入院給付金
②災害入院給付金
③手術給付金
④保険料払込の免除

	がん保険
日額増減型がん保険
	①がん入院給付金
②がん手術給付金
③保険料払込の免除

	健康祝金付低解約返戻金型終身保険（無選択型）
	①健康祝金（被保険者と契約者が同一の場合）

	平準定期保険特約
逓減定期保険特約
終身保険特約（医療保険・がん保険）
定期保険特約（医療保険・がん保険）
	①特約高度障害保険金
②特約保険料の払込免除

	収入保障特約
	①特約高度障害年金
②特約保険料の払込免除

	特定疾病保障定期保険特約
	①特約特定疾病保険金
②特約高度障害保険金
③特約保険料の払込免除

	配偶者定期保険特約
こども定期保険特約
	①特約死亡保険金
②特約高度障害保険金
③特約保険料の払込免除

	災害割増特約
新災害割増特約
	①災害高度障害保険金
②特約保険料の払込免除

	傷害特約
新傷害特約
	①災害死亡保険金（死亡した被保険者と主契約の被保険者が異なる場合）
②障害給付金
③特約保険料の払込免除

	災害入院特約
新災害入院特約
	①入院給付金
②特約保険料の払込免除

	疾病入院特約
新疾病入院特約
	①入院給付金
②手術給付金
③特約保険料の払込免除

	災害退院後療養特約
新災害退院後療養特
	①災害療養給付金
②特約保険料の払込免除

	疾病退院後療養特約
新疾病退院後療養特約
	①疾病療養給付金
②特約保険料の払込免除

	成人病保障特約
女性医療特約
新成人病保障特約
新女性医療特約
成人病保障特約（医療保険）
女性医療特約（医療保険）
	①入院給付金
②特約保険料の払込免除

	こども医療特約
	①災害入院給付金
②疾病入院給付金
③手術給付金
④特約保険料の払込免除

	男性生活習慣病特約（Ｍ０８）
女性医療特約（Ｍ０８）
	①がん以外入院給付金
②がん入院給付金
③特約保険料の払込免除

	先進医療特約（Ｍ０８）
	①先進医療給付金
②特約保険料の払込免除

	退院後療養特約（医療保険）
	①退院後療養給付金
②特約保険料の払込免除

	がん入院特約（医療保険）
	①がん入院給付金
②特約保険料の払込免除

	がん診断給付金特約（医療保険）
がん診断給付金特約
	①がん診断給付金
②特約保険料の払込免除

	特定疾病診断給付金特約（医療保険）
特定疾病診断給付金特約（Ｍ０８）
	①特定疾病診断給付金
②特約保険料の払込免除

	無事故給付金特約（医療保険）
	①無事故給付金（被保険者と契約者が同一の場合）
②特約保険料の払込免除

	がん死亡・高度障害終身保障特約
	①特約がん高度障害保険金
②特約保険料の払込免除

	がん退院後療養特約
	①がん退院後療養給付金
②特約保険料の払込免除

	リビング・ニーズ特約
	①特定状態保険金

	５年ごと利差配当付年金支払特約、
５年ごと利差配当付年金支払移行特約
	①年金

	保険料払込免除特約
	①この特約が付加された主契約の保険料払込の免除
②この特約が付加された主契約に同時に付加された特約の特約保険料の払込免除

	統合前にのみ販売した主契約・特約
	

	特定疾病保障終身保険（旧日火パートナー）
	①特定疾病保険金
②高度障害保険金
③保険料払込の免除

	生存給付金付定期保険（旧日火パートナー）
	①高度障害保険金
②生存給付金（被保険者と契約者が同一の場合）
③保険料払込の免除

	定期保険特約（旧日火パートナー）
逓減定期保険特約（旧日火パートナー）
終身保険特約（旧日火パートナー）
	①高度障害保険金
②特約保険料の払込免除

	生存給付金付定期保険特約（旧興亜まごころ）
	①特約高度障害保険金
②特約生存給付金（被保険者と契約者が同一の場合）
③特約保険料の払込免除

	生存給付金付定期保険特約（旧日火パートナー）
	①高度障害保険金
②生存給付金（被保険者と契約者が同一の場合）
③特約保険料の払込免除

	家族定期保険特約（配偶者型）（旧日火パートナー）
家族定期保険特約（子型）（旧日火パートナー）
	①死亡保険金
②高度障害保険金
③特約保険料の払込免除

	災害入院特約（旧日火パートナー）
	①災害入院給付金
②特約保険料の払込免除

	疾病入院特約（旧日火パートナー）
	①疾病入院給付金
②手術給付金
③特約保険料の払込免除

	成人病入院特約（旧日火パートナー）
	①成人病入院給付金
②長期入院給付金
③成人病手術給付金
④特約保険料の払込免除

	女性疾病入院特約（旧日火パートナー）
	①女性疾病入院給付金
②女性疾病手術給付金
③特約保険料の払込免除

	通院特約（旧日火パートナー）
	①通院給付金
②特約保険料の払込免除

	リビング・ニーズ特約（旧日火パートナー）
	①リビング・ニーズ保険金







42．特別条件付保険特約

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	1996年10月
～2001年4月1日
	1996年10月
～2001年4月1日
	2001年4月2日～



（２）仕組み
・契約締結の際に、主契約の被保険者の健康状態その他が会社の定めた基準に適合しないときは、主契約または主契約に付加される特約について、主契約の普通保険約款または特約条項のほか、この特約条項を適用することにより引き受ける。

・この特約が、付加された場合、つぎの契約内容変更は取り扱いできない。
ただし、保険金削減支払法の場合で保険金削減期間経過後のとき、または特定部位不担保法のときは取り扱いを行なう。
	①延長定期保険・払済保険への変更
②保険期間・保険料払込期間の変更
③保険料の払込完了の特則の適用
④保険契約の更新
⑤特約の中途付加
⑥失効日から２年を経過した後の復活




（３）特別条件
ａ．保険金削減支払法
	
	死亡・高度障害
	入院保障

	対象契約
（注1）
	すべての主契約（個人年金・こども・積立型終身・無選択型終身・医療（０８）・がんを除く）
平準定期保険特約
逓減定期保険特約
特定疾病保障定期保険特約
	対象外


保険金削減期間（最長５年間）内に、災害または所定の感染症（注2）以外の原因により、死亡・高度障害・特定疾病保険金の支払事由が発生した場合、その保険年度に応じて、保険金を一定割合削減して支払う。災害または所定の感染症（注2）の場合、削減は行なわない。
（注1）2008年10月時の保険種類を明示
（注2）主契約　3.５年ごと利差配当付積立型終身保険（4）保障内容参照
	保険金の支払事由に該当
した時までの経過期間
	削減期間

	
	1年
	2年
	3年
	4年
	5年

	1年以内
	50%
	30%
	25%
	20%
	15%

	1年超2年以内
	
	60%
	50%
	40%
	30%

	2年超3年以内
	
	
	75%
	60%
	45%

	3年超4年以内
	
	
	
	80%
	60%

	4年超5年以内
	
	
	
	
	80%




ｂ．特別保険料領収法
	
	死亡・高度障害
	入院保障

	対象契約（注1）
	すべての主契約（個人年金・こども・無選択型終身・がんを除く）
平準定期保険特約
逓減定期保険特約
特定疾病保障定期保険特約

	新疾病入院特約
新疾病退院後療養特約
新成人病保障特約
新女性医療特約
医療保険（０８）
男性生活習慣病特約（Ｍ０８）
女性医療特約（Ｍ０８）


保険料を割り増す方法。
特別保険料に係る解約返戻金は、2007年４月２日以降契約より主契約または特約の規定に準じて支払われる。2007年４月1日以前の契約には特別保険料に係る解約返戻金はない。
（注1）2008年10月時の保険種類を明示

ｃ． 特定部位不担保法
	
	死亡・高度障害
	入院保障

	対象契約（注1）
	対象外
	新疾病入院特約
新疾病退院後療養特約
新成人病保障特約
新女性医療特約
医療保険（０８）
男性生活習慣病特約（Ｍ０８）
女性医療特約（Ｍ０８）
特定疾病給付金特約（Ｍ０８）
先進医療特約（Ｍ０８）


不担保期間内（1年～5年、最長で全期間）に、別表に定める身体部位のうち、特定の部位に疾病が生じた場合、その疾病による給付金を支払わない。
（注1）2008年10月時の保険種類を明示


43．区分料率適用特約 2011年10月2日以降販売停止

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	－
	2000年5月
～2001年4月1日
	2001年4月2日～
2011年10月1日



（２）仕組み
対象となる主契約または特約（注）において、通常の条件に加え、被保険者の喫煙状況、健康状態、ＢＭＩ値、血圧値などの条件が当社の定める規定に合致する場合に、通常の保険料よりも割安な保険料が適用される特約。
（注）対象となる主契約・特約（2008年10月時の保険種類）
	主契約
	定期保険
低解約返戻金型定期保険
無解約返戻金型定期保険
無解約返戻金型収入保障保険
	

	特　約
	平準定期保険特約
逓減定期保険特約
	




（３）料率区分
①非喫煙者優良体保険料率　②非喫煙者標準体保険料率　③喫煙者優良体保険料率

（４）料率の決定要素
	決定要素
	基準等
	備　考

	喫煙の有無
	過去1年以内に喫煙をしていないこと（告知および喫煙検査による）
	非喫煙者料率で申込の時のみ喫煙検査を実施。

	ＢＭＩ値（注）
	18.0～27.0であること
	左記以外は、優良体料率不可

	血圧値
	当社の定めた所定の範囲内（最高血圧値が140未満かつ最低血圧値が90未満）であること。
	当社規定により、優良体か、標準体か、それ以外かを決定

	その他の引受基準
	当社規定による
	


 (
ＢＭＩ値＝
体重（ｋｇ）
（身長（ｍ））
2
)（注）ＢＭＩ（Body Mass Indexの略）の計算方法。


体重はｋｇ未満切捨て、身長は小数点第3位以下切捨て、ＢＭＩ値は、小数点第2位以下切捨て
　

44．個人年金保険料税制適格特約

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	1996年10月
～2001年4月1日
	1998年4月
～2001年4月1日
	2001年4月2日～



（２）仕組み
5年ごと利差配当付個人年金保険契約に付加することにより、主契約の保険料が、所得税法に定める「個人年金保険料」（注）に該当して、所得控除の適用が受けられることを目的とした特約。なお、付加されている特約の保険料は所得税法に定める「個人年金保険料」には該当しない。
（注）契約者が法人の場合、付加できない。

（３）適用の条件
ａ．年金受取人は、契約者またはその配偶者のいずれかであること。
ｂ．年金受取人は被保険者と同一人であること。
ｃ．保険料払込期間が10年以上であること。
ｄ．確定年金の場合、年金開始年齢は60歳以上、かつ年金支払期間は10年以上であること。（保証期間付終身年金には、年金開始年齢の制限はない。）
上記ａｂを充足するパターンはつぎの場合のみ。
	
	契約者
	被保険者
	年金受取人

	ケース1
	本人
	本人
	本人

	ケース2
	本人
	配偶者
	配偶者



（４）特約付加によって受ける制限
ａ．前納期間が満了したとき、払済保険に変更されたとき、主契約の内容の変更が行われたとき、または付加されている特約が解約または減額されたときに支払うべき返戻金・前納残金等は、利息を付けて積立てておき、年金開始時に増額年金の原資に充当する（＝中途引出不可）。
ｂ．契約者配当金の支払方法
年金開始前は積立配当金（中途引出不可）で、年金開始時に増額年金の原資に充当し、年金開始後は増加年金の買増に充てられる。
ｃ．年金支払開始日の前日に、契約者貸付や保険料の振替貸付の元利金がある契約は、つぎの方法により精算する。
・毎年の年金から差し引く方法
・年金の一括払による未払年金から差し引く方法
ただし、契約者貸付や保険料の振替貸付の元利金が、当社の定める金額をこえる場合には、契約の責任準備金から、その元利金を差し引き、差し引き後の金額を一時に契約者に支払い、契約は年金支払開始日の前日に消滅したものとする。
ｄ．契約内容の変更条件
ア．払済保険への変更するには、契約日から10年以上経過していること。
イ．保険料払込期間の変更、年金の種類変更および年金支払期間の変更するには、変更後の契約内容が上記（3）の要件を満たしていること。
ウ．年金受取人の変更は取り扱うことができない。
ｅ．本特約のみの解約は取り扱うことができない。

45．団体扱特約Ⅰ
46．団体扱特約Ⅱ
47．集団扱特約　

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	1996年10月
～2001年4月1日
	－
（注）
	2001年4月2日～


（注）45-2 団体扱特約（甲）（乙）、46-2 準団体扱特約、47-2 定期保険集団扱特約　参照

（２）適用の条件
	
	団体扱Ⅰ
	団体扱Ⅱ
	集団扱

	
概
要
	企業・官公庁･同業者組合など団体の所属員である保険加入者10名以上の生命保険料を、約定に基づき、団体が集金者となって､一括して保険会社へ払い込む「保険料払込方法（経路）」
	所定の要件を満たす集団を通じて保険料を一括して払い込む「保険料払込方法（経路）」

	
団

体

の

定

義
	＜個人契約＞
下記契約者の保険料を給与天引等により集金のうえ、一括して払い込むことが可能な団体。
ａ．官公庁、会社、工場等に勤務する役員・従業員（団体と雇用関係のある者）
ｂ．官公庁、会社、工場等の労働組合や互助会または外郭団体の構成員
ｃ．医師会および歯科医師会の会員
＜事業保険＞
官公庁、会社、工場等の団体を契約者とし、その役員・従業員を被保険者として、保険料の全部または一部を負担して払い込む団体。
	専門店会、連合会、同業者組合等で代表者が定められており、団体自身または団体の構成員を契約者とする団体。団体と団体構成員との間に、組合費または会費の徴収等一定の金銭授受関係があり、かつ団体が保険料を確実に集金のうえ、一括して払い込むことが可能である
	以下のすべての要件を満たす団体
①保険加入を主たる目的とした集団ではない
②設立後2年以上経過している
③集団への加入資格が会則、規約等により明確に規定されている
④所属員の異動が明確に把握されている
⑤一定の事務所および常勤の事務職員を有し、保険契約に係る諸管理事務および一括集金事務が可能である
⑥特定地域に居住するだけで集団加入条件を充足する集団および金銭の預託または物品の購入を主たる目的とする集団等、結合の態様が極めて緩やかな集団でない

	人数要件・適用料率
	個人契約の契約者数または事業保険の被保険者数が20名以上（団体保険料率Ａ）
個人契約の契約者数または事業保険の被保険者数が10名以上20名未満（団体保険料率Ｂ）
	個人契約の契約者数または事業保険の被保険者数が10名以上（団体保険料率Ｂ）
	契約者数が20名以上
（団体保険料率Ａ）

	
	
	

	保険種類
	すべての保険種類
	１集団で、定期保険、医療保険（０８）、がん保険、低解約返戻金型定期保険、無解約返戻金型定期保険のいずれか１種類のみ

	払込回数
	「月払」「半年払」「年払」
同一団体において「月払」と「半年払・年払」を同時に取り扱う場合、それぞれ10名以上の契約が必要
	「月払」のみ





	45-2．団体扱特約（甲）、団体扱特約（乙）
	2001年4月2日以降販売停止

	46-2．準団体扱特約
	2001年4月2日以降販売停止

	47-2．定期保険集団扱特約
	2001年4月2日以降販売停止


旧　日本火災パートナー生命販売商品 


（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	－
	1996年10月
～2001年4月1日
	－



（２）旧日本興亜特約との関係
	旧日火パートナーの特約名称
	旧日本興亜特約との関係

	団体扱特約（甲）
	団体扱特約Ⅰの＜個人契約＞と同じ

	団体扱特約（乙）
	団体扱特約Ⅰの＜事業保険＞と同じ

	準団体扱特約
	団体扱特約Ⅱと同じ

	定期保険集団扱特約
	集団扱特約と同じ





48．ボーナス併用払込特約 2007年4月2日以降販売停止

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	1996年10月
～2001年4月1日
	－
	2001年4月2日
～2007年4月1日



（２）仕組み
契約者があらかじめ指定した月(ボーナス月)の保険料の額を、ボーナス月以外の月(通常月)の保険料(月払)の額よりも高く設定した額とする保険料の払込方法。

(例)  契約月が3月、ボーナス月が6月と12月の場合
	
払　込
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	保険料
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月


　　　　　　　　　　　　　　　　 ボーナス月　　  　　　　　　　　　　　 　　　ボーナス月

（３）適用の条件
ａ．対象となる保険種類
	　5年ごと利差配当付終身保険　　　　　　　　　終身保険
　5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険　　低解約返戻金型終身保険
　5年ごと利差配当付積立型終身保険　　　　　　積立型終身保険
　5年ごと利差配当付養老保険　　　　　　　　　養老保険
　5年ごと利差配当付個人年金保険


（注）ボーナス併用払込方式の対象は、主契約の保険料のみであり、特約保険料は対象外。(特約保険料は、通常月とボーナス月は同額。)

ｂ．ボーナス月と倍率の選択
	ボーナス月
	6月･12月、　7月･12月、　7月･1月

	倍率（ボーナス月主契約保険料｣の｢通常月主契約保険料｣に対する倍率）
	3倍型、5倍型、7倍型



（４）留意点
・契約時のみの取扱とし、保険期間中での付加はできない。
・ボーナス月の変更は、取り扱うことはできない。
・契約月、ボーナス月との関係から、適用保険料の倍率に端数が生じることがある。


49．保険料払込免除特約 2011年10月2日以降販売停止

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	－
	－
	2004年8月～
2011年10月1日



（２）仕組み
保険料払込期間中に3大疾病（※1）、所定の身体障害状態（※2）、所定の要介護状態（※3）に該当した場合に、以後の保険料の払込を免除する特約。

（※1）3大疾病
	· 悪性新生物
 （上皮内がん、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん、責任開始期から90日以内の乳がんを除く。）
· 急性心筋梗塞
· 脳卒中　



（※2）所定の身体障害状態
	・両耳の聴力永久喪失
・呼吸器機能の著しい障害で酸素療法を受けたもの
・心臓に人工弁を置換
・腎臓機能の永久喪失で人工透析・腎移植
	・1上肢または1下肢機能の永久喪失
・恒久的な心臓ペースメーカーの装着
・肝臓機能の著しい障害、肝移植を受けたもの
・ぼうこうの全摘出かつ人工ぼうこう造設
・直腸の切断かつ人工肛門造設



（※3）所定の要介護状態
	責任開始期以後の傷害または疾病を原因としてつぎのいずれかに該当し、その状態が180日以上継続したとき
（1）常時寝たきり状態で、以下a.に該当し、かつ、以下のb.～e.のうち2項目以上に該当して他人の介護を要する状態　
a.ベッド周辺の歩行が自分ではできない。
b.衣服の着脱が自分ではできない。
c.入浴が自分ではできない。
d.食物の摂取が自分ではできない。
e.大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない。
（2）器質性痴呆と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護を要する状態　



ただし、下記に該当した場合、保険料の払込を免除しない。
	(1) 契約者・被保険者の故意・重大な過失
(2) 被保険者の犯罪行為
(3) 被保険者の精神障害を原因とする事故
(4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(7) 被保険者の薬物依存
(8) 地震・噴火・津波（注）
(9) 戦争その他の変乱（注）


（注）(8)(9)の原因によって保険料払込を免除事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約が付加された保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、保険料の払込を免除することがある。

（３）適用の条件
保険種類
	無解約返戻金型収入保障保険



（注）保険料払込免除特約を付加した主契約に付加できる特約は下表のとおり。（特約も保険料払込免除が適用される。）
	　新災害割増特約    　　新災害入院特約      　　　新疾病入院特約
　新傷害特約　 　 　　　新災害退院後療養特約  　　新疾病退院後療養特約
　新成人病保障特約  　　新女性医療特約



（４）留意点
· 契約時のみの取扱とし、保険期間中での付加はできない。
· 主契約にともに付加した特約の保険期間は、「主契約と同じ」となる。


50．5年ごと利差配当付年金支払移行特約 

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	1996年10月
～2001年4月1日
	1997年10月
～2001年4月1日
	2001年4月2日～



（２）仕組み
終身保険等※　の保険料払込期間満了後、死亡保障にかえて、年金に移行する特約。
	※　対象保険種類
５年ごと利差配当付終身保険
５年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険
５年ごと利差配当付積立型終身保険
５年ごと利差配当付養老保険
定期保険

	
終身保険
低解約返戻金型終身保険
積立型終身保険
養老保険
低解約返戻金型定期保険



（３）年金の種類
	確定年金（5年・10年・15年）
10年保証期間付終身年金（定額型、逓増型）


主契約15．５年ごと利差配当付個人年金保険（４）保障内容ａ．支払事由　参照




51．5年ごと利差配当付年金支払特約 
（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	－
	1997年10月
～2001年4月1日
	2001年4月2日～



（２）仕組み
保険金等の支払事由発生後、保険金等の受取人の申出により、主契約に付加して締結し、保険金等を一時支払に代えて年金で支払う特約

（３）年金の種類
	確定年金（5年・10年・15年）
10年保証期間付終身年金（定額型）




52．５年ごと利差配当特約   2001年4月2日以降販売停止
 旧　興亜火災まごころ生命販売商品 
 旧　日本火災パートナー生命販売商品 

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	1996年10月
～2001年4月1日
	1997年10月
～2001年4月1日
	－



（２）仕組み
５年ごと利差配当付商品（※1）に下記の特約（※2）が付加される場合、当該特約（※2）も自動的に５年ごと利差配当付の特約とする特約。
（※１）
	対象主契約
	５年ごと利差配当付終身保険
５年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険
５年ごと利差配当付養老保険
５年ごと利差配当付個人年金保険
	


（※２）
	 (
５年ごと利差配当特約付
平準定期保険特約
５年ごと利差配当付終身保険
【
 
付加例
 
】
（無配当）
平準定期保険特約
　終身保険
)対象特約
	平準定期保険特約
逓減定期保険特約
特定疾病保障定期保険特約
収入保障特約
配偶者定期保険特約
こども定期保険特約
生存給付金付定期保険特約
	定期保険特約
終身保険特約


家族定期保険特約（配偶者型）
家族定期保険特約（子型）







（２）留意点
・この特約のみの解約はできない。
・主契約とこの特約の対象となる特約のすべてが消滅した場合には、この特約は消滅する。

（３）更新時の取扱
 (
　
　５年ごと利差配当特約付
　平準定期保険特約
５年ごと利差配当付終身保険
【
 
更新例
 
】
　　
　　（無配当）
　　平準定期保険特約
更新
)付加された特約は、無配当の特約として自動更新。
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付録　第４編

各種制度





1．高額割引制度　
「払込方法（経路および回数）、保険金額等および契約日から年金支払満了日までの年数に応じて定める調整率」を含む。

（１）仕組み
保険金額等が高くなるに従って単位保険金額あたりの保険料が逓減する制度には下記のふたつの仕組がある。（2007年4月の料率改定時より実施）

ａ． 払込方法（経路および回数）、保険金額等および契約日から年金支払満了日までの年数に応じて定める調整率
①対象
	定期保険　　　　　　　　　　低解約返戻金型定期保険　　無解約返戻金型定期保険
無解約返戻金型収入保障保険　平準定期保険特約　　　　　逓減定期保険特約


②割引額
従来の高額割引の制度に代えて、保険金額等が高くなるに従って単位保険金額あたりの保険料が逓減する調整率（「払込方法（経路および回数）、保険金額等および契約日から年金支払満了日までの年数に応じて定める調整率」）を導入。

【定期保険・低解返定期保険・無解返定期保険のイメージ図】
保険金額500万円を基準としてそれぞれの保険金額における保険金額100万円あたりの口振月払保険料がどれくらい安くなっているかをグラフ化したもの。
【無解約返戻金型収入保障保険のイメージ図】
年金月額だけではなく、契約日から年金支払満了日までの期間によっても調整率が異なる。つまり、保険期間、最低支払保証期間（スタンダードタイプの場合）、年金支払期間（年金プラスタイプの場合）によって、逓減額が異なる。60歳満了、全期払の例を最低支払保証期間5年のものと10年のものについて、年金月額5万円を基準として、それぞれの年金月額における年金月額1万円あたりの口振月払保険料がどれくらい安くなっているかをグラフにするとつぎのようになる。（2008年8月2日現在）
[image: ]
ｂ．高額割引
①対象
	５年ごと利差配当付終身保険（注）　　　　　　　　終身保険（注）
５年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険（注）　低解約返戻金型終身保険（注）
５年ごと利差配当付養老保険　　　　　　　　　　　養老保険


（注）一時払契約および一部一時払の一時払部分は高額割引適用対象外。
②割引額
	保険金額
	保険金額100万円あたりの割引額

	1,000万円未満
	0円

	1,000万円以上3,000万円未満
	20円

	3,000万円以上
	30円



（２）「高額割引制度」適用対象外の保険種類
	主契約
	５年ごと利差配当付積立型終身保険　　積立型終身保険
健康祝金付低解約返戻金型終身保険　　
５年ごと利差配当付個人年金保険　　　５年ごと利差配当付こども保険、
医療保険　　　　日額増減型医療保険　
がん保険　　　　日額増減型がん保険　医療保険（08）

	特約
	特定疾病保障定期保険特約
配偶者定期保険特約　　　　　　　　　こども定期保険特約
災害疾病系特約


（３）留意点
終身保険等に導入されてきた高額割引は、保険金額の段差を挟んで保険金額を多くした方が保険料が安くなるということがある。保険金額等が高くなるに従って単位保険金額あたりの保険料が逓減する調整率（a.）はこれを解消したものである。このため、この保険料が逓減する調整率（a.）については、保険金額が○○額以上ならば○○円引きという言い方は、上記b.高額割引の説明であり適切ではない。

2．ステップ払込方式　

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	1996年10月
～2001年4月1日
	1996年10月
～2001年4月1日
	2001年4月2日
～2007年4月1日



（２）仕組み
ステップ払込方式は、契約日から起算した所定の期間(ステップ期間)経過後の保険料を、ステップ期間中の保険料より高くした保険料の払込方式。
契約当初の保険料負担を軽減するもの。
ステップ期間経過後、保険料は1.3倍となる。

	
	
	

	 
	 　　　　　　　　　　　　
	

	
	                        　　　　　　ステップ払込方式の保険料

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	 
	 
	通常（平準払込方式）の保険料

	
	
	

	　　　△
	 △

	 　　　　ステップ期間



（３）対象となる保険種類
	５年ごと利差配当付終身保険　　　　　　　　　終身保険
５年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険　　低解約返戻金型終身保険


（注）ステップ払込方式の対象となるのは、主契約の保険料のみであり、特約保険料は対象外。

（４）留意点
・契約時のみの取扱可能で、保険期間中での付加はできない。
・総払込保険料はステップ払込方式でない場合より高くなる。
・保険料払込期間の短縮に際して、保険料払込期間がステップ期間内となる取扱いは行なわない。

3．保険料の一部一時払（頭金制度）　

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	1996年10月
～2001年4月1日
	－
	2001年4月2日～
2011年11月1日



（２）仕組み
保険料の一部一時払は、主契約の一部分に対応する保険料を一時払で払い込む方法。
 (
毎回払（主契約）
一時払（主契約）
)



（注）旧日火パートナーでは、第3編特約11．終身保険特約を付加することで対応していた。

（３）対象となる保険種類
	５年ごと利差配当付終身保険、
終身保険
５年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険
低解約返戻金型終身保険
５年ごと利差配当付個人年金保険


（注）対象となる保険種類は、旧日本興亜以降の対象保険種類。
（注）一部一時払の対象となるのは、主契約の保険料のみであり、特約保険料は対象外。

（４）留意点
保険料建契約は取り扱わない。


4．保険料の中途一部一時払　

（１）販売時期
	旧興亜まごころ
	旧日火パートナー
	旧日本興亜

	1996年10月
～2001年4月1日
	－
	2001年4月2日～
2011年10月1日



（２）仕組み
保険料の中途一部一時払は、契約の一部を回払から一時払に変更することにより以後の保険料を軽減する方法。

 (
毎回払（主契約）
一時払（主契約）
)



（３）対象となる保険種類
	５年ごと利差配当付終身保険
終身保険
５年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険
低解約返戻金型終身保険


（注）対象となる保険種類は、旧日本興亜以降の対象保険種類。
（注）特別保険料領収法で引受ける特別条件付保険特約が付加される契約を除く。
（注）一部一時払の対象となるのは、主契約の保険料のみであり、特約保険料は対象外。

（４）留意点
・契約日から１年以内に限り取り扱う。
・１契約につき１回限り取り扱う。

5．保険料の前納　
6．保険料の一括払　

保険料の前納、一括払とも将来の保険料をまとめて払い込む制度。
	
	前納
	一括払

	（１）仕組み
	将来の年払保険料または半年払保険料の一部または全部を2年分以上まとめて払い込む制度
	保険年度内で当月分以後の月払保険料を3ヵ月分以上12ヵ月分まで一括して支払う制度

	
	会社所定の割引率（注）で割引された前納保険料に、積立利率（注）に基づく利息を付加し、契約応当日ごとに保険料の払込に充当。
	

	
	解約や死亡などにより、保険料の払込を要しなくなった場合には、残額を返戻
	解約や死亡などにより、保険料の払込を要しなくなった場合には、残額を返戻

	（２）対象契約

	全ての保険種類
	全ての保険種類

	（３）割引率

	代理店での試算はできないため、ひまわり生命までお問い合わせください。
	代理店での試算はできないため、ひまわり生命までお問い合わせください。

	（４）払込制限
	契約時の前納・契約後の前納とも、保険料払込期間の50％以内、かつ、更新可能な特約が付加されている場合は、その特約期間以内。
終身払の契約は、保険料払込満了時年齢を100歳とみなし保険料払込期間を計算し規定を適用する。
ただし、医療保険（０８）は、保険料払込期間の100％以内とし、年払の場合には全期前納が可能。
前納回数は100回未満。
	年単位の契約応当日までの取扱とする。

	（５）留意点
	前納期間中の前納はできない。
	－

	
	前納適用期間中に異動精算額を伴う他の異動は取り扱わない。
	一括払適用期間中に異動精算額を伴う他の異動は取り扱わない。


（注）2019年10月1日現在 割引率、積立利率とも0.01％


7．約款貸付制度　


約款貸付は以下の２通りがある。
	
	保険料の振替貸付
（保険料の自動振替貸付）
	契約者貸付

	（１）仕組み

	保険料払込がないまま保険料払込猶予期間を過ぎた場合、あらかじめ反対の申し出がない限り、保険料の振替貸付の対象となる契約について保険料払込猶予期間満了日に保険料相当額を貸し付けて契約を有効に継続させる制度。
	契約者は、解約返戻金額の9割（保険料払込済の保険契約については8割、保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、それらの元利金を差し引く）の範囲内で、貸付を受けることができる
（注2）

	（２）対象契約

	下記を除く全保険種類。（注1）
無解約返戻金型定期保険、
医療保険　日額増減型医療保険
がん保険　日額増減型がん保険
医療保険（０８）

無解約返戻金型収入保障保険
	下記を除く全保険種類。
無解約返戻金型定期保険、
医療保険　日額増減型医療保険
がん保険　日額増減型がん保険
医療保険（０８）
収入保障保険
無解約返戻金型収入保障保険

	（３）貸付単位

	回払保険料
	初回５万円以上（千円単位）
貸増１万円以上（千円単位）

	（４）貸付利率

	契約日が2001年４月２日以降の
契約　2.75％
	契約日が2001年４月２日以降の
契約　2.75％

	（５）一部返済

	可能
	可能

	（６）精算

	つぎの場合は、保険料の振替貸付または契約者貸付との精算を行なう。
①契約消滅時（主契約・特約）
②減額時（保険金額・給付金額）
③払済保険への変更、延長定期保険への変更時
④保険料払込期間変更時
⑤特約の型の変更時
⑥保険金支払時
⑦こども保険の祝金、養育年金支払時
⑧生存給付金付定期保険特約の生存給付金支払時
⑨無選択終身保険の健康祝金支払時
⑩個人年金支払時、全額移行の場合の年金移行時


（注1）旧日火パートナーの収入保障保険、特定疾病保障定期保険は、契約者からの希望があれば保険料の振替貸付可能。
（注2）保険種類により貸付可能限度額は異なる。


8．保険料の払込完了制度　

（１）仕組み
「保険料の払込完了の特則」とは、保険料払込が終身払の場合に、契約日以後10年にわたって保険料が払い込まれ有効に継続している契約について、所定の一時金を払い込むことで保険料の払い込みを完了する取扱。

（２）適用の条件
ａ．対象となる保険種類
	5年ごと利差配当付終身保険　　　５年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険
終身保険　　　　　　　　　　　　特定疾病保障終身保険



ｂ．取扱要件
	・契約日以後10年以上経過している。
・保険料の自動振替貸付または契約者貸付が行なわれていない (完済後は取扱可能)。
・保険料の払込が免除されていない。
・延長定期保険または払済保険ではない。
・保険料前納中または一括払中ではない。
・特別条件付保険特約が付加されていない。(ただし、保険金削減支払法・給付金削減支払法の場合で削減期間経過後の契約、または特定部位不担保法の場合は、取扱可能。)



（３）留意点
・「保険料の払込完了の特則」を適用すると、つぎの特約は払込完了日の前日に消滅する。
	平準定期保険特約　　　
逓減定期保険特約　　　
特定疾病保障定期保険特約
配偶者定期保険特約
こども定期保険特約
収入保障特約
	定期保険特約
生存給付金付定期保険特約
家族定期保険特約（配偶者型）
家族定期保険特約（子型）



　詳細は、対象となる保険種類の各約款「保険料の払込完了の特則」参照。
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